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じ
め
に

❶「
水
子
供
養
」以
前
の
胎
児
供
養

❷ 

人
工
妊
娠
中
絶
と
胎
児
供
養

❸
水
子
供
養
の
萌
芽

❹
水
子
供
養
の
流
行

❺
水
子
供
養
の
現
在

❻
む
す
び
に
か
え
て

﹇
論
文
要
旨
﹈

水
子
供
養
が
、
中
絶
胎
児
に
対
す
る
供
養
と
し
て
成
立
し
、
受
容
さ
れ
る
経
緯
と
現
状
に
つ
い
て

の
調
査
と
考
察
を
行
っ
た
。

水
子
供
養
が
一
般
化
す
る
以
前
の
一
九
五
〇
年
代
、
中
絶
胎
児
の
供
養
は
、
人
工
妊
娠
中
絶
急
増

を
背
景
と
し
て
中
絶
手
術
を
担
っ
た
医
療
関
係
者
に
よ
っ
て
散
発
的
に
行
わ
れ
た
。
一
九
六
五
年
代

に
は
、
中
絶
に
反
対
す
る
「
い
の
ち
を
大
切
に
す
る
運
動
」
の
賛
同
者
に
よ
り
、
中
絶
胎
児
と
不
慮

死
者
を
供
養
す
る
目
的
で
「
子
育
て
い
の
ち
の
地
蔵
尊
」
が
建
立
さ
れ
、
一
般
の
人
び
と
を
対
象
と

し
た
供
養
を
開
始
し
た
。

一
九
七
一
年
に
な
る
と
、
同
運
動
の
賛
同
者
に
よ
り
、
水
子
供
養
専
門
寺
院
紫
雲
寺
が
創
建
さ
れ

た
。
同
寺
は
中
絶
胎
児
を
「
水
子
」
と
呼
び
、
そ
の
供
養
を
「
水
子
供
養
」
と
称
し
、
供
養
さ
れ
な

い
水
子
は
家
族
に
不
幸
を
及
ぼ
す
と
し
て
供
養
の
必
要
を
説
い
た
。
参
詣
者
の
個
別
供
養
に
応
じ
、

個
人
で
の
石
地
蔵
奉
納
も
推
奨
し
た
。
こ
の
供
養
の
在
り
方
は
、
医
療
の
進
歩
に
伴
い
胎
児
が
可
視

化
さ
れ
る
中
、胎
児
を
個
の
命
、我
が
子
と
認
識
し
始
め
た
人
び
と
の
意
識
と
も
合
致
す
る
も
の
だ
っ

た
。
ま
た
、
中
絶
全
盛
期
の
中
絶
は
、
そ
の
世
代
の
多
く
の
人
び
と
の
共
通
体
験
で
も
あ
り
、
水
子

は
不
幸
を
も
た
ら
す
共
通
項
で
も
あ
っ
た
。
胎
児
生
命
へ
の
視
点
の
芽
生
え
を
背
景
に
、
中
絶
・
胎

児
・
水
子
・
祟
り
が
結
び
つ
き
流
行
を
生
み
だ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
水
子
供
養
が
成
立
し
流
行
期

を
迎
え
る
時
代
は
、
一
九
七
三
年
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
一
九
八
〇
年
代
半
ば
の
バ
ブ
ル
期
開
始

ま
で
の
経
済
停
滞
期
と
い
わ
れ
た
お
よ
そ
一
〇
年
間
で
あ
っ
た
。

一
方
、
水
子
供
養
の
現
状
に
つ
い
て
、
仏
教
寺
院
各
宗
派
の
大
本
山
・
総
本
山
を
対
象
に
、
水
子

供
養
専
用
の
場
が
設
置
、
案
内
掲
示
が
あ
る
か
否
か
を
調
査
し
た
。
結
果
、
約
半
数
の
寺
院
境
内
に

供
養
の
場
が
設
置
さ
れ
て
い
る
か
掲
示
が
み
ら
れ
、明
示
さ
れ
な
い
寺
も
依
頼
に
応
じ
る
例
が
多
い
。

近
年
の
特
徴
と
し
て
、
中
絶
胎
児
の
み
な
ら
ず
流
産
・
死
産
・
新
生
児
死
亡
、
あ
る
い
は
不
妊
治
療

の
中
で
誕
生
に
至
ら
な
か
っ
た
子
ど
も
の
供
養
と
し
て
も
機
能
し
始
め
て
い
る
。
仏
教
寺
院
を
対
象

と
し
た
水
子
供
養
の
指
針
書
の
出
版
も
み
ら
れ
、
水
子
供
養
の
あ
る
べ
き
姿
や
そ
の
意
義
が
論
じ
ら

れ
て
い
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
水
子
、水
子
供
養
、水
子
地
蔵
尊
、胎
児
生
命
、人
工
妊
娠
中
絶
、産
科
医
療
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は
じ
め
に

現
在
、
多
く
の
宗
教
施
設
で
行
わ
れ
て
い
る
水
子
供
養
は
、
人
工
妊
娠
中
絶
に

よ
っ
て
失
わ
れ
た
胎
児
の
霊
魂
供
養
と
し
て
始
ま
っ
た
。
人
工
妊
娠
中
絶
（
以

後
、
中
絶
）
は
、
一
九
四
八
年
（
昭
和
二
三
）
の
優
生
保
護
法
制
定
に
伴
い
認
可
さ

れ
、
一
九
四
九
年
（
昭
和
二
四
）
に
、
認
可
の
条
件
に
経
済
的
理
由
が
追
加
さ
れ
、

一
九
五
二
年
（
昭
和
二
七
）
に
手
続
き
が
簡
略
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
出
産
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
の
手
段
と
し
て
多
く
の
人
び
と
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
一
九
五
五
年
（
昭
和

三
〇
）
に
は
、
届
出
中
絶
件
数
約
一
一
七
万
件
と
最
高
値
を
示
し
た
。
当
時
、
闇

の
中
絶
を
含
め
る
と
二
〇
〇
万
件
と
も
言
わ
れ
、
中
絶
天
国
ニ
ッ
ポ
ン
・
堕
胎
天
国

ニ
ッ
ポ
ン
と
称
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
多
く
の
胎
児
の
命
が
葬
ら
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
が
、
当
時
は
、
中

絶
体
験
者
自
身
に
よ
る
供
養
は
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
中
絶
胎
児

の
供
養
が
、「
水
子
供
養
」
と
称
さ
れ
て
一
般
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

一
九
七
〇
年
代
以
降
に
な
っ
て
か
ら
で
、
七
〇
年
代
半
ば
以
降
に
な
る
と
徐
々
に
広

が
り
を
み
せ
、
一
九
七
〇
年
代
末
か
ら
一
九
八
〇
年
半
ば
に
か
け
て
は
大
き
な
流
行

期
を
迎
え
た
。そ
し
て
、こ
れ
ら
水
子
供
養
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
時
期
に
供
養
を
行
っ

た
の
は
、
か
つ
て
の
中
絶
急
増
期
に
中
絶
体
験
を
持
っ
た
人
た
ち
で
あ
っ
た

）
1
（

。
す
な

わ
ち
、
自
身
の
中
絶
体
験
か
ら
一
〇
数
年
か
ら
二
〇
年
近
い
歳
月
を
経
た
後
に
、
か

つ
て
中
絶
し
た
胎
児
の
供
養
を
始
め
た
の
で
あ
る
。
水
子
供
養
は
、
一
九
八
〇
年
代

半
ば
過
ぎ
に
な
る
と
流
行
が
収
束
す
る
が
、
そ
の
後
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
多
く
の

宗
教
施
設
で
行
わ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
水
子
供
養
の
成
立
の
経
緯
と
現
在
の
供
養
の
状
況
に
つ
い
て
、
胎
児

や
胎
児
生
命
に
対
す
る
人
び
と
認
識
の
変
遷
と
の
関
わ
り
で
考
察
す
る
。
ま
ず
、
水

子
供
養
成
立
に
い
た
る
経
緯
に
注
目
し
、
後
の
中
絶
胎
児
の
供
養
に
影
響
を
与
え
た

と
考
え
ら
れ
る
主
要
な
寺
院
を
取
り
上
げ
、
供
養
成
立
に
至
る
ま
で
の
詳
細
を
明
ら

か
に
し
た
。
同
時
に
、
胎
児
・
胎
児
生
命
へ
の
視
点
の
芽
生
え
は
、
当
時
の
社
会
状

況
、
す
な
わ
ち
、
中
絶
を
め
ぐ
る
社
会
運
動
、
産
科
医
療
の
進
歩
、
メ
デ
ィ
ア
の
影

響
、
各
種
社
会
問
題
な
ど
の
影
響
も
見
逃
せ
な
い
た
め
、
そ
れ
ら
の
影
響
に
関
す
る

考
察
を
行
う
。

さ
ら
に
、水
子
供
養
の
現
状
を
知
る
た
め
に
仏
教
系
寺
院
の
実
地
調
査
を
行
っ
た
。

現
在
、多
く
の
寺
院
で
水
子
供
養
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
さ
れ
て
は
い
る
が
、

実
際
に
ど
の
程
度
ど
の
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
報
告
は
み
ら
れ

な
い
。
本
稿
で
は
、「
文
部
科
学
大
臣
所
轄
包
括
宗
教
法
人
一
覧

）
2
（

」
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
仏
教
系
寺
院
の
大
本
山
・
総
本
山
を
対
象
に
、
水
子
供
養
専
用
の
場
所
と
水
子

供
養
の
有
無
を
確
認
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
宗
派
の
大
本
山
・
総

本
山
で
行
わ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
末
寺
に
お
い
て
も
水
子
供
養
が
行
わ
れ

る
可
能
性
は
高
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
ほ
ぼ
半
数
の
寺
院
で
水
子

供
養
専
用
の
施
設
が
設
置
さ
れ
、
ま
た
「
水
子
供
養
」
の
掲
示
が
み
ら
れ
た
。
そ
の

よ
う
に
明
確
に
供
養
を
明
示
し
て
い
な
い
寺
院
に
お
い
て
も
、
依
頼
す
れ
ば
行
う
例

の
例
は
多
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
現
在
、
水
子
供
養
は
仏
教
系
寺
院
に
お
い
て

定
着
し
て
い
る
と
見
做
さ
れ
る
。

水
子
供
養
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
鳥
井
由
紀
子
に
よ
る
『
水
子
供
養
』
研
究
の

動
向
（
一
九
七
七-

一
九
九
四
）
と
『
水
子
供
養
』
関
連
文
献
目
録
―
第
１
群
：
研

究
論
文
・
評
論
・
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
等

）
3
（

」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
水
子
供
養
に
関
す
る

研
究
論
文
の
詳
細
な
文
献
目
録
で
、
現
在
の
水
子
供
養
研
究
の
基
本
的
な
論
文
の
目

録
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
高
橋
三
郎
は
、
水
子
供
養
の
先
行
研
究
を
以
下
の

よ
う
に
分
類
し
た
が

）
4
（

、
こ
れ
は
新
田
光
子
に
よ
る
分
類
を
基
本
に
し
た
も
の
と
も
い

え
）
5
（

、
今
日
の
水
子
供
養
研
究
の
概
要
を
示
し
て
い
る
。

第
一
は
、「
水
子
供
養
」
の
宗
教
的
意
味
を
学
問
的
に
考
察
し
た
も
の
で
、
高
橋

ら
が
行
っ
た
研
究
も
こ
れ
に
属
す
る
。
髙
橋
ら
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
統
計
学
、

心
理
学
、
宗
教
学
、
社
会
学
な
ど
多
様
な
研
究
者
が
各
々
の
専
門
的
視
点
か
ら
水
子
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供
養
を
分
析
し
た
。高
橋
は
、水
子
供
養
は
一
見
す
る
と
多
く
の
問
題
を
含
ん
だ
テ
ー

マ
に
み
え
る
が
研
究
対
象
と
し
て
取
り
組
む
と
解
釈
の
幅
が
見
え
て
し
ま
う
、
と
新

し
い
視
点
に
苦
慮
し
た
こ
と
も
記
し
て
い
る

）
6
（

。
ほ
か
に
実
証
的
な
研
究
と
し
て
は
、

新
田
光
子
に
よ
る
宗
教
教
団
を
対
象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
詳
細
な
分
析
が
あ

る
）
7
（

。
ま
た
、
星
野
智
子
に
は
、
水
子
供
養
を
行
う
女
性
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
寺
院

で
の
参
与
観
察
な
ど
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
基
づ
い
た
研
究

）
8
（

が
み
ら
れ
る
。
小
野

泰
博
は
、
共
同
祈
願
な
ど
の
仏
教
的
な
行
事
と
水
子
供
養
を
対
比
さ
せ
現
代
社
会
に

お
け
る
水
子
供
養
の
意
味
を
探
っ
た

）
9
（

。

第
二
は
、
宗
教
関
係
者
の
著
述
に
よ
る
も
の
が
中
心
で
、「
水
子
供
養
」
に
対
す

る
宗
教
団
体
の
見
解
、
あ
る
い
は
「
水
子
供
養
」
を
承
認
す
る
宗
教
団
体
に
対
す
る

批
判
な
ど
を
含
む
論
考
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
の
論
考

も
含
ま
れ
る
。
こ
こ
に
属
す
る
も
の
に
は
、
宗
教
者
が
水
子
供
養
の
意
味
を
記
し
た

本
な
ど
も
多
い
。
生
長
の
家
や
水
子
供
養
専
門
寺
院
紫
雲
山
地
蔵
寺
は
そ
の
代
表
で

あ
ろ
う

）
10
（

。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
は
溝
口
明
代

）
11
（

等
に
よ
る
論
考
で
、
優
生
保

護
法
や
中
絶
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
特
徴
で
も
あ
る
。

第
三
は
、「
水
子
供
養
」
を
社
会
学
的
な
枠
組
み
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
研
究
で

あ
る
。
日
本
人
の
罪
悪
感
、
豊
か
な
社
会
に
お
け
る
不
安
な
ど
社
会
心
理
と
の
関
連

で
論
じ
ら
れ
、
高
橋
は
、「
水
子
供
養
」
ブ
ー
ム
に
関
し
て
評
論
的
な
著
述
が
多
い

と
記
し
て
い
る
。
森
栗
茂
一
は
、
週
刊
誌
記
事
の
分
析
や
絵
馬
調
査
を
資
料
と
し
て

水
子
供
養
と
女
性
の
関
わ
り
を
論
じ
た

）
12
（

。

こ
の
ほ
か
、
外
国
人
研
究
者
に
よ
る
論
考
と
し
て
代
表
的
な
も
の
は
、
R
．J
．ツ

ヴ
ィ
・
ヴ
ィ
ル
ブ
ロ
ウ
ス
キ
ー

）
13
（

、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
R
・
ラ
フ
ル
ー
ア

）
14
（

に
よ
る
も
の
で
、

日
本
人
の
中
絶
に
対
す
る
考
え
方
や
仏
教
的
な
思
考
の
も
と
に
成
立
し
た
水
子
供
養

に
注
目
し
、
歴
史
的
・
文
化
的
な
特
質
を
通
し
て
水
子
供
養
を
分
析
す
る
と
共
に
、

水
子
供
養
が
受
容
さ
れ
る
日
本
社
会
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

❶「
水
子
供
養
」以
前
の
胎
児
供
養

（
1
）供
養
さ
れ
な
い
子
ど
も
―
堕
胎
・
間
引
き

一
八
八
〇
年
（
明
治
一
三
）、
堕
胎
罪
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
堕
胎
は
処
罰

の
対
象
と
な
っ
た
。
ま
た
、
出
生
後
に
行
わ
れ
る
「
間
引
き
」
は
、
明
治
時
代
以
降
、

公
に
は
「
嬰
児
殺
し
」
と
称
す
る
傾
向
が
強
く
な
る
。
一
方
、
民
間
に
お
い
て
は
、

堕
胎
や
間
引
き
の
方
法
は
密
か
に
伝
承
さ
れ
て
お
り
、
近
代
化
の
中
で
徐
々
に
減
少

し
た
と
は
い
え
自
宅
分
娩
時
代
を
通
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
証

と
し
て
、
嬰
児
殺
し
の
新
聞
記
事
の
記
述
に
は
、
昭
和
三
〇
年
前
後
に
至
る
ま
で
殺

害
方
法
や
遺
体
の
処
置
が
、
間
引
き
と
類
似
し
た
例
が
少
な
く
な
い

）
15
（

。

千
葉
・
大
津
に
よ
れ
ば
、「
間
引
き
」
が
行
わ
れ
た
時
代
は
、
子
ど
も
の
両
親
が
、

生
ま
れ
た
赤
ん
坊
に
独
占
的
な
生
殺
与
奪
権
を
振
る
う
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
近
隣

の
人
々
も
そ
れ
を
認
め
る
共
通
の
理
解
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
時
代
で

あ
っ
て
も
子
ど
も
に
名
が
付
け
ら
れ
、
親
族
が
誕
生
を
看
ま
い
、
子
ど
も
に
産
着
を

着
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
段
階
に
な
る
と
、
す
で
に
両
親
の
子
ど
も
に
対
す
る
生
殺
与

奪
の
権
限
が
縮
小
し
始
め
る
。
そ
う
な
る
と
子
ど
も
に
対
し
て
生
殺
与
奪
権
を
行
使

す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
な
く
な
る

）
16
（

と
論
じ
た
。

間
引
き
は
、
産
室
内
に
お
い
て
母
親
や
産
婆
な
ど
、
分
娩
直
後
に
傍
に
い
る
者
に

よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
つ
ま
り
、
直
接
手
を
下
す
の
は
母
親
や
産
婆
な
ど

女
性
な
の
だ
が
、そ
れ
ら
女
性
の
み
の
意
思
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、

そ
の
背
景
に
は
、
家
や
舅
や
夫
な
ど
家
族
の
意
思
が
強
く
働
い
て
い
る
。
家
や
家
族

の
状
況
を
背
景
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
関
す
る
例
と
し
て
、

安
藤
紫
香
が
報
告
し
た
奥
会
津
の
間
引
き
の
事
例
が
あ
る
。
兄
弟
姉
妹
の
間
隔
を
あ

け
る
た
め
の
も
の
を
マ
ビ
キ
と
呼
び
、
そ
れ
以
降
は
子
ど
も
が
い
ら
な
い
と
い
う
場

合
に
は
オ
シ
カ
エ
シ
と
呼
ぶ
と
、
呼
称
に
よ
っ
て
も
明
確
な
相
違
が
み
ら
れ
、
ま
た
、
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出
産
時
の
親
の
年
齢
と
子
ど
も
の
誕
生
年
や
出
生
児
の
性
別
と
親
と
の
相
性
を
理
由

に
す
る
な
ど
、
あ
る
一
定
の
条
件
下
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
）
17
（

。
宮
城
県
に
お
い
て
は
、
昭
和
四
〇
年
前
後
ま
で
お
こ
な
わ
れ
た
自
宅
分
娩
時
代

に
出
産
介
助
に
携
わ
っ
た
産
婆
や
助
産
婦
た
ち
か
ら
の
聞
き
取
り
調
査
に
お
い
て
、

出
生
時
に
明
ら
か
な
身
体
的
障
害
を
持
つ
子
ど
も
を
「
死
産
と
し
た
」「
死
産
と
す

る
」
例
が
語
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。「
死
産
と
し
た
」「
死
産
と
す
る
」
と
は
、

「
死
産
で
あ
っ
た
と
み
な
す
」
こ
と
で
あ
り
、
具
体
的
な
例
で
は
「
産
声
を
上
げ
な

い
う
ち
に
さ
っ
と
近
く
の
布
で
包
ん
で
置
い
て
お
く
」の
だ
と
い
う
。「
死
産
に
す
る
」

理
由
は
、
将
来
「
一
人
前
」
と
し
て
自
立
し
た
生
活
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
場
合
、
将
来
に
わ
た
り
そ
の
家
の
負
担
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
た
場
合
な
ど

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
死
産
」
は
、
特
に
戦
時
中
の
「
産
め
よ
、
殖
や
せ
よ
」
の
時

代
に
お
い
て
は
、
嬰
児
殺
し
を
疑
わ
れ
て
産
婆
が
警
察
の
事
情
聴
取
を
受
け
る
こ
と

が
あ
っ
た
が
、
身
体
的
障
害
に
よ
る
こ
と
を
告
げ
る
と
深
く
追
及
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
事
例
か
ら
は
、
命
の
芽
生
え
は
等
し
く
と
も
、
家
や
家
族
の
状
況
あ

る
い
は
時
代
の
価
値
観
に
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
子
ど
も
の
命
が
選
び
取
ら
れ
て
来

た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

）
18
（

。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
命
の
選
択
は
、
善
悪
の
価
値
観
を
超

え
た
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
千
葉
・
大
津
は
、
間
引
き
と
人
工
妊
娠
中
絶
に
関
し
て
「
経
済
的
理
由

を
根
拠
に
公
然
た
る
妊
娠
中
絶
が
認
め
ら
れ
る
現
代
と
、
非
常
事
態
の
も
と
、
こ
の

子
を
間
引
か
ね
ば
一
家
が
死
に
瀕
す
る
が
故
に
こ
っ
そ
り
間
引
き
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
以
前
の
時
代
と
、
ど
ち
ら
が
子
ど
も
の
生
命
、
ま
た
霊
魂
を
真
剣
に
考

え
て
い
た
か

）
19
（

」
と
述
べ
、
水
子
供
養
の
盛
行
は
「
子
ど
も
の
霊
魂
を
『
オ
カ
エ
シ
』

し
な
が
ら
、
そ
の
再
生
を
願
っ
て
賽
の
河
原
に
地
蔵
尊
を
建
て
た
先
人
の
心
意
が
、

現
代
人
の
深
層
に
い
ま
だ
に
残
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る

）
20
（

」
と
論
じ
た
。
間
引
き
は
子

ど
も
の
魂
を
も
と
い
た
世
界
に
返
す
こ
と
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
人
び
と
の
心
情

が
、
中
絶
を
行
う
現
代
人
の
意
識
の
深
層
に
も
残
存
し
て
い
る
と
い
う
の
だ
。

一
方
、
柳
田
国
男
は
、
茨
城
県
北
相
馬
郡
布
川
町
で
の
体
験
を
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
る
。「
ど
の
家
も
ツ
ワ
イ
・
キ
ン
ダ
ー
・
シ
ス
テ
ム
（
二
児
制
）
で
一
軒
の
家
に

は
男
児
と
女
児
、
も
し
く
は
女
児
と
男
児
の
二
人
づ
つ
し
か
い
な
い
と
い
ふ
こ
と
で

あ
っ
た
。
私
が
『
八
人
兄
弟
だ
』
と
い
ふ
と
『
ど
う
す
る
つ
も
り
だ
』
と
町
の
人
々

が
目
を
ま
る
く
す
る
ほ
ど
で
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
採
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
事
情
は

子
供
心
な
が
ら
に
私
も
理
解
で
き
た
の
で
あ
る
。
あ
の
地
方
は
ひ
ど
い
飢
饉
に
襲
は

れ
た
所
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
れ
は
今
行
は
れ
て
ゐ
る
や
う
な
人
工
妊
娠
中
絶
の
方

式
で
は
な
く
、
も
っ
と
露
骨
な
方
式
が
採
ら
れ
て
来
た
わ
け
で
あ
る
。（
中
略
）
長

兄
の
所
に
も
よ
く
死
亡
診
断
書
の
作
製
を
依
頼
に
町
民
が
訪
れ
た
と
い
ふ
こ
と
を
聞

か
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
兄
は
多
く
の
場
合
拒
絶
し
て
い
た
や
う
で
あ
る

）
21
（

と
、

地
域
公
認
の
上
で
「
露
骨
な
方
法
」
す
な
わ
ち
間
引
き
や
堕
胎
が
行
わ
れ
子
ど
も
の

数
が
制
限
さ
れ
て
い
た
事
実
を
記
述
し
て
い
る
。

堕
胎
・
間
引
き
に
対
し
て
は
、
罪
悪
感
が
希
薄
で
あ
っ
た
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
子
ど
も
を
殺
す
こ
と
と
は
考
え
ず
に
子
ど
も
の
魂
を
生
ま
れ
る
前
の
世
界

に
戻
す
だ
け
で
あ
る
と
す
る
感
覚
で
あ
る
。
堕
胎
や
間
引
き
を
「
殺
す
こ
と
で
は
な

い
」
と
す
る
感
覚
や
産
婆
・
助
産
婦
の
い
う
「
死
産
と
す
る
」
と
い
う
意
識
に
は
、

共
に
人
の
命
を
奪
う
こ
と
、
命
を
絶
つ
こ
と
で
は
な
い
と
の
感
覚
が
読
み
取
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
感
覚
や
認
識
は
、
出
産
介
助
の
在
り
方
や
出
生
後
に
み
ら
れ
る
産
ま
れ

て
い
る
が
息
を
し
始
め
る
以
前
の
わ
ず
か
な
時
間
の
存
在
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
。

か
つ
て
の
自
宅
分
娩
時
代
に
は
、
臍
帯
切
断
の
方
法
に
は
二
通
り
み
ら
れ
た
。
子

ど
も
が
娩
出
し
た
後
、
臍
帯
の
拍
動
が
止
ま
っ
て
か
ら
切
る
方
法
と
拍
動
が
止
ま
る

以
前
に
切
る
方
法
で
あ
る
。
現
在
は
、
拍
動
停
止
前
に
臍
帯
を
切
断
す
る
が
、
こ
れ

は
速
や
か
に
肺
呼
吸
に
移
行
さ
せ
る
た
め
で
も
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
自
宅
分
娩
時

代
に
行
わ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
拍
動
停
止
後
の
切
断
は
古
い
方
法
で
あ
る
と
さ
れ

る
）
22
（

。肺
胞
に
空
気
が
入
り
、
肺
呼
吸
が
始
ま
っ
た
瞬
間
に
発
せ
ら
れ
る
の
が
産
声
で
あ

り
、
そ
れ
は
息
を
し
て
生
き
始
め
た
こ
と
を
示
す
。
自
宅
分
娩
に
お
い
て
、
速
や
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か
に
臍
帯
切
断
が
行
わ
れ
な
い
場
合
、
産
声
が
発
せ
ら
れ
る
ま
で
の
少
し
の
時
間
は

生
き
て
生
ま
れ
た
と
も
死
ん
で
生
ま
れ
た
と
も
解
釈
可
能
な
わ
ず
か
な
時
間
で
も
あ

る
。
息
を
す
る
こ
と
が
生
き
て
い
る
証
と
み
な
す
な
ら
、
呼
吸
開
始
以
前
は
、
生
れ

て
は
い
る
が
ま
だ
生
き
始
め
て
い
な
い
わ
ず
か
な
時
間
で
あ
り
「
殺
す
こ
と
で
は
な

い
」
と
解
釈
可
能
な
時
間
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
臍
帯
切
断
に
よ
っ
て
母
体
か
ら
切
り

離
さ
れ
一
人
の
人
間
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
「
人
」
と
し
て
の
認
識
は
希

薄
で
も
あ
ろ
う
。

一
般
的
な
間
引
き
の
方
法
は
、
出
産
直
後
の
赤
ん
坊
の
鼻
口
を
塞
ぐ
も
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
産
声
以
前
に
行
わ
れ
る
。
呼
吸
開
始
以
前
に
行
わ
れ

る
間
引
き
が
、「
殺
す
こ
と
で
は
な
い
」「
魂
を
返
す
こ
と
」
と
見
做
さ
れ
る
の
も
こ

の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
示
す
よ
う
に
、各
地
の
事
例
に「
産

声
を
上
げ
た
ら
間
引
か
な
い
」
と
い
う
例
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
呼
吸
し
生

き
始
め
た
ら
間
引
き
の
対
象
と
は
し
な
い
と
い
う
一
定
の
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
こ
と
を

推
測
さ
せ
る

）
23
（

。
宮
城
県
内
を
対
象
に
明
治
か
ら
昭
和
に
至
る
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
嬰

児
殺
し
の
記
事
を
見
る
と
、
戦
後
ま
で
間
引
き
と
同
様
の
方
法
で
行
わ
れ
た
嬰
児
殺

し
や
遺
胎
の
処
置
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
、
人
び
と
に
子
ど
も
の
数
を
制
限
し
た
い

と
の
欲
求
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る

）
24
（

。

こ
れ
ら
堕
胎
や
間
引
き
の
対
象
と
な
っ
た
子
ど
も
に
対
し
て
は
、
言
う
ま
で
も
な

い
が
葬
送
儀
礼
が
執
り
行
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
胞
衣
と
同
様
に
扱
わ
れ
る
傾
向

が
み
ら
れ
る

）
25
（

。

（
2
）近
世
の
水
子
塚

水
子
供
養
の
起
源
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
が
、
東
京
都
墨
田
区
両
国
の
回

向
院
境
内
の
水
子
塚
で
あ
る
。松
平
定
信
の
命
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、

そ
の
根
拠
と
し
て
、水
子
塚
と
刻
ま
れ
た
墓
石
の
側
面
に
刻
ま
れ
た
建
立
の
経
緯
と
、

定
信
の
自
叙
伝
『
宇
下
人
言
』
の
記
述
に
あ
る
、「
の
ち
の
ち
お
も
ひ
あ
た
り
て
よ

ろ
こ
び
侍
ら
ん
は
、
予
が
は
か
ら
ひ
し
う
ち
に
も
、
深
川
本
所
の
水
塚
、
こ
の
社
倉

の
米
穀
、
町
々
の
火
除
地
な
ん
ど

は
、
時
々
思
ひ
あ
た
る
こ
と
あ
る

べ
し
」
の
中
に
あ
る
「
水
塚
」
が
、

こ
の
水
子
塚
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ

と
に
よ
る

）
26
（

。〈
写
真
１
〉

水
子
塚
は
、
台
座
に
の
る
縦
型

の
竿
石
で
石
正
面
に
は
「
水
子

塚
」
と
刻
ま
れ
、
そ
の
左
側
面

に
「
寛
政
五
癸
丑
年
五
月
廿
八
日　

國
豊
山
回
向
院
十
二
世　

見
蓮
社

在
譽
巌
龍
建
」
と
、
回
向
院
十
二

世
住
職
が
建
立
し
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
右
側
側
面
に
は
「
堕

写真１　水子塚

胎
死
胎
夭
殤
之
霊
埋
瘞
於
此
凡
一
萬
人
寛
政
五
年
癸
丑
五
月
建
修
法
要
薦
福
幽
魂
募

以
百
八
念
珠
點
窠
之
圖
使
緇
素
唱
寶
號
隨
乎
根
機
十
念
百
念
或
千
萬
念
彩
填
一
顆
以

為
功
徳
竟
以
圖
勒
石
墳
土
日
夭
亡
塚
永
世
以
夭
亡
骸
●
於
此
等
令
幽
魂
潤
乎
法
澤
云

爾
」
と
刻
ま
れ
、
堕
胎
児
の
供
養
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
台
座
の
石
に
は
、「
稲

葉
氏
先
祖
代
々
一
切
精
霊
、
本
相
常
源
菴
主
根
室
貞
大
姉
、
川
島
氏
先
祖
代
々
一
切

精
霊
、
昴
應
浄
心
有
無
両
縁
諸
精
霊
、
村
上
氏
先
祖
代
々
一
切
精
霊
、
賞
智
道
運
信

士
見
阿
妙
鏡
信
女
、
稲
田
氏
先
祖
代
々
一
切
精
霊
、
後
藤
氏
先
祖
代
々
一
切
精
霊
、

法
音
院
樂
譽
妙
全
大
姉 

遠
州
南
蔦
村
川
嶋
氏
俗
名
た
ま　

本
珠
艶
光
大
姉
眞
法
信

士
、法
西
靈
九
月
十
四
日
精
霊
、鳥
羽
村
六
月
初
三
日
精
霊
、於
カ
ン
於
イ
ワ
於
ヨ
キ
、

俗
名 

於
サ
ン
於
ユ
ワ
万
吉
於
ト
ヨ　

於
千
代
於
シ
ナ
佐
七　

釋
惠
近
、
水
子
二
靈
」

と
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
名
前
に
つ
い
て
大
森
志
郎
は
、
水
子
塚
建
立
時
に
浄

財
を
寄
附
し
た
者
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
た

）
27
（

。
水
子
塚
の
台
座
に
は
、
家
の
精
霊
や
個

人
の
霊
と
共
に
「
水
子
二
霊
」
と
記
さ
れ
、
子
ど
も
の
供
養
も
行
わ
れ
た
こ
と
を
示

す
が
、
当
時
こ
の
よ
う
な
供
養
の
在
り
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
。
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回
向
院
で
、
現
在
の
水
子
供
養
と
水
子
塚
に
つ
い
て
伺
う
と
、
水
子
塚
は
「
ミ
ズ

コ
ヅ
カ
」
と
称
す
る
が
、
毎
月
営
ま
れ
る
水
子
供
養
の
際
に
は
、
僧
侶
は
「
ミ
ズ
コ

ヅ
カ
の
ス
イ
シ
た
ち
」
と
唱
え
る
と
い
う
。
現
在
、
定
期
的
に
行
わ
れ
て
い
る
水
子

供
養
は
、
水
子
供
養
が
一
般
化
し
て
以
降
の
こ
と
で
、
水
子
塚
建
立
以
降
継
続
的
に

行
わ
れ
て
来
た
も
の
で
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

ス
イ
シ
は
子
ど
も
に
授
与
さ
れ
る
戒
名
の
呼
称
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
ミ

ズ
コ
の
呼
び
方
が
い
つ
頃
か
ら
の
も
の
で
あ
る
か
検
討
す
る
必
要
も
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
回
向
院
の
水
子
塚
は
、
水
子
供
養
の
起
源
と
し
て
直
接
結
び
つ

け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
現
在
、
水
子
塚
の
周
囲
に
は
、
石
地
蔵
や
風
車
付
の

塔
婆
が
個
人
に
よ
っ
て
奉
納
さ
れ
、
個
別
の
供
養
に
対
応
す
る
と
共
に
、
月
一
回
行

わ
れ
る
定
期
的
な
水
子
供
養
も
行
わ
れ
、
時
を
隔
て
て
水
子
供
養
の
場
と
し
て
機
能

す
る
よ
う
に
な
っ
た

）
28
（

。
水
子
供
養
が
一
般
化
す
る
以
前
は
、
堕
胎
や
間
引
き
に
よ
り

誕
生
を
阻
ま
れ
た
子
ど
も
は
、
一
般
に
は
、
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
供

養
の
対
象
と
も
さ
れ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。

❷
人
工
妊
娠
中
絶
と
胎
児
供
養
―
そ
の
担
い
手
の
視
点
か
ら

一
九
四
八
年
（
昭
和
二
三
）
の
優
生
保
護
法
制
定
に
よ
り
人
工
妊
娠
中
絶
が
認
可

さ
れ
、
翌
四
九
年
（
昭
和
二
四
）
に
は
、
中
絶
認
可
の
条
件
に
経
済
的
理
由
が
追
加

さ
れ
、
五
二
年
（
昭
和
二
七
）
に
手
続
き
が
簡
略
化
さ
れ
た
。
認
可
以
降
の
中
絶
手

術
の
届
け
出
件
数
の
急
増
は
、
人
び
と
の
間
に
子
ど
も
の
数
を
制
限
し
た
い
と
い
う

欲
求
が
強
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。

筆
者
が
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
自
宅
分
娩
時
代
の
出
産
に
関
す
る
聞
き
取
り
調
査

に
お
い
て
も
、
中
絶
急
増
時
代
の
中
絶
体
験
が
語
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
な

か
で
も
中
絶
す
る
こ
と
を
「
と
っ
て
も
ら
う
」「
と
っ
て
も
ら
っ
た
」
と
の
表
現
や
、

「
一
回
と
っ
て
も
ら
っ
た
」「
二
回
と
っ
て
も
ら
っ
た
」
な
ど
、
手
術
や
そ
の
回
数
に

つ
い
て
も
あ
っ
け
ら
か
ん
と
語
ら
れ
、
我
が
子
の
命
を
中
断
し
た
と
い
う
罪
の
意
識

な
ど
は
微
塵
も
感
じ
ら
れ
な
い
例
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
不
必
要
な
デ
キ
モ
ノ
を

取
り
去
っ
た
と
い
う
感
覚
で
あ
り
、
胎
児
生
命
へ
の
認
識
は
認
め
難
い
。

戦
後
の
急
激
な
人
口
増
加
を
抑
制
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
認
可
さ
れ
た
中
絶

は
、
子
ど
も
の
数
を
少
な
く
す
る
こ
と
が
豊
か
な
生
活
を
実
現
す
る
と
し
て
推
奨
さ

れ
、
人
び
と
は
中
絶
を
抵
抗
な
く
受
け
入
れ
た
。
当
初
の
想
定
を
は
る
か
に
超
え
て

急
増
し
た
中
絶
に
対
し
、
国
は
妊
娠
防
止
す
る
避
妊
へ
と
方
針
を
転
換
す
る
。
国
立

人
口
問
題
研
究
所
で
は
、
全
国
に
受
胎
調
節
モ
デ
ル
村
を
設
置
し
避
妊
指
導
を
実
施

し
、
成
果
を
確
認
し
て
全
国
的
な
指
導
を
展
開
し
た

）
29
（

。
保
健
婦
や
助
産
婦
は
、
受
胎

調
節
実
地
指
導
員
の
資
格
を
取
得
し
、
一
九
五
二
年
（
昭
和
二
七
）
以
降
、
受
胎
調

節
実
地
指
導
を
開
始
し
て
行
っ
た
。
地
域
単
位
や
国
鉄
、
日
通
、
新
日
鉄
な
ど
企
業

単
位
の
き
め
細
か
い
指
導
が
行
わ
れ
た
。

毎
日
新
聞
社
に
よ
る
「
全
国
家
族
計
画
世
論
調
査
」
に
お
い
て
、一
九
六
五
年
（
昭

和
四
〇
）
の
避
妊
実
行
率
は
五
五
・
五
％
と
な
っ
た
。
こ
の
時
期
を
境
に
一
般
に
も

「
子
ど
も
は
つ
く
る
も
の
」
と
な
り
、
望
ん
だ
時
期
に
望
ん
だ
数
の
子
ど
も
の
誕
生

が
可
能
に
な
っ
た
。

こ
こ
で
は
、「
水
子
供
養
」
以
前
の
中
絶
胎
児
の
供
養
に
つ
い
て
報
告
す
る
。
表

1
は
、
現
在
ま
で
に
明
ら
か
に
な
っ
た
中
絶
胎
児
の
供
養
の
年
代
、
名
称
、
主
催
者

を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
絶
手
術
を
担
当
し
た
産

科
医
、
手
術
の
現
場
を
知
る
助
産
婦
、
中
絶
胎
児
の
遺
胎
の
処
置
を
任
さ
れ
た
胞
衣

業
者
、
さ
ら
に
宗
教
者
な
ど
が
供
養
執
行
の
主
体
で
、
散
発
的
で
は
あ
る
が
各
地
で

行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

中
絶
手
術
の
現
場
に
あ
っ
て
、
中
絶
胎
児
の
命
を
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
立
場
の

人
び
と
に
よ
っ
て
供
養
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、中
絶
胎
児
を
「
水
児
」

「
胎
水
児
」
な
ど
と
呼
び
、
そ
の
供
養
を
「
胎
児
葬
」「
死
産
胎
児
供
養
」「
人
工
中

絶
未
成
児
慰
霊
祭
」「
未
成
児
慰
霊
祭
」
な
ど
、
団
体
ご
と
に
多
様
な
名
称
で
使
わ

れ
て
い
た
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
。
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年　代 名称・場所 主催
1951 年（昭 26）堕胎児の慰霊祭：総持寺（神奈川県鶴見区） * 森山豊他 200 余名産科医
1952 年（昭 27）死産胎児供養・水児・水胎児 日本慈恵協会（胞衣業者）
1953 ～ 1960 水子供養第 1 ～ 8 回：増上寺（東京都港区） 法悦協会（母性保護医協会）
1955（昭 30） 胎児葬 * 東法協会（胞衣会社）
1957（昭 32） 愛護地蔵建立：東京都千束 **（個人建立）
1959（昭 34） 人工中絶未成児慰霊祭：久昌寺（岩手県盛岡市） 岩手県助産婦会、盛岡市、婦人会連合
1960（昭 35） 未成児慰霊祭：長源寺（山形県山形市） 山形県助産婦会
1961（昭 36） 水子地蔵尊建立・供養祭（宮城県大崎市鳴子） 鳴子熱帯植物園（観光業者）
1965（昭 40） 子育ていのちの地蔵尊建立・供養祭：清源寺（東京都） 子育ていのちの地蔵建立発起人会
1967（昭 42） 初地蔵供養：清源寺（1 月） 清源寺、子育ていのちの地蔵尊奉賛会
1967（昭 42） 全国流産児無縁霊供養塔：宇治別格本山（京都府宇治市）生長の家
1971（昭 46） 紫雲山地蔵寺・水子地蔵尊建立・供養祭（埼玉県秩父郡） 紫雲荘橋本徹馬

※　昭和 43 ～ 46 年の間に清源寺で「水子供養」として開始（清源寺「地蔵盆案内葉書」開催日時「8 月 24 日」「清源寺・子育
ていのちの地蔵奉賛会主催」

* 印は荻野美穂 2008『家族計画への道』、** 印は清水邦彦 1994「昭和四五年以前からの水子供養」『西郊民俗』148 より
*・** 印以外は、鈴木由利子 2009「水子供養に見る生命観の変遷」『女性と経験』34 による

表1　「水子供養」以前の中絶胎児供養

（
1
）胎
盤
処
理
業
者
に
よ
る
供
養　

一
九
六
一
年
（
昭
和
三
六
）
発
行
『
婦
人
公
論
』
の
「
特
集
・
堕
胎
天
国
ニ
ッ
ポ

ン
」
に
は
、「
死
産
児
処
理
業
者
と
し
て
の
私
」
と
題
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
）
30
（

。
記
事
の
内
容
は
、
一
九
五
二
年
（
昭
和
二
七
）
に
設
立
し
、
中
絶
胎
児
の
遺
胎

処
置
一
切
を
行
っ
た
「
日
本
慈
恵
協
会
」
に
関
す
る
も
の
で
、
設
立
理
由
等
に
つ
い

て
設
立
者
で
会
長
の
竹
中
和
代
が
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
中
絶
認

可
以
後
、
死
産
胎
児
の
遺
胎
の
遺
棄
が
多
い
こ
と
に
心
を
痛
め
、
葬
り
手
の
な
い
中

絶
胎
児
の
遺
胎
を
引
き
取
り
、
役
所
の
手
続
き
・
火
葬
・
遺
骨
の
埋
葬
な
ど
、
一
切

の
手
続
き
の
代
行
を
請
け
負
う
会
社
を
設
立
し
た
。
東
京
内
約
八
〇
〇
の
産
婦
人
科

病
院
と
提
携
し
て
、
中
絶
さ
れ
た
妊
娠
四
ヵ
月
以
上
の
胎
児
の
遺
胎
を
引
き
取
り
火

葬
し
た
後
に
、
雑
司
ケ
谷
の
法
明
寺
境
内
に
あ
る
納
骨
堂
に
埋
葬
す
る
シ
ス
テ
ム
を

開
始
し
た
。
春
秋
の
彼
岸
に
は
、
中
絶
胎
児
を
「
水
児
」「
胎
水
児
」
と
称
し
て
霊

魂
を
弔
う
た
め
の
「
死
産
胎
児
供
養
」
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

荻
野
美
穂
は
、
中
絶
遺
胎
の
供
養
を
行
な
う
胞
衣
会
社
の
団
体
東
法
協
会
が
東
京

都
北
区
王
子
正
受
院
に
お
い
て
、
一
九
五
五
年
（
昭
和
三
〇
）
か
ら
始
め
た
「
胎
児

葬
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
報
告
し
、こ
れ
を
水
子
供
養
の
発
端
と
し
て
い
る

）
31
（

。
し
か
し
、

竹
中
に
よ
る
供
養
は
こ
れ
よ
り
早
い
時
期
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
供
養
の
起
源
に
関
し

て
は
、
今
後
も
資
料
発
掘
に
伴
っ
て
変
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

竹
中
の
記
述
を
も
と
に
、
中
絶
と
中
絶
胎
児
の
遺
胎
処
置
に
関
し
て
関
係
す
る
法

律
を
み
る
と
、
一
九
四
八
年
（
昭
和
二
三
）
に
優
生
保
護
法
制
定
（
九
月
施
行
）
に

伴
い
人
工
妊
娠
中
絶
が
認
可
さ
れ
た
が
、
同
年
に
は
「
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法

律
」
が
、
す
で
に
機
能
し
て
お
り
（
一
九
四
八
年
六
月
施
行
）、「
妊
娠
四
箇
月
以
上

の
死
胎
は
埋
葬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
時
代
、
中
絶
手
術
の
可
能
な
時
期
に
関
し
て
具
体
的
な
妊
娠
月
数
の
規
定
は

な
く
、「
胎
児
が
母
体
外
で
そ
の
生
命
を
保
続
で
き
な
い
時
期
」
と
さ
れ
る
の
み
で
、

概
ね
八
か
月
ま
で
と
の
認
識
で
行
わ
れ
妊
娠
後
期
の
中
絶
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
一

方
、
中
絶
胎
児
で
あ
っ
て
も
妊
娠
四
カ
月
以
上
の
場
合
、
埋
葬
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
そ
の
た
め
に
は
死
産
証
明
書
や
埋
葬
許
可
証
が
必
要
で
あ
っ
た
。
当
初
、
病
院

で
は
、
そ
れ
ら
埋
葬
が
必
要
な
遺
胎
を
書
類
と
共
に
本
人
に
引
き
取
っ
て
も
ら
っ
て

い
た
が
、
そ
れ
ら
の
遺
胎
は
、
正
式
に
埋
葬
さ
れ
る
は
ず
も
な
く
遺
棄
さ
れ
る
こ
と



164

国立歴史民俗博物館研究報告
第 205集　2017年 3月

が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
筆
者
の
調
査
に
お
い
て
も
、宮
城
県
内
の
あ
る
病
院
で
は
、

妊
娠
四
カ
月
以
上
の
中
絶
胎
児
の
遺
胎
は
、
小
さ
な
箱
に
入
れ
て
中
絶
し
た
本
人
に

渡
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
そ
の
当
時
、
仙
台
市
内
の
人
目
に
つ
く
よ
う
な
場
所
で
も
、

遺
棄
さ
れ
た
遺
胎
を
目
に
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
憶
す
る
助
産
婦
た
ち
も
い

る
。
中
絶
し
た
遺
胎
が
病
院
を
通
じ
て
埋
葬
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
が
整
備
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
頃
の
こ
の
よ
う
な
状
況
が
、
手
続
き
の
一
切
を
引
き
受
け
火
葬
や
埋
葬
を
代

行
す
る
業
者
の
設
立
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。

胞
衣
業
者
は
、
産
褥
汚
物
と
も
称
さ
れ
る
「
胎
盤
及
び
そ
の
附
属
物
」
の
処
理
を

行
な
う
業
者
で
あ
る
が
、
妊
娠
四
カ
月
に
満
た
な
い
胎
児
を
胞
衣
同
様
に
処
置
す
る

こ
と
自
体
は
法
的
に
問
題
と
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
た
と
え
妊
娠
四

カ
月
以
上
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
満
た
な
い
と
し
て
処
置
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
そ

れ
が
供
養
を
始
め
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
が
、
胞
衣
業
者
に

よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
中
絶
胎
児
の
供
養
で
あ
る
。

（
2
）産
科
医
に
よ
る
供
養

中
絶
認
可
当
初
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
中
絶
可
能
時
期
に
つ
い
て
の
明
確
な
月
数

の
規
定
が
な
か
っ
た
た
め
、
妊
娠
後
期
の
中
絶
も
み
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
中
絶
手

術
後
娩
出
し
た
胎
児
が
、
産
声
を
上
げ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
と

い
う
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
助
産
婦
な
ど
が
濡
れ
た
ガ
ー
ゼ
を
胎
児
の
顔
に
被
せ
る

と
い
う
役
割
を
担
っ
た
。

当
時
の
産
婦
人
科
学
会
誌
に
は
、
中
絶
後
の
胎
児
の
生
存
に
関
す
る
報
告
が
み

ら
れ
、
妊
娠
第
七
月
以
降
の
中
絶
児
娩
出
後
の
死
産
は
八
六
・
八
％
で
あ
る
が
、
そ

れ
以
外
は
生
活
能
力
が
存
在
す
る
と
の
報
告
が
み
ら
れ
る

）
32
（

。
つ
ま
り
、
七
ヵ
月
以
降

の
中
絶
に
お
い
て
一
三
・
二
％
の
胎
児
は
、
生
き
て
娩
出
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
状
況
は
、
医
師
や
助
産
婦
た
ち
に
精
神
的
負
担
を
も
た
ら
し
て
い
た
こ
と
は
確

か
で
あ
ろ
う
。
筆
者
の
調
査
に
お
い
て
も
、
中
絶
手
術
で
子
ど
も
の
命
を
絶
つ
罪
悪

感
に
さ
い
な
ま
れ
、
精
神
を
病
む
産
科
医
が
い
た
例
も
聞
か
れ
、
中
絶
手
術
の
現
場

を
担
う
医
師
や
助
産
婦
の
心
理
的
負
担
が
大
き
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く

な
い
。
し
か
し
、
一
方
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
中
絶
手
術
は
当
時
の
産
科
医
の
収
入

源
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
だ
と
語
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
中
絶
手
術
の
現
場
で
胎
児
の
命

を
絶
つ
役
割
を
担
っ
た
産
科
医
た
ち
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
た
中
絶
胎
児
の
霊
魂
供
養

は
、
中
絶
体
験
者
自
身
が
供
養
を
始
め
る
よ
り
、
は
る
か
以
前
に
始
ま
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
以
下
に
、
そ
の
例
を
報
告
す
る
。

増
上
寺
―
東
京
都
港
区
―

日
本
母
性
保
護
医
協
会
の
『
二
十
周
年
記
念
誌
』
に
は
、
増
上
寺
に
お
い
て

一
九
五
三
年
（
昭
和
二
八
）
か
ら
一
九
六
〇
年
（
昭
和
三
五
）
ま
で
毎
年
一
回
、
第

八
回
ま
で
行
わ
れ
た
水
子
供
養
祭
の
記
録
が
あ
る

）
33
（

。
こ
の
供
養
に
つ
い
て
増
上
寺
で

お
話
を
伺
っ
た
。

水
子
供
養
を
行
っ
て
い
る
増
上
寺
安
国
殿
の
事
務
所
に
は
、
表
紙
に
『
永
久
納
骨

帳　

法
悦
協
会
』
と
墨
書
さ
れ
た
書
類
が
保
管
さ
れ
て
い
る
。
書
類
は
、
中
絶
に
関

す
る
病
院
関
係
の
書
類
と
死
産
証
明
証
お
よ
び
死
胎
火
葬
許
可
証
な
ど
の
埋
葬
に
関

す
る
綴
り
で
あ
る
。
同
様
の
書
類
は
、
一
九
五
三
年
か
ら
一
九
六
一
年
頃
ま
で
数
冊

保
管
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。内
容
は
非
常
に
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
も
の
で
、

当
然
閲
覧
は
許
可
さ
れ
な
い
。
こ
の
台
帳
の
年
代
は
、『
二
十
周
年
記
念
誌
』
に
記

述
さ
れ
た
水
子
供
養
祭
の
時
期
と
重
な
り
合
う
こ
と
か
ら
、
中
絶
胎
児
の
供
養
と
し

て
行
わ
れ
た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

当
時
を
知
る
僧
侶
か
ら
伝
え
ら
れ
た
話
と
し
て
、
増
上
寺
の
納
骨
堂
に
は
、
都
内

の
産
婦
人
科
病
院
で
行
っ
た
中
絶
に
よ
る
中
絶
胎
児
の
火
葬
骨
が
納
め
ら
れ
た
こ

と
、『
永
久
納
骨
帳
』
の
表
紙
に
記
さ
れ
た
「
法
悦
協
会
」
と
は
、
都
内
の
産
婦
人

科
医
た
ち
が
中
心
と
な
っ
た
団
体
で
あ
っ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

ま
た
、
当
時
、
病
院
に
よ
っ
て
は
、
中
絶
手
術
を
受
け
た
人
に
、
胎
児
の
遺
骨
が
増

上
寺
納
骨
堂
に
埋
葬
さ
れ
る
と
知
ら
せ
て
い
た
よ
う
で
、
今
も
な
お
、
中
絶
さ
れ
た

兄
弟
姉
妹
の
遺
骨
が
増
上
寺
に
納
め
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
を
母
親
か
ら
聞
き
供
養
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に
訪
れ
る
年
配
者
が
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。〈
写
真
2
〉

中
絶
児
の
遺
骨
が
納
め
ら
れ
た
納
骨
堂
は
、
中
絶
胎
児
の
納
骨
専
用
で
は
な
く
、

地
下
が
巨
大
な
ド
ー
ム
状
の
大
納
骨
堂
で
「
百
萬
霊
供
養
塔
」
と
も
称
さ
れ
、
全
国

か
ら
分
骨
や
納
骨
す
る
人
が
数
多
い
。増
上
寺
の
水
子
供
養
に
関
し
て
、荻
野
美
穂
は
、

法
悦
協
会
理
事
の
吉
岡
羽
一
が
医
師
た
ち
に
呼
び
か
け
て
一
九
五
三
年
（
昭
和
二
八
）

か
ら
水
子
供
養
を
始
め
た
と
記
し
て
い
る

）
34
（

。

ら
建
立
さ
れ
、
数
年
で
一
、〇
〇
〇
体
を
超
し
た
と
し
て
い
る
。
森
栗
は
、
奉
納
さ

れ
た
石
地
蔵
に
記
さ
れ
た
奉
納
者
の
名
前
の
世
代
的
な
特
徴
か
ら
奉
納
者
の
年
代
を

推
測
し
、
中
絶
認
可
直
後
に
中
絶
を
体
験
し
て
い
る
人
び
と
に
よ
る
奉
納
が
多
い
と

し
た

）
35
（

。
以
上
の
よ
う
に
、
増
上
寺
で
は
、
一
九
五
八
年
以
降
、
産
科
医
た
ち
に
よ
る
供
養

が
行
わ
れ
て
お
り
、
同
時
に
、
都
内
の
中
絶
胎
児
の
納
骨
の
場
で
も
あ
っ
た
。
そ
の

後
、
一
九
七
〇
年
代
半
ば
以
降
に
な
る
と
、
中
絶
体
験
者
自
身
に
よ
る
中
絶
胎
児
供

養
と
し
て
石
地
蔵
の
奉
納
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
増
上
寺
に
お
け
る

供
養
の
変
遷
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
中
絶
認
可
後
早
い
時
期
か
ら
産
科
医
た
ち

が
胎
児
生
命
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
時
を
経
て
一
九
七
〇
年
代
半

ば
以
降
に
な
っ
て
か
ら
、
中
絶
体
験
者
た
ち
が
供
養
に
関
わ
り
だ
し
た
こ
と
は
、
そ

の
頃
に
な
っ
て
は
じ
め
て
一
般
の
人
び
と
が
胎
児
生
命
を
意
識
し
出
し
た
証
で
も
あ

ろ
う
。
増
上
寺
の
水
子
供
養
の
在
り
方
を
み
る
と
、
医
療
関
係
者
と
一
般
の
人
び
と

の
胎
児
生
命
を
め
ぐ
る
認
識
の
齟
齬
が
明
ら
か
に
な
る
。

現
在
、
寺
で
は
水
子
供
養
を
明
記
し
供
養
を
執
行
し
て
い
る
。

一
方
、
増
上
寺
に
お
い
て
中
絶

体
験
者
自
身
が
か
つ
て
中
絶
し

た
胎
児
の
供
養
を
始
め
た
の
は
、

一
九
七
五
（
昭
和
五
〇
）
年
頃
か

ら
で
あ
っ
た
と
い
う
。
西
向
観
音

近
く
に
、
参
詣
者
が
個
人
的
に
水

子
供
養
の
た
め
に
石
地
蔵
を
奉
納

し
始
め
た
の
が
始
ま
り
で
、
そ
れ

を
き
っ
か
け
に
奉
納
数
が
増
加
し

て
い
っ
た
。
地
蔵
群
の
入
り
口
の

石
柱
に
は
「
千
躰
地
蔵
尊
」
と
刻

ま
れ
て
お
り
、
寺
院
で
は
こ
れ
を

通
称
「
子
育
地
蔵
尊
」
と
呼
ぶ
が
、

増
上
寺
発
行
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に

は
「
招
福
地
蔵
」
と
も
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
一
般
の
人

び
と
は
、「
水
子
地
蔵
」
と
呼
び

習
わ
し
て
い
る
。〈
写
真
3
〉

森
栗
茂
一
は
、
地
蔵
奉
納
は
、

中
絶
し
た
子
ど
も
の
供
養
の
た
め

に
昭
和
五
一
年
（
一
九
七
六
）
か

写真3　千躰地蔵尊 写真2　永久納骨帳

総
持
寺
梅
寿
庵
―
神
奈
川
県
横
浜
市
―

増
上
寺
と
同
様
の
経
緯
を
た
ど
っ

た
寺
院
と
し
て
総
持
寺
が
上
げ
ら
れ

る
。〈
写
真
4
〉

一
九
五
一
年
（
昭
和
二
六
）
八
月
、

総
持
寺
で
森
山
豊
他
二
〇
〇
余
名
の

産
科
医
に
よ
る
堕
胎
児
の
慰
霊
祭
が

開
催
さ
れ
た

）
36
（

。『
鶴
見
総
持
寺
物
語
』

に
は
、
戦
後
の
中
絶
激
増
を
背
景
と

し
て
中
絶
し
た
子
ど
も
の
供
養
を
願

う
女
性
た
ち
が
増
え
、
一
九
七
六
年

写真4　梅寿庵
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（
昭
和
五
一
）
の
梅
寿
庵
再
建
と
同
年
、
こ
こ
に
水
子
地
蔵
像
が
建
立
さ
れ
開
眼
供

養
が
行
わ
れ
た
と
あ
る
。
こ
の
地
蔵
は
唐
金
製
で
、
大
阪
の
実
業
家
ら
に
よ
り
奉
納

さ
れ
た
も
の
で
あ
る

）
37
（

。
唐
金
の
地
蔵
は
、
右
手
に
釈
杖
を
持
ち
左
手
に
は
子
ど
も
を

抱
き
、
足
元
の
蓮
台
に
二
人
の
幼
子
の
像
が
添
え
ら
れ
た
様
式
で
あ
る
。
地
蔵
像
の

石
の
台
座
に
は
「
水
子
地
蔵
尊
」
と
刻
ま
れ
、
背
後
に
は
納
骨
の
た
め
か
扉
が
付
け

ら
れ
て
い
る
。
地
蔵
像
の
後
方
に
は
、
一
九
七
六
年
（
昭
和
五
一
）
一
〇
月
二
〇
日

に
建
立
さ
れ
た
納
骨
塔
も
設
置
さ
れ
て
い
る
。
納
骨
塔
の
後
方
に
も
子
ど
も
を
伴
う

石
の
水
子
地
蔵
像
が
あ
る
が
、
建
立
年
代
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
地
蔵
の
周
囲
に
は

個
人
で
奉
納
し
た
と
み
ら
れ
る
石
の
小
さ
な
地
蔵
が
複
数
奉
納
さ
れ
て
い
る
。

梅
寿
庵
で
は
、
個
人
の
依
頼
に
応
じ
て
常
時
水
子
供
養
を
行
う
ほ
か
、
毎
月
二
四

日
の
地
蔵
の
縁
日
に
水
子
供
養
が
行
わ
れ
る
。
ま
た
、
単
に
供
養
の
場
と
し
て
だ
け

で
は
な
く
納
骨
も
可
能
で
、
庵
内
に
預
け
ら
れ
た
遺
骨
は
定
期
的
に
納
骨
塔
に
納
め

ら
れ
る
。

（
3
）助
産
婦
に
よ
る
供
養

一
九
五
九
年
（
昭
和
三
四
）、
岩
手
県
盛
岡
市
の
久
昌
寺
に
お
い
て
盛
岡
市
・
岩

手
県
助
産
婦
会
・
婦
人
会
連
合
会
共
催
で
「
人
工
中
絶
未
成
児
慰
霊
祭
」
が
執
り
行

わ
れ
た

）
38
（

。
助
産
婦
代
表
に
よ
る
挨
拶
で
は
、「
家
族
計
画
の
犠
牲
あ
る
い
は
優
生
保

護
法
の
犠
牲
と
は
い
え
、
い
ま
こ
こ
に
眠
る
多
く
の
未
成
児
に
た
い
し
、
私
た
ち
は

な
ん
と
い
っ
て
詫
び
た
ら
い
い
か
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
中
絶
胎
児
に
対
す
る
慰
霊
の

言
葉
が
述
べ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
中
絶
胎
児
は
、
家
族
計
画
、
優
生
保
護
法
の
犠

牲
者
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
、
中
絶
を
容
認
し
た
助
産
婦
た
ち
が
、
自
身
の
罪
を
認
識

し
詫
び
た
の
で
あ
る
。
一
九
六
〇
年
（
昭
和
三
五
）
に
は
、
山
形
県
助
産
婦
会
で
も

「
未
成
児
慰
霊
祭
」
と
称
し
て
行
わ
れ
た
。

当
時
、
地
域
で
お
産
を
扱
っ
て
い
た
助
産
婦
た
ち
は
、
中
絶
手
術
の
相
談
を
受
け

病
院
を
紹
介
す
る
な
ど
の
役
割
を
担
っ
た
。
ま
た
、
病
院
勤
務
の
助
産
婦
た
ち
は
中

絶
手
術
の
現
場
を
担
っ
て
い
た
。
一
方
、
中
絶
認
可
直
後
、
彼
女
た
ち
は
中
絶
に
罪

悪
感
を
抱
く
よ
り
も
い
か
に
子
ど
も
数
を
減
ら
し
、
人
び
と
の
生
活
を
豊
か
に
す
る

か
を
目
標
と
し
て
い
た
た
め
、
中
絶
も
必
要
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
想
定
を
超

え
て
広
が
る
中
絶
増
加
に
自
責
の
念
を
持
ち
始
め
、
罪
悪
感
を
強
く
め
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
あ
る
助
産
婦
は
、中
絶
す
る
た
め
の
病
院
を
紹
介
し
た
過
去
を
振
り
返
り
、

「
自
分
は
、
昔
、
間
引
き
を
行
な
っ
た
コ
ナ
サ
セ
バ
バ
と
同
じ
こ
と
を
し
て
い
た
」

と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
と
語
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
中
絶
の
現
場
近
く
に
い
た
助
産
婦
た
ち
も
ま
た
、
胎
児
生
命
に
早
期

に
気
づ
い
た
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
助
産
婦
た
ち
が
行
っ
た
慰
霊
祭
は
「
人
工
中
絶
未

成
児
慰
霊
祭
」「
未
成
児
慰
霊
祭
」
な
ど
と
称
さ
れ
た
。

以
上
は
、
中
絶
体
験
者
自
身
が
水
子
供
養
を
開
始
す
る
は
る
か
以
前
の
中
絶
急
増

時
期
に
、
産
科
医
や
助
産
婦
、
胞
衣
会
社
主
催
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
中
絶
胎
児
の
供

養
の
例
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
中
絶
手
術
の
現
場
で
胎
児
の
命
と
向
き
合
わ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
人
び
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
人
び
と
が
い
ち
早
く
胎
児
生
命
に
気
づ
き

中
絶
胎
児
の
霊
魂
供
養
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。

❸
水
子
供
養
の
萌
芽
―
清
源
寺「
子
育
て
い
の
ち
の
地
蔵
尊
」の
事
例

一
九
六
五
年
（
昭
和
四
〇
）
に
建
立
さ
れ
た
、東
京
都
の
清
源
寺
境
内
に
あ
る
「
子

育
て
い
の
ち
の
地
蔵
尊
」
建
立
に
ま
つ
わ
る
経
緯
に
は
、
水
子
供
養
の
萌
芽
と
も
い

う
べ
き
要
素
が
み
ら
れ
る

）
39
（

。
こ
の
地
蔵
に
つ
い
て
は
、
清
水
邦
彦
が
「
昭
和
四
五
年

以
前
か
ら
の
水
子
供
養

）
40
（

」
の
な
か
で
そ
の
存
在
を
報
告
し
た
も
の
の
、
水
子
供
養
と

の
関
係
は
薄
い
と
し
て
研
究
対
象
と
し
て
の
価
値
を
見
出
さ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

建
立
時
期
や
地
蔵
の
名
称
は
中
絶
の
是
非
が
問
わ
れ
た
時
代
を
想
起
さ
せ
、
そ
の
社

会
状
況
を
反
映
し
た
も
の
と
思
わ
れ
た
た
め
、
寺
院
を
訪
れ
る
と
地
蔵
建
立
に
関
す

る
資
料
が
大
切
に
保
管
さ
れ
て
お
り
快
く
ご
提
供
頂
い
た
。

な
お
、
以
下
は
、「
清
源
寺
『
子
育
て
い
の
ち
の
地
蔵
尊
』
と
水
子
供
養
」（
鈴
木 

二
〇
一
二
年
）
を
も
と
に
加
筆
し
た
考
察
で
あ
る
。
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（
1
）趣
意
書
に
見
る
地
蔵
尊
建
立
の
動
向

浄
土
宗
寺
院
浄
国
山
清
源
寺
は
、『
清
源
寺
の
歩
み

）
41
（

』
に
よ
れ
ば
、
一
四
六
九
（
文

明
元
）
年
に
建
て
ら
れ
た
清
浄
庵
を
起
源
と
し
、
一
六
二
七
（
寛
永
四
）
年
に
は
浄

土
宗
の
寺
院
と
な
っ
た
こ
と
で
今
日
の
基
礎
が
築
か
れ
た
。
現
在
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま

な
時
代
の
波
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
歴
史
を
刻
み
今
に
至
る
古
刹
で
あ
る
。

境
内
に
「
子
育
て
い
の
ち
の
地
蔵
尊
」
が
建
立
さ
れ
た
の
は
、
一
九
六
五
年
（
昭

和
四
〇
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
現
在
行
わ
れ
て
い
る
水
子
供
養
の
萌
芽
と

も
い
う
べ
き
要
素
が
み
ら
れ
る
。

地
蔵
建
立
の
時
期
は
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
始
ま
っ
た
優
生
保
護
法
改
正
・
人
工

妊
娠
中
絶
認
可
条
件
の
厳
格
化
を
目
指
す
動
き
の
な
か
で
、
中
絶
の
是
非
を
め
ぐ
る

対
立
が
表
面
化
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
蔵
の
建
立
に
あ
た
り
作
成
さ
れ
た
趣

意
書
に
は
、
当
時
、
中
絶
反
対
を
唱
え
た
中
心
的
な
人
物
で
あ
っ
た
人
口
問
題
研
究

所
の
篠
崎
信
男
の
名
が
記
さ
れ
、
建
立
資
金
を
確
保
す
る
た
め
の
募
金
活
動
が
、
中

絶
廃
止
を
求
め
る
「
い
の
ち
を
大
切
に
す
る
運
動
」
の
一
環
と
し
て
行
な
わ
れ
た
こ

と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
地
蔵
尊
建
立
は
、
当
時
の
優
生
保
護
法
改
正
・
中
絶
廃
止

の
運
動
と
連
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

地
蔵
尊
建
立
は
、
第
二
一
世
住
職
櫻
庭
俊
海
和
尚
の
時
代
で
、『
清
源
寺
の
歩
み
』

に
は
建
立
に
関
し
て
「
二
千
余
人
の
協
力
と
、
厚
生
省
人
口
問
題
研
究
所
の
篠
原
氏

の
後
援
に
よ
っ
て
子
育
て
命
の
地
蔵
尊
を
造
立
し
、
以
来
、
毎
年
5
月
5
日
（
子
ど

も
の
日
）
に
地
蔵
会
を
も
よ
お
し
て
い
ま
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
篠
原
氏
」
と

さ
れ
て
い
る
が
、
趣
意
書
の
記
載
や
公
的
記
録
に
は
篠
崎
信
男
と
あ
り
誤
植
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
、第
二
一
世
住
職
夫
人
静
江
氏
の
娘
さ
ん
に
よ
る
と「
5
月
5
日
で
あ
っ

た
地
蔵
様
の
祭
り
は
、
後
に
四
月
二
四
日
に
な
っ
た
。
祭
り
に
は
笹
塔
婆
を
燃
や
し

て
供
養
し
、人
形
供
養
や
御
札
の
供
養
も
行
っ
た
」
と
の
こ
と
で
、『
清
源
寺
の
歩
み
』

刊
行
時
の
一
九
七
八
年
（
昭
和
五
三
）
以
降
に
祭
日
が
変
更
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
四
日
が
地
蔵
の
日
で
あ
る
た
め
の
変
更
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
荻
野
美
穂
に
よ
れ
ば
、
一
九
六
三
年
（
昭
和
三
八
）
八
月
四
日
に
「
い
の

ち
を
大
切
に
す
る
運
動
」
第
二
回
東
京
大
会
の
開
催
日
に
、
清
源
寺
で
も
「
無
縁
仏

水
子
供
養
祭
」
が
開
催
さ
れ
た
と
あ
る

）
42
（

。
清
源
寺
で
は
そ
れ
に
関
す
る
資
料
は
み
ら

れ
な
い
が
、
一
九
六
三
年
は
地
蔵
建
立
の
二
年
ほ
ど
前
で
、
今
と
な
っ
て
は
そ
の
詳

細
は
不
明
で
あ
る
。
以
下
に
、
清
源
寺
に
保
管
さ
れ
た
資
料
か
ら
「
子
育
て
い
の
ち

の
地
蔵
尊
」
建
立
の
経
緯
を
追
っ
て
み
た
い
。

地
蔵
尊
建
立
の
最
初
の
趣
意
書
は
、地
蔵
の
名
称
を
「
生
命
地
蔵
尊
」
と
す
る
『
生

命
地
蔵
尊
建
立
趣
意
書
』
が
、
和
綴
じ
六
ペ
ー
ジ
に
わ
た
り
以
下
の
よ
う
に
墨
書
さ

れ
て
い
る
。

　

生
命
地
蔵
尊
建
立
趣
意
書

昭
和
三
十
七
年　

生
命
軽
視
の
風
潮
、
特
に
水
子
流
産
児
の
年
々
百
万
件
を
数
え

る
事
実　

ま
た
交
通
事
故
死
、
自
殺
等
、
死
因
の
第
一
位
を
占
め
て
い
る
事
実
に
か

ん
が
み
て
「
い
の
ち
を
大
切
に
す
る
運
動
」
を
起
こ
し
、
昭
和
三
十
八
年
は
東
京
大

会
の
み
に
止
ら
ず　

大
阪
に
て
も
本
大
会
が
開
催
さ
れ
る
に
到
っ
た
。
更
に
大
阪
方

面
に
於
て
は
数
年
前
よ
り
水
子
燈
籠
流
し
を
始
め
、
流
産
児
供
養
は
盛
大
に
行
わ
れ

て
来
て
い
る
が
東
京
で
は
今
回
は
じ
め
て
清
源
寺
に
お
い
て
第
一
回
の
供
養
が
行
れ

た
に
過
ぎ
な
い
。
今
日
、
日
本
国
民
に
最
も
必
要
な
滋
養
は
物
質
的
な
要
素
で
は
な

く
、
心
の
栄
養
と
な
る
要
素
で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
眼
に
見
え
ざ
る
魂
の
問
題
に
つ

い
て
こ
れ
を
育
成
す
る
こ
と
は
多
数
の
人
々
の
信
仰
態
度
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
る
處

大
で
あ
る
。　

従
っ
て
現
今
ま
で
二
千
万
に
な
ん
な
ん
と
す
る
胎
児
無
縁
佛
を
弔
う

と
と
も
に
、
生
命
の
尊
厳
を
自
覚
せ
し
め
る
た
め
、
此
處
に
生
命
地
蔵
尊
の
建
立
を

「
い
の
ち
を
大
切
に
す
る
運
動
」
の
一
環
と
し
て
悲
願
し
、
多
く
の
人
々
の
一
善
の

余
徳
を
以
っ
て
成
就
せ
ん
こ
と
を
期
す
る
所
存
で
あ
る
。
心
あ
る
多
く
の
人
び
と
の

一
燈
を
本
事
業
に
奉
仕
さ
れ
る
こ
と
を
節
に
期
待
し
、
相
互
に
神
佛
の
大
道
の
こ
の

世
に
具
現
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
乞
ふ
次
第
で
あ
る
。

　
　

附　

記

一
、
工
費
目
標
額　

　

壱
百
万
円
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一
、
建
設
場
所　

　
　

清
源
寺　

　
　

以
上

　

各
位

　
　
　
　
　
　
　

発
起
者

　
　
　
「
い
の
ち
を
大
切
に
す
る
運
動
連
合
」

　
　
　
　

中
央
常
任
委
員
長　

　
　

厚
生
省
人
口
問
題
研
究
所　

　
　

篠
崎
信
男

　
　
　
　

副
委
員
長　

　
　
　
　
　

生
長
の
家
白
鳩
会　

　
　
　
　
　

上
條
た
か

　
　
　
　

副
委
員
長　

　
　
　
　
　

紅
卍
会　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
田
秀
人

　
　
　
　

常
任
委
員　

　
　
　
　
　

結
婚
セ
ン
タ
ー　

　
　
　
　
　
　

田
辺
治
子

　
　
　
　

常
任
委
員　

　
　
　
　
　

日
本
キ
リ
ス
ト
教
婦
人
矯
風
会　

宗
像
正
子

　
　
　
　

常
任
委
員　

　
　
　
　
　

清
源
寺　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

櫻
庭
静
江

　
　
（
以
下
、
個
人
の
協
力
者
三
名
に
つ
き
省
略
、
※
波
線
は
筆
者
）

こ
の
趣
意
書
に
は
年
月
日
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
後
述
す
る
募
金
活
動
の
際
の

印
刷
物
「
子
育
て
い
の
ち
の
地
蔵
尊
建
立
趣
意
書
」
に
「
昭
和
三
十
八
年
九
月
」
と

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
上
記
文
中
に
一
九
六
三
年
（
昭
和
三
八
）
に
東
京
大

会
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
生
命
地
蔵
尊
建
立
趣
意

書
」
も
同
時
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

趣
意
書
で
注
目
し
た
い
点
は
、
以
下
の
七
点
で
あ
る
。

①
趣
意
書
が
書
か
れ
た
時
に
は
、
清
源
寺
に
お
い
て
既
に
第
一
回
供
養
が
行
わ
れ
て

い
た
。

②
中
絶
に
よ
っ
て
命
を
絶
た
れ
た
胎
児
を
「
水
子
流
産
児
」「
胎
児
無
縁
佛
」
と
表

現
し
て
い
る
。　

③
生
命
地
蔵
尊
建
立
は
、
水
子
流
産
児
の
み
な
ら
ず
交
通
事
故
死
者
、
自
殺
者
の
供

養
を
含
ん
で
い
た
。

④
昭
和
三
八
年
に
「
い
の
ち
を
大
切
に
す
る
運
動
」
の
東
京
大
会
・
大
阪
大
会
が
開

催
さ
れ
た
。

⑤
大
阪
方
面
で
は
、
数
年
前
か
ら
水
子
燈
籠
流
し
・
流
産
児
供
養
が
盛
大
に
行
わ
れ

て
い
た
。

⑥
発
起
者
筆
頭
に
、
人
口
問
題
研
究
所
篠
崎
信
男
が
「
い
の
ち
を
大
切
に
す
る
運
動

連
合
」
中
央
常
任
委
員
長
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
。

⑦
生
長
の
家
白
鳩
会
、
紅
卍
会
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
婦
人
矯
風
会
、
清
源
寺
住
職
夫

人
櫻
庭
静
江
の
名
が
あ
る
。

以
上
を
整
理
す
る
と
、
第
一
に
、
清
源
寺
に
お
い
て
は
趣
意
書
作
成
以
前
に
一
度

供
養
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、「
い
の
ち
を
大
切
に
す
る
運
動
」

東
京
大
会
・
大
阪
大
会
が
開
催
さ
れ
る
予
定
と
の
記
述
は
、
後
述
す
る
紅
卍
会
会
報

に
、
第
三
回
東
京
大
会
、
第
二
回
大
阪
大
会
が
一
九
六
四
（
昭
和
三
九
）
年
八
月
開

催
予
定
と
さ
れ
て
お
り
、
第
二
回
東
京
大
会
、
第
一
回
大
阪
大
会
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。

こ
れ
以
前
の
一
九
六
二
年
（
昭
和
三
七
）、
篠
崎
信
男
が
「
水
子
祭
り
」
を
計
画

し
て
い
る
と
週
刊
誌
の
取
材
で
語
っ
た
こ
と
、
い
の
ち
を
大
切
に
す
る
運
動
連
合
の

し
お
り
に
「
闇
に
葬
ら
れ
て
き
た
胎
児
の
霊
を
弔
う
水
子
供
養
を
発
意
し
」
た
と
あ

り
）
43
（

、
前
述
し
た
荻
野
の
記
述
で
は
一
九
六
三
年
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
清
源
寺
と

篠
崎
と
の
繋
が
り
も
推
測
可
能
で
あ
る
が
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
篠
崎
が
ど
の

よ
う
な
観
点
で
「
水
子
」「
水
子
供
養
」
の
語
を
使
用
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

「
中
絶
」
と
「
水
子
」「
水
子
供
養
」
の
語
が
並
び
称
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
清
源
寺
の
第
一
回
目
の
供
養
は
、
第
二
回
東
京
大
会
時
に
行
わ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
に
、
生
命
地
蔵
尊
建
立
の
目
的
は
、
中
絶
胎
児
の
み
な

ら
ず
交
通
事
故
死
、
自
殺
等
の
供
養
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
に
新
た
に
作

成
さ
れ
た
「
子
育
て
い
の
ち
の
地
蔵
尊
趣
意
書
」
も
同
じ
で
あ
る
。
第
三
に
、
大
阪

方
面
に
お
い
て
数
年
前
か
ら
「
水
子
燈
籠
流
し
」「
流
産
児
供
養
」
が
行
わ
れ
て
い

た
と
の
記
述
で
あ
る
。
現
在
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
中
絶
胎

児
を
「
水
子
流
産
児
」「
胎
児
無
縁
佛
」
と
す
る
表
記
は
、
名
称
が
確
定
し
て
い
な

い
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
一
九
七
〇
年
以
前
は
、
統
一
し
た
呼
称
が
見
ら
れ
な
い
点
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に
も
注
目
し
た
い
。
第
四
は
、
趣
意
書
の
「
発
起
者
」
が
、
宗
教
を
超
え
て
多
様
な

こ
と
で
あ
る
。
当
時
を
知
る
「
生
長
の
家
」
の
長
老
楠
本
加
美
野
氏
は
、「
い
の
ち

を
大
切
に
す
る
運
動
」
が
活
発
に
行
な
わ
れ
た
時
代
、
多
く
の
宗
教
団
体
や
各
種
団

体
が
参
加
し
て
運
動
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
と
語
る
。
そ
れ
を
証
明
す
る
よ
う
に

趣
意
書
に
あ
る
発
起
者
名
は
、
生
長
の
家
、
キ
リ
ス
ト
教
、
紅
卍
会
な
ど
宗
教
の
垣

根
を
越
え
て
い
る
。

静
江
氏
の
娘
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
建
立
当
時
は
自
身
が
高
校
生
だ
っ
た
た
め
詳
し
い

こ
と
は
分
か
ら
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
静
江
氏
を
始
め
と
す
る
大
人
た
ち
が
非
常
に

熱
心
に
活
動
し
て
い
た
こ
と
や
、
銀
座
で
タ
ス
キ
掛
け
の
街
頭
募
金
な
ど
を
行
っ
て

い
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
ま
た
、
静
江
氏
が
こ
の
運
動
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ

た
経
緯
に
つ
い
て
、
静
江
氏
が
中
絶
の
盛
ん
な
状
況
下
で
闇
に
葬
ら
れ
る
子
に
心
を

痛
め
て
い
た
こ
と
、
通
勤
時
な
ど
か
も
し
れ
な
い
が
篠
崎
信
男
が
清
源
寺
の
前
を
通

る
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
に
話
が
も
た
ら
さ
れ
た
よ
う
だ
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

清
源
寺
の
「
生
命
地
蔵
尊
建
立
」
は
、「
い
の
ち
を
大
切
に
す
る
運
動
」
を
背
景
に
、

篠
崎
が
き
っ
か
け
を
作
っ
た
こ
と
で
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

（
2
）地
蔵
尊
建
立
と「
い
の
ち
を
大
切
に
す
る
運
動
」―
協
賛
団
体
と
の
か
か
わ
り

次
に
、
趣
意
書
と
「
い
の
ち
を
大
切
に
す
る
運
動
」
に
記
さ
れ
た
「
発
起
者
」
と

の
関
係
を
見
た
い
。

趣
意
書
の
筆
頭
に
記
さ
れ
た
篠
崎
信
男
は
、
人
口
問
題
研
究
所
所
長
を
務
め
た
人

物
で
、受
胎
調
節
実
地
指
導
、家
族
計
画
運
動
の
中
心
的
な
推
進
者
の
一
人
で
も
あ
っ

た
。
人
口
問
題
研
究
所
で
は
、
全
国
に
受
胎
調
節
の
た
め
の
計
画
モ
デ
ル
村
を
設
置

し
て
そ
の
効
果
を
確
認
し
、
避
妊
の
浸
透
を
図
る
た
め
に
全
国
的
な
受
胎
調
節
実
地

指
導
を
展
開
し
た
。

そ
の
頃
の
『
人
口
問
題
研
究
所
年
報
』
に
は
、
受
胎
調
節
や
家
族
計
画
に
関
す
る

篠
崎
信
男
の
論
考
が
み
ら
れ

）
44
（

、
篠
崎
が
避
妊
に
よ
る
出
産
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
力
を
注

い
で
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
紅
卍
会
発
行
の
会
誌
に
は
、
篠
崎
信
男
が
「
い

の
ち
を
大
切
に
す
る
運
動
」
を
提
唱
し
牽
引
役
で
あ
っ
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る

）
45
（

。

荻
野
は
、
篠
崎
が
「
い
の
ち
を
大
切
に
す
る
運
動
」
の
発
起
人
で
あ
る

）
46
（

と
記
し
て
お

り
、
彼
が
運
動
の
中
心
的
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
清

源
寺
の
地
蔵
建
立
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
立
場
に
あ
っ
た
篠
崎
の
意
図
が
強
く

働
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

趣
意
書
に
あ
る
紅
卍
会

）
47
（

で
は
、
会
報
『
日
本
卍
会
月
刊
』（
昭
和
三
九
年
五
月
）

に
よ
る
と
、「
い
の
ち
を
大
切
に
す
る
運
動
」
へ
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、「
理
事
会
に

か
け
て
決
議
し
た
う
え
で
大
嶋
会
長
を
先
頭
に
こ
の
運
動
に
率
先
協
力
し
て
い
る
」

「
本
会
も
参
加
協
賛
団
体
と
し
て
そ
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
『
命
を
大
切
に
す
る
運

動
連
合
』」
と
あ
り
、
運
動
の
「
参
加
協
賛
団
体
」
と
し
て
参
加
し
て
い
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
趣
意
書
の
署
名
に
あ
る
小
田
秀
人
は
、
当
時
、
紅
卍
会
の
代
表
的
な

人
物
の
一
人
で
も
あ
り
、
地
蔵
建
立
も
会
と
し
て
支
持
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

「
生
長
の
家
白
鳩
会
」
は
、
宗
教
団
体
生
長
の
家
の
婦
人
た
ち
の
会
で
あ
る
。
土

屋
敦
に
よ
れ
ば
、
生
長
の
家
は
一
九
五
〇
年
代
末
か
ら
一
九
八
〇
年
代
に
か
け
て
人

工
妊
娠
中
絶
反
対
の
立
場
か
ら
、
認
可
の
条
件
の
一
つ
で
あ
る
「
経
済
的
理
由
」
の

撤
廃
を
求
め
て
活
動
し
た
。
一
九
五
九
年
に
は
、「
生
長
の
家
白
鳩
会
」
が
中
絶
防

止
啓
蒙
運
動
「
生
命
尊
重
運
動
」
を
開
始
、
一
九
六
一
年
（
昭
和
三
六
）
に
は
こ
れ

が
生
長
の
家
全
体
の
運
動
と
な
り
、
中
絶
防
止
の
た
め
の
署
名
活
動
が
展
開
さ
れ

た
）
48
（

。
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
み
る
と
、
趣
意
書
作
成
当
時
は
、
白
鳩
会
の
活
動
が
ま
だ

生
長
の
家
全
体
の
運
動
と
な
る
以
前
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

生
長
の
家
で
は
、
一
九
六
一
年
（
昭
和
三
六
）
に
宇
治
別
格
本
山
に
「
全
国
流
産

児
無
縁
霊
供
養
塔
」
を
建
立
し
た
。
全
国
の
中
絶
児
供
養
を
主
な
目
的
と
し
て
は
い

た
が
、
別
格
本
山
敷
地
内
に
あ
り
参
拝
者
は
信
者
で
あ
り
、
一
般
に
知
ら
れ
て
い
た

と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、
中
絶
胎
児
供
養
に
対
す
る
具
体
的
な
場
を
設
置
し
た
点

で
重
要
で
あ
る
。
生
長
の
家
で
は
、
受
胎
の
瞬
間
か
ら
人
の
命
で
あ
り
、
人
は
こ
の

世
で
果
た
す
べ
き
役
割
を
も
っ
て
命
を
授
か
る
。
従
っ
て
、
中
絶
は
殺
人
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
初
期
に
は
、
中
絶
と
当
時
多
く
み
ら
れ
た
小
児
麻
痺
と
の
因
果
関
係
を
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説
い
た
が
、
そ
の
後
、
家
庭
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
と
中
絶
の
因
果
関
係
を
説
く
よ

う
に
な
っ
た
。

中
絶
に
対
す
る
生
長
の
家
の
根
本
的
な
考
え
方
は
、
中
絶
胎
児
は
親
か
ら
愛
さ
れ

る
こ
と
を
望
ん
で
お
り
、そ
れ
を
知
ら
せ
る
手
段
と
し
て
親
兄
弟
に
問
題
が
生
じ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
「
た
た
り
」「
怨
念
」
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
ら
の
事
象

を
通
し
て
親
に
知
ら
せ
て
い
る
の
だ
と
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
具
体
的
な
供
養
法
を

提
示
し
た
。
ま
ず
、
位
牌
を
作
る
こ
と
が
大
切
で
、「
昭
和
○
○
年
○
月
○
日
帰
幽

〜
童
子
之
霊
」
と
厚
紙
な
ど
に
書
き
、
性
別
不
明
な
ら
男
女
に
共
通
す
る
名
を
付
け

る
。
作
っ
た
位
牌
は
仏
壇
あ
る
い
は
清
浄
な
場
所
に
祀
り
、
朝
夕
時
間
を
決
め
て
聖

経
『
甘
露
の
法
雨
』
を
あ
げ
る
と
い
う
も
の
で
、
あ
く
ま
で
も
信
者
が
対
象
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

紅
卍
会
の
会
報
（
昭
和
三
九
年
五
月
発
行
）
に
は
、「
い
の
ち
を
大
切
に
す
る
運

動
大
会
迫
る
」の
見
出
し
で
、「
い
の
ち
を
大
切
に
す
る
運
動
連
合
」が
一
九
六
四（
昭

和
三
九
）
年
八
月
六
日
、
新
宿
厚
生
年
金
会
館
で
第
三
回
東
京
大
会
を
開
催
す
る
予

定
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
後
九
日
に
は
第
二
回
大
阪
大
会
が
、
一
〇
日
に
は
第
一
回
名

古
屋
大
会
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
、
秋
に
は
金
沢
で
北
陸
大
会
を
開
く
予
定
で
あ
る
と

記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
一
昨
年
六
月
、
厚
生
省
人
口
問
題
研
究
所
資
質
部
長
篠

崎
信
男
理
学
博
士
が
人
口
資
質
の
問
題
か
ら
生
命
軽
視
、
就
中
堕
胎
の
弊
害
が
、
宗

教
道
徳
を
超
え
た
日
本
民
族
の
消
長
に
関
す
る
一
大
事
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
て
、

各
種
団
体
に
呼
び
か
け
て
協
力
を
も
と
め
た
の
に
端
を
発
し
た
も
の
で
あ
る
」「
現

在
で
は
厚
生
省
、
文
部
省
、
労
働
省
、
厚
生
年
金
会
館
、
国
鉄
等
の
後
援
の
下
、
カ

ト
リ
ッ
ク
、
生
長
の
家
、
修
養
団
、
全
国
師
友
会
、
日
本
紅
卍
会
等
そ
の
他
五
十
有

余
の
協
賛
参
加
団
体
を
抱
擁
す
る
一
大
国
民
運
動
と
な
り
つ
つ
あ
る
」
と
、
宗
教
を

超
え
た
運
動
が
展
開
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
趣
意
書
に
名
を
連
ね
た
発
起
者
を
中
心
に
考
察
す
る
と
、
清
源
寺
の
「
生

命
地
蔵
尊
建
立
」は
、宗
派
を
超
え
た
宗
教
団
体
や
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
前
述
の
紅
卍
会
の
会
誌
に
は
「
い
の

ち
を
大
切
に
す
る
運
動
の
最
近
の
動
き
」
と
称
し
、
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

一
、
本
年
五
月
三
日
午
前
十
一
時
よ
り
、
東
京
銀
座
街
頭
そ
の
他
五
ヶ
所
で
、
ロ

ボ
ッ
ト
を
駆
り
出
し
て
の
生
命
尊
重
の
一
大
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行

い
、
黄
色
い
い
の
ち
の
小
旗
を
手
渡
し
て
道
行
く
大
衆
に
訴
え
た
。

一
、五
月
八
日
午
後
一
時
半
よ
り

　
　

優
生
保
護
法
（
堕
胎
法
）
改
正
国
民
決
起
大
会
を
生
長
の
家
本
部
講
堂
で
開

催
し
た
。
席
上
現
職
の
小
林
厚
生
大
臣
は
こ
の
悪
法
を
批
判
し
、
次
国
会
で

は
必
ず
改
正
す
る
と
確
約
し
た
。

一
、八
月
六
日
午
後
一
時
―
四
時
半
第
三
回
東
京
大
会

（
プ
ロ
グ
ラ
ム
）

第
一
部　

失
わ
れ
た
い
の
ち
へ
の
黙
祷

第
二
部　

大
会

　

総
裁
あ
い
さ
つ　

　
　
　
　
　

鳩
山
薫
子
夫
人

　

祝
辞　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

厚
生
大
臣 

神
田
博
氏
、
生
長
の
家
総
裁 

谷
口

雅
春
氏
、
日
本
家
族
計
画
連
盟
会
長 

古
屋
芳

雄
氏
、
日
本
紅
卍
会
々
長 

大
嶋　

豊
氏
、

　

い
の
ち
の
運
動
の
あ
ゆ
み　

　

篠
崎
信
男
氏

第
三
部　

い
の
ち
を
た
た
え
る

　
「
い
の
ち
を
守
る
政
治
」
を
語
る

労
働
大
臣　

石
田
博
英
氏
、
元
厚
生
大
臣　

小
林
武
治
氏
、
社
会
党　

河
野　

密
氏
・
加
藤
シ
ズ
エ
氏
、
民
社
党    

伊
藤
卯
四
郎
氏

第
四
部　

歌
の
風
車
（
協
力
Ｎ
Ｅ
Ｔ
キ
ン
グ
レ
コ
ー
ド
）

　

出
演　

ペ
ギ
ー
葉
山
、
梓
み
ち
よ
、
山
田
寛
一
、
檜
晋
樹

　

演
奏　

ス
マ
イ
リ
ー
小
原
と
ス
カ
イ
ラ
イ
ナ
ー
ズ

一
、
八
月
九
日　

　
　
　

大
阪
大
会
（
大
手
前
会
館
）

一
、
〃　

十
日　

　
　
　

名
古
屋
大
会
（
市
公
会
堂
）

一
、
〃　

十
一
日　

　
　

金
沢
準
備
委
員
会
（
大
和
百
貨
店
）
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以
上
の
資
料
に
は
開
催
年
の
記
載
が
な
い
が
、
記
述
内
容
と
会
誌
発
行
年
を
参
考

に
す
る
と
一
九
六
四
年
（
昭
和
三
九
）
と
考
え
ら
れ
る
。
大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
、

総
裁
に
鳩
山
薫
子
夫
人
、
各
地
区
の
会
長
に
知
事
夫
人
が
、
顧
問
に
蓮
沼
門
三
、
安

岡
正
篤
、
橋
本
徹
馬
、
谷
口
雅
春
、
大
嶋
豊
等
の
名
が
み
え
る

）
49
（

。
さ
ら
に
「
篠
崎
信

男
が
中
央
常
任
委
員
長
と
し
て
一
切
の
采
配
を
振
る
っ
て
い
る
」
と
あ
る
。

以
上
か
ら
、「
い
の
ち
を
大
切
に
す
る
運
動
」
は
一
九
六
二
（
昭
和
三
七
）
年
に

篠
崎
信
男
の
呼
び
か
け
に
応
じ
た
各
種
団
体
が
協
賛
・
参
加
し
、
厚
生
省
以
下
各
省

が
後
援
と
な
り
展
開
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
運
動
の
中
心
に
い
た
の
は
篠
崎
信

男
で
、
鳩
山
夫
人
を
総
長
と
し
て
政
治
と
も
密
接
な
関
係
を
保
っ
て
い
た
こ
と
、
厚

生
省
、
文
部
省
、
労
働
省
、
国
鉄
な
ど
の
公
的
機
関
か
ら
の
後
援
、
さ
ら
に
は
宗
教

団
体
の
協
賛
を
得
て
展
開
し
始
め
た
の
で
あ
る
。「
第
1
部　

失
わ
れ
た
命
へ
の
黙

祷
」
と
あ
り
、
中
絶
胎
児
の
命
に
対
し
て
黙
祷
し
て
い
る
点
は
、
供
養
へ
の
展
開
を

暗
示
さ
せ
る
。

厚
生
省
人
口
問
題
研
究
所
は
、
受
胎
調
節
に
関
す
る
中
心
的
な
研
究
機
関
で
あ
っ

た
が
、
国
鉄
な
ど
の
公
的
な
企
業
も
ま
た
、
国
の
方
針
を
受
け
て
、
受
胎
調
節
指
導

や
家
族
計
画
指
導
に
会
社
全
体
で
取
り
組
ん
で
い
た
。
ま
た
、
顧
問
と
し
て
名
を
連

ね
た
谷
口
雅
春
は
生
長
の
家
総
裁
で
あ
り
、
中
絶
防
止
の
活
動
は
生
長
の
家
全
体
の

活
動
と
し
て
展
開
し
て
も
い
る
。
さ
ら
に
、
橋
本
徹
馬
は
、
政
治
運
動
家
で
あ
り
佐

藤
栄
作
首
相
の
相
談
役
の
一
人
で
、
一
九
七
一
（
昭
和
四
六
）
年
に
、
埼
玉
県
秩
父

郡
に
水
子
供
養
を
専
門
に
行
う
紫
雲
山
地
蔵
寺
を
開
山
し
初
代
住
職
と
な
っ
た
人
物

で
あ
る
。

（
3
）募
金
活
動
と
開
眼
供
養

清
源
寺
で
は
、
一
九
六
三
（
昭
和
三
八
）
年
に
改
め
て
趣
意
書
が
作
成
さ
れ
、
印

刷
物
と
し
て
配
布
さ
れ
た
。
前
の
趣
意
書
に
は
、「
生
命
地
蔵
尊
」
と
あ
っ
た
が
、

新
た
な
趣
意
書
で
は
「
子
育
て
い
の
ち
の
地
蔵
尊
」
と
改
称
さ
れ
、「
い
の
ち
を
大

切
に
す
る
運
動
」
の
影
響
が
窺
え
る
。
趣
意
書
は
、
以
前
の
趣
意
書
を
踏
襲
し
た
も

の
で
、
以
下
が
全
文
で
あ
る
。

昭
和
三
十
七
年　

生
命
軽
視
の
風
潮
、
特
に
水
子
流
産
児
年
々
百
万
件
を
数

え
る
事
実　

ま
た
交
通
事
故
死
、
自
殺
等
、
死
因
の
第
一
位
を
占
め
て
い
る
現

状
に
か
ん
が
み
て
「
い
の
ち
を
大
切
に
す
る
運
動
」
を
起
こ
し
昭
和
三
十
八
年

は
東
京
大
会
の
み
に
止
ら
ず　

大
阪
に
て
も
本
大
会
が
開
催
さ
れ
る
に
到
り
ま

し
た
。
更
に
大
阪
方
面
に
於
て
は
数
年
前
よ
り
水
子
燈
籠
流
し
を
始
め
流
産
児

供
養
は
盛
大
に
行
わ
れ
て
来
て
い
ま
す
。
東
京
で
は
今
回
は
じ
め
て
清
源
寺
に

お
い
て
第
一
回
の
供
養
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

今
日
、
日
本
国
民
に
最
も
必
要
な
滋
養
は
物
質
的
な
要
素
よ
り
も
、
心
の
栄

養
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
斯
く
の
如
く
眼
に
見
え
ざ
る
魂
の
問
題
に
つ
い
て

こ
れ
を
育
成
す
る
こ
と
は
多
数
の
人
々
の
信
仰
態
度
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
る
と

こ
ろ
と
信
じ
ま
す
。
従
っ
て
現
今
ま
で
二
千
万
に
な
ん
な
ん
と
す
る
胎
児
無
縁

佛
を
弔
う
と
と
も
に
、
生
命
の
尊
厳
を
自
覚
せ
し
め
る
た
め
此
處
に
子
育
て
い

の
ち
の
地
蔵
尊
の
建
立
を
は
か
り
「
い
の
ち
を
大
切
に
す
る
運
動
」
の
一
環
と

し
て
多
く
の
人
々
の
一
善
の
余
徳
を
以
っ
て
成
就
さ
れ
る
よ
う
念
ず
る
次
第
で

あ
り
ま
す
。

心
あ
る
多
く
の
方
々
お
志
を
本
事
業
に
奉
仕
さ
れ
る
こ
と
を
切
に
念
願
し
相

互
に
神
佛
の
大
道
の
こ
の
世
に
具
現
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
乞
ふ
次
第
で
あ
り
ま

す
。更

に
こ
の
世
に
生
を
受
け
し
幼
き
「
い
の
ち
」
が
健
や
か
に
成
人
す
る
よ
う

子
育
て
の
祈
り
を
も
こ
め
て
本
地
蔵
尊
に
と
も
に
発
願
し
諸
事
万
端
善
男
善
女

人
の
お
力
に
よ
っ
て
成
就
を
期
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

よ
っ
て
こ
れ
を
「
子
育
て
い
の
ち
の
地
蔵
尊
」
と
命
名
し
ま
す
。

　
　
　

附　

記

一
、
工
費
目
標
額　

　

壱
百
万
円

一
、
建
設
場
所　

　
　

東
京
都
新
宿
区
戸
山
町
三
十
二
番
地　

清
源
寺
境
内
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発
起
人

い
の
ち
を
大
切
に
す
る
運
動
連
合
中
央
常
任
委
員
長　

厚
生
省
人
口
問
題
研
究

所　

篠
崎
信
男

生
長
の
家
白
鳩
会 

上
條
た
か
、
紅
卍
会 

小
田
秀
人
、
結
婚
セ
ン
タ
ー 

田
辺
治

子
、
芝
学
園
理
事
長
芝
中･

高
等
学
校
長
、

佛
教
政
治
同
盟
委
員
長 

松
本
徳
明
、
財
団
法
人
日
本
科
学
振
興
会
副
会
長
、

株
式
会
社
鉄
道
会
館
常
務
取
締
役 

芳
賀
達
雄
、

田
中
工
務
所
社
長 
田
中
一
男
、
清
源
寺 

櫻
庭
静
江

右
主
意
に
御
賛
同
賜
り
協
賛
者
と
し
て
御
協
力
の
程
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　

昭
和
三
十
八
年
九
月

　
　

各
位
様　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
※
文
中
の
太
字
は
原
文
に
よ
る
）

　
こ
う
し
て
地
蔵
は
正
式
に
「
子
育
て
い
の
ち
の
地
蔵
尊
」
と
命
名
さ
れ
、
建
立
資

金
と
し
て
浄
財
寄
附
の
呼
び
掛
け
が
開
始
さ
れ
た
。
趣
意
書
に
は
、
中
絶
胎
児
の
供

養
の
み
な
ら
ず
、
交
通
事
故
死
者
や
自
殺
者
の
供
養
さ
ら
に
子
ど
も
の
健
や
か
な
成

長
を
願
う
地
蔵
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、一
九
六
三
年
（
昭
和
三
八
）
一
一
月
一
八
日
付
け
で
東
京
都
に
対
し
「
金

銭
物
品
等
の
寄
付
募
集
に
関
す
る
許
可
申
請
」
を
住
職
夫
人
名
で
提
出
、
東
京
都
知

事
名
一
九
六
四
年
ま
で
一
年
半
の
許
可
が
出
た
。
募
金
目
的
・
方
法
は
「
い
の
ち
を

大
切
に
す
る
運
動
と
し
て
水
子
流
産
児
、
不
慮
の
事
故
死
者
の
供
養
の
た
め
、
ま
た

こ
の
世
に
生
を
受
け
て
幼
き
『
い
の
ち
』
の
健
か
に
成
人
す
る
よ
う
子
育
て
の
祈
り

を
こ
め
て
『
子
育
て
い
の
ち
の
地
蔵
尊
』
を
建
立
の
た
め
、
そ
の
資
金
を
善
男
善
女

人
よ
り
仰
ぎ
て
成
就
を
期
す
る
も
の
」
と
あ
る
。
使
途
明
細
と
し
て
、
唐
金
地
蔵
尊

（
型
代
共
） 

五
八
五
、〇
〇
〇
円
、
土
台
周
囲
一
切
二
四
九
、〇
〇
〇
円
、
除
幕
・
開

眼
式
費
七
〇
、〇
〇
〇
円
、
募
金
に
要
す
る
諸
費
九
五
、四
〇
〇
円
の
合
計
九
九
九
、

六
〇
〇
円
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
東
京
都
知
事
名
の
許
可
書
に
は
、

募
金
の
名
称
「『
子
育
て
い
の
ち
の
地
蔵
尊
』
建
立
資
金
募
金
」、募
金
の
目
的
『「
子

育
て
い
の
ち
の
地
蔵
尊
」
建
立
資
金
調
達
』、
募
金
の
方
法
「
一
般
有
志
に
趣
意
書

を
配
布
し
、賛
同
者
か
ら
任
意
の
寄
附
を
募
る
」、募
金
の
総
額
「
一
〇
〇
〇
、〇
〇
〇

円
」、
募
金
の
区
域
「
東
京
都
全
域
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
地
蔵
尊
建
立

へ
向
け
て
の
具
体
的
動
き
が
始
ま
っ
た
。

一
方
、
檀
家
の
総
意
と
し
て
、
清
源
寺
境
内
に
地
蔵
尊
像
を
建
立
す
る
旨
の
「
承

諾
書
」（
昭
和
三
八
年
一
一
月
一
八
日
付
）
が
、
寺
の
代
表
役
員
・
責
任
役
員
名
で

作
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
墨
書
し
た
地
蔵
像
の
ス
ケ
ッ
チ
が
残
さ
れ
、
杖
を
持
ち

蓮
華
台
に
立
つ
地
蔵
像
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
建
立
さ

れ
た
唐
金
の
地
蔵
像
は
、
右
手
に
子
ど
も
を
抱
き
左
手
に
宝
珠
を
持
つ
立
像
で
、
ス

ケ
ッ
チ
と
は
異
な
る
。
地
蔵
像
の
注
文
を
受
け
た
濱
田
仏
具
店
に
尋
ね
る
と
、
鋳
造

は
高
岡
市
で
あ
ろ
う
と
の
こ
と
で
調
査
に
訪
れ
た
。

古
く
か
ら
仏
像
製
作
を
行
う
鋳
造
所
の
一
つ
関
善
製
作
所
を
紹
介
さ
れ
、
持
参
し

た
清
源
寺
の
地
蔵
像
の
写
真
を
見
て
も
ら
う
と
、
偶
然
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
製
作
所

で
鋳
造
さ
れ
た
像
で
あ
っ
た
。
経
営
者
関
氏
は
、
一
九
六
四
年
（
昭
和
三
九
）
に
鋳

造
し
た
こ
と
を
鮮
明
に
記
憶
し
、
原
型
は
故
道
具
秀
治
作
で
、
そ
れ
ま
で
子
ど
も
を

抱
く
姿
の
地
蔵
像
を
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
印
象
的
だ
っ
た
と
語
る
。
濱
田
仏

具
店
の
見
積
書
に
は
「
関
先
生
原
型
代
」
と
の
メ
モ
書
き
が
あ
り
、
原
型
が
「
関
先

生
」
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
と
推
測
し
て
い
た
が
、
関
善
製
作
所
を
意
味
し
て
い
た
こ

と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
但
し
、
ど
の
時
点
で
子
ど
も
を
抱
い
た
様
式
に
変
更
さ
れ

た
か
に
関
し
て
は
不
明
で
あ
る
。

募
金
に
つ
い
て
は
『
子
育
て
い
の
ち
の
地
蔵
尊
建
立
協
賛
芳
名
簿
』
か
ら
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
は
、
総
数
二
二
六
七
名
の
署
名
が
寄
附
金
額
と
共
に
記
録
さ

れ
て
い
る
。
寄
附
金
額
は
一
件
五
〇
円
か
ら
三
万
円
で
、
合
計
一
、二
一
六
、三
九
六

円
の
浄
財
が
集
ま
っ
て
い
る
。
名
簿
の
住
所
は
、
清
源
寺
町
内
を
始
め
都
内
と
そ
の
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周
辺
部
が
多
い
。
こ
の
浄
財
に
よ
っ
て
地
蔵
建
立
と
開
眼
供
養
が
執
行
さ
れ
、
領
収

書
一
式
の
内
容
は
以
下
で
あ
る
。

唐
金
地
蔵
尊 

四
八
〇
、〇
〇
〇
円
、
土
台
石 

一
〇
、〇
〇
〇
円
、
土
台
下
カ
ロ
ー

ト 

九
、〇
六
〇
円
、
水
道
工
事 

七
、四
八
〇
円
、
電
気
工
事 

九
、九
三
〇
円
、
造
園

工
事 

一
二
、五
〇
〇
円
、水
鉢
代
金
一
八
、〇
〇
〇
円
、セ
メ
ン
ト 

一
四
、〇
〇
〇
円
、

穴
掘
り
カ
ロ
ー
ト
内 

五
、五
〇
〇
円
、
石
材
運
搬 

二
、〇
〇
〇
円　

他
に
募
金
関
係
の
必
要
経
費
と
し
て
、
印
刷
費
、
通
信
費
、
交
通
費
な
ど
の
明
細
、

開
眼
供
養
関
係
の
費
用
と
し
て
、
広
告
用
短
冊
、
稚
児
申
込
書
、
御
姿
御
守
申
込
書
、

お
守
袋
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
案
内
状
、
ポ
ス
タ
ー
、
切
手
、
模
擬
店
、
記
念
品
、
記

念
菓
子
、
線
香
、
供
物
、
酒
、
出
僧
料
、
食
器
使
用
料
、
会
場
設
備
費
、
等
々
の
記

録
が
あ
る
。
結
局
、
差
引
き
一
七
、二
九
八
円
の
赤
字
で
、
不
足
分
は
清
源
寺
が
地

蔵
に
奉
納
す
る
形
で
収
支
を
合
わ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
清
源
寺
の
地
蔵
尊
建
立

は
、
一
般
の
人
び
と
の
多
額
の
浄
財
に
よ
っ
て
実
現
し
、
開
眼
供
養
も
盛
大
に
行
わ

れ
た
。

地
蔵
尊
の
傍
ら
に
は
「
子
育
て
い
の
ち
の
地
蔵
尊
由
来
」
の
碑
が
あ
り
、
文
言
は

静
江
氏
に
よ
る
と
い
う
。
以
下
が
そ
の
全
文
だ
が
、
注
目
し
た
い
の
は
中
絶
胎
児
を

「
水
子
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。〈
写
真
5
〉

生
き
と
し
生
き
る
も
の
す
べ
て
そ
の
生
を
全
う
す
る
は
極
め
て
難
し
こ
の
世

に
生
を
得
た
る
も
水
子
と
し
て
は
か
な
く
去
る
も
の
戦
後
二
千
万
よ
う
や
く
に

し
て
世
に
出
で
た
る
も
不
慮
の
事
故
に
よ
る
死
者
そ
の
数
を
知
ら
ず
人
の
い
の

ち
は
か
な
き
こ
と
限
り
な
し

本
地
蔵
尊
は
い
の
ち
を
失
い
し
人
び
と
の
霊
を
供
養
し
こ
の
世
に
生
ま
れ
出

で
し
幼
子
す
べ
て
す
こ
や
か
に
育
ち
世
の
平
和
を
つ
く
れ
よ
と
二
千
有
余
の

人
々
の
人
の
い
の
ち
の
尊
さ
を
思
う
祈
り
を
こ
め
て
建
立
せ
ら
れ
た
り
依
っ
て

子
育
て
い
の
ち
の
地
蔵
尊
と
命
名
す

　
　
　
　
　
　
　

昭
和
四
〇
年
四
月
吉
日　

　

清
源
寺

　
　

写真5　子育ていのちの地蔵尊

ま
た
、「
清
源
寺
子

育
て
い
の
ち
の
地
蔵
尊

奉
賛
会
」
の
名
で
八
月

二
三
、二
四
、二
五
日
に

「
地
蔵
盆
ご
案
内
」
の

葉
書
が
保
存
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
に
は
「
地
蔵

盆
供
養
・
水
子
供
養
・

延
命
息
災
祈
願
執
行
い

た
し
ま
す
」
と
あ
り
、

初
め
て
「
水
子
供
養
」
の
語
が
み
ら
れ
る
。
案
内
状
に
は
年
代
が
印
刷
さ
れ
て
い
な

い
が
、
葉
書
が
七
円
、
郵
便
番
号
枠
が
五
桁
で
あ
る
こ
と
か
ら
一
九
六
六
年
（
昭
和

四
一
）
七
月
以
降
一
九
七
一
年
（
昭
和
四
六
）
ま
で
に
送
付
さ
れ
た
も
の
と
分
か
る
。

こ
の
期
間
に
地
蔵
盆
供
養
、
延
命
息
災
祈
願
と
同
日
に
水
子
供
養
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
清
源
寺
に
お
け
る
地
蔵
尊
建
立
は
、「
い
の
ち
を
大
切
に
す
る

運
動
」
を
背
景
と
し
て
進
め
ら
れ
、
中
絶
胎
児
を
供
養
す
る
具
体
的
場
と
対
象
を
提

示
し
一
般
の
人
び
と
を
対
象
と
し
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
水
子
供
養
の
萌
芽
と
も

い
う
べ
き
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
清
源
寺
の
供
養
は
、
現
在
ま
で
毎
年
行
わ

れ
近
年
も
一
〇
〇
人
程
の
参
加
が
あ
る
が
、
地
域
を
超
え
て
広
く
周
知
さ
れ
る
ま
で

に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

❹
水
子
供
養
の
流
行

こ
こ
で
は
、
水
子
供
養
専
門
寺
院
と
し
て
の
先
駆
的
役
割
を
果
た
し
た
紫
雲
山
地

蔵
寺
の
水
子
供
養
に
つ
い
て
報
告
し
、
合
わ
せ
て
水
子
供
養
が
全
国
的
展
開
し
た

一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
の
社
会
に
つ
い
て
、
産
科
医
療
の
進
展
・
中
絶
・
胎
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児
の
可
視
化
・
水
子
霊
な
ど
を
切
り
口
と
し
て
、
水
子
供
養
の
流
行
の
要
素
を
読
み

解
い
て
み
た
い
。

（
1
）水
子
供
養
専
門
寺
院
の
誕
生
―
紫
雲
山
地
蔵
寺

地
蔵
寺
が
提
示
し
た
水
子
供
養
は
、
短
期
間
に
全
国
的
な
広
が
り
を
み
せ
た
。
そ

れ
は
、
地
蔵
寺
が
提
示
し
た
供
養
の
在
り
方
が
多
く
の
人
び
と
に
支
持
さ
れ
受
容
さ

れ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
以
下
に
、
地
蔵
寺
の
水
子
供
養
を
概
観
し
、
水
子
供
養

流
行
を
生
ん
だ
社
会
背
景
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
。

一
九
七
一
年
（
昭
和
四
六
）、
埼
玉
県
秩
父
郡
小
鹿
野
町
に
水
子
供
養
を
専
門
と

す
る
紫
雲
山
地
蔵
寺
が
開
山
し
た
。
寺
を
創
建
し
初
代
住
職
と
な
っ
た
橋
本
徹
馬

（
一
八
九
〇
〜
一
九
九
〇
）
は
、大
正
一
三
年
（
一
九
二
四
）
に
政
治
結
社
「
紫
雲
荘
」

を
創
立
、全
国
主
要
都
市
で
定
期
的
に
講
演
会
を
開
催
す
る
政
治
運
動
家
で
あ
っ
た
。

同
時
に
、
橋
本
は
「
い
の
ち
を
大
切
に
す
る
運
動
」
の
協
賛
者
で
も
あ
り
、
首
相
佐

藤
栄
作
の
政
治
的
相
談
役
の
一
人
で
も
あ
っ
た
。

橋
本
が
水
子
供
養
を
発
願
し
た
の
は
、
各
地
で
行
っ
て
い
た
講
演
会
開
催
後
に
必

ず
行
っ
た
参
加
者
を
対
象
と
し
た
個
別
の
人
生
相
談
の
影
響
で
あ
っ
た
。
一
九
六
〇

年
（
昭
和
三
五
）
の
会
誌
『
紫
雲
』
の
記
事
に
、「
婦
人
科
系
の
病
気
に
な
っ
た
の

は
、中
絶
し
た
子
ど
も
が
い
る
た
め
で
は
な
い
か
」「
妻
が
患
う
息
苦
し
さ
の
原
因
は
、

中
絶
し
た
子
ど
も
の
影
響
で
は
な
い
か
」と
の
相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る

）
50
（

。
し
か
し
、

こ
の
時
点
で
橋
本
は
、
中
絶
が
病
気
の
原
因
で
あ
る
と
は
断
言
し
て
い
な
い
。
し
か

し
、
そ
の
後
、
一
九
六
四
年
（
昭
和
三
九
）
の
会
誌
で
は
、
人
工
妊
娠
中
絶
の
弊
害

を
説
く
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
期
は
、「
い
の
ち
を
大
切
に
す
る
運
動
」
を
背
景
と

し
て
「
子
育
て
い
の
ち
の
地
蔵
尊
」
建
立
に
向
け
た
活
動
が
始
ま
っ
た
時
期
で
も
あ

る
。地

蔵
寺
に
よ
る
と
、
人
生
相
談
に
お
い
て
橋
本
が
中
絶
と
家
庭
内
の
不
幸
が
関
係

し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
と
語
ら
れ
る
が
、
中
絶
と
家
の
不
幸
の
関
係
性
に
気
づ

い
た
こ
と
に
加
え
て
「
い
の
ち
を
大
切
に
す
る
運
動
」
に
関
わ
る
中
で
、
供
養
の
必

要
性
を
感
じ
、中
絶
胎
児
の
供
養
の
場
と
し
て
地
蔵
寺
を
創
建
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
橋
本
は
宗
教
者
と
し
て
の
側
面
も
も
つ
。
二
〇
歳
代
か
ら
各
地
で
宗
教
的

な
修
行
を
続
け
、一
九
五
八
年
（
昭
和
三
三
）
以
降
は
、紫
雲
荘
主
催
で
秩
父
・
坂
東
・

四
国
の
各
霊
場
の
巡
礼
な
ど
の
宗
教
的
活
動
を
行
っ
て
い
る

）
51
（

。
な
お
、
橋
本
徹
馬
に

つ
い
て
霊
能
者
で
あ
る
と
す
る
説
明
も
み
ら
れ
る
が
、
地
蔵
寺
に
お
い
て
は
、
橋
本

徹
馬
は
霊
能
者
と
位
置
付
け
て
は
い
な
い
。

一
九
七
一
年
の
地
蔵
寺
開
山
は
、
当
日
、
中
絶
認
可
の
条
件
を
厳
格
化
す
る
こ
と

に
肯
定
的
で
あ
っ
た
首
相
佐
藤
栄
作
、
荒
船
衆
議
院
副
議
長
、
さ
ら
に
、
埼
玉
県
知

事
、同
副
知
事
、小
鹿
野
町
町
長
等
が
参
列
し
、町
を
あ
げ
て
の
大
き
な
行
事
と
な
っ

た
。
地
蔵
寺
創
建
は
、
観
光
に
よ
っ
て
活
性
化
し
よ
う
と
い
う
町
と
し
て
の
期
待
も

あ
っ
た
の
で
あ
る

）
52
（

。

地
蔵
寺
は
、中
絶
胎
児
を
「
水
子
（
み
ず
こ
）」
と
呼
び
、水
子
の
霊
魂
供
養
を
「
水

子
供
養
」
と
称
し
て
、
水
子
供
養
の
必
要
性
と
具
体
的
な
供
養
法
を
提
示
し
た

）
53
（

。　

〈
写
真
6
〉　

本
堂
に
は
、
水
子
地
蔵
尊
が
本

尊
と
し
て
祀
ら
れ
、
道
路
に
面
し

た
境
内
に
も
巨
大
な
唐
金
の
水
子

地
蔵
を
設
置
し
、
そ
の
台
座
に
は

「
水
子
地
蔵
尊
」
と
刻
ん
だ
。
こ

の
地
蔵
は
、
彫
刻
家
後
藤
白
童
が

地
蔵
寺
の
た
め
に
原
型
を
作
製
し

た
も
の
で
、
幼
子
一
人
を
腕
に
抱

き
地
蔵
の
足
元
に
は
数
人
の
幼
子

が
す
が
る
様
式
で
、
現
在
、
い
わ

ゆ
る
水
子
地
蔵
・
水
子
観
音
と
し

て
周
知
さ
れ
て
い
る
様
式
の
仏
像

で
あ
る
。
白
童
氏
の
ご
遺
族
か
ら

写真6　紫雲山地蔵寺水子地蔵尊
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の
お
話
や
製
作
過
程
を
写
し
た
写
真
に
は
、
こ
の
地
蔵
像
が
い
く
つ
も
の
試
作
を
繰

り
返
し
て
完
成
し
た
独
自
の
姿
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

地
蔵
寺
は
、
秩
父
観
音
霊
場
第
三
十
一
番
観
音
院
へ
の
道
筋
に
あ
た
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
地
蔵
寺
は
、
霊
場
巡
り
の
大
型
バ
ス
が
休
憩
す
る
場
所
を
提
供
し
た
。
こ

こ
で
バ
ス
を
降
り
た
巡
礼
者
が
目
に
す
る
の
は
、
地
蔵
と
幼
子
の
関
係
を
明
確
に
示

す
巨
大
な
像
で
、
水
子
供
養
を
印
象
付
け
る
効
果
は
十
分
で
あ
る
。

橋
本
は
、
中
絶
と
水
子
供
養
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
受
胎
の
瞬

間
か
ら
人
の
命
で
あ
り
、
従
っ
て
中
絶
は
殺
人
で
あ
る
。
中
絶
の
決
定
権
は
、
最
終

的
に
は
母
に
あ
る
の
で
母
の
責
任
は
大
き
い
。「
中
絶
さ
れ
た
胎
児
は
非
業
の
死
で

あ
る
う
え
に
、
墓
に
も
仏
壇
に
も
祀
ら
れ
ぬ
」
た
め
、「
霊
界
に
入
る
こ
と
も
で
き

な
い
中
有
（
霊
界
と
現
界
の
中
間
）
に
迷
っ
て
」
い
る｢

悲
し
い
、
尽
き
ぬ
恨
み

を
も
つ
霊
魂｣

で
あ
る
。
そ
れ
ら
恨
み
を
持
ち
迷
っ
て
い
る
霊
魂
は
、
社
会
に
「
犯

罪
」「
心
身
障
害
者
」
が
激
増
し
て
い
る
最
大
原
因
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
闇
の

子
の
苦
し
み
と
恨
み
」
は
、父
母
あ
る
い
は
中
絶
を
免
れ
た
同
じ
親
の
子
に
か
か
り
、

問
題
行
動
や
病
気
・
怪
我
を
引
き
起
こ
す

）
54
（

。
橋
本
は
、
そ
の
具
体
的
な
例
と
し
て
、

一
九
七
〇
年
代
に
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
た
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
、
親
へ
の
反
抗
、
登
校
拒

否
、
暴
走
族
、
学
生
運
動
を
上
げ
、
さ
ら
に
、
病
気
や
学
業
成
績
低
下
な
ど
の
原
因

は
、
供
養
さ
れ
な
い
中
絶
胎
児
の
霊
魂
「
水
子
」
の
影
響
で
あ
る
と
説
明
し
た

）
55
（

。

戦
後
の
目
覚
し
い
経
済
発
展
と
価
値
観
の
変
化
は
、
人
び
と
に
物
質
的
豊
か
さ
を

も
た
ら
し
、
反
面
、
急
激
な
変
化
は
人
び
と
に
負
の
影
響
も
た
ら
し
た
。
そ
の
よ
う

な
時
代
に
あ
っ
て
、
橋
本
は
、
家
や
家
族
が
抱
え
る
解
決
し
難
い
不
幸
を
水
子
の
影

響
で
あ
る
と
説
明
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
水
子
供
養
の
具
体
的
方
法
を
提
示

し
た
。
そ
れ
は
「
お
詫
び
」「
償
い
」「
供
養
」
の
三
点
を
柱
と
し
て
、
中
絶
し
た
我

が
子
に
、
ま
ず
「
お
詫
び
」
を
し
、
位
牌
代
わ
り
に
仏
壇
に
地
蔵
な
ど
を
祀
る
こ
と

を
奨
め
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
家
の
菩
提
寺
や
墓
あ
る
い
は
地
蔵
寺
に
水
子
の
墓
と
し

て
石
地
蔵
を
祀
る
こ
と
も
薦
め
た
。
ま
た
、
毎
日
百
円
程
度
の
お
金
を
供
え
、
水
子

供
養
の
た
め
に
使
う
こ
と
が
「
償
い
」
で
あ
る
と
し
て
、
地
蔵
寺
や
各
家
の
檀
那
寺

に
納
め
る
こ
と
を
推
奨
し
た
。

そ
し
て
、こ
の
よ
う
な
「
お
詫
び
」
と
「
償
い
」
に
よ
っ
て
、初
め
て
水
子
は
「
供

養
」を
受
け
入
れ
る
の
だ
と
説
い
た

）
56
（

。
地
蔵
寺
の
水
子
供
養
は
、橋
本
が
全
国
で
行
っ

て
い
た
講
演
会
や
地
蔵
寺
が
作
成
し
て
配
布
し
た
水
子
供
養
に
関
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
、
あ
る
い
は
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
紹
介
さ
れ

）
57
（

、
短
期
間
の
う
ち
に
全
国
に
知
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

後
述
す
る
が
、
地
蔵
寺
が
開
山
し
た
一
九
七
〇
年
代
は
、
産
科
医
療
機
器
の
進
歩

に
よ
り
母
体
内
の
胎
児
が
可
視
化
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
。か
つ
て
中
絶
し
た
胎
児
を
、

そ
の
よ
う
な
情
報
を
通
し
て
、
我
が
子
あ
る
い
は
個
別
の
命
と
し
て
認
識
す
る
よ
う

に
な
っ
た
時
期
で
あ
り
、
中
絶
胎
児
の
霊
魂
に
つ
い
て
も
我
が
子
の
霊
魂
と
し
て
認

識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
ら
の
霊
魂
を
個
別
に
供
養
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
時
代
に
な
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
、
地

蔵
寺
は
、
参
詣
者
の
個
別
の
供
養
に
応
じ
、
中
絶
胎
児
の
供
養
の
た
め
専
用
の
石
地

蔵
奉
納
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
石
地
蔵
は
、
奉
納
者
に
と
っ
て
は
、
我
が
子
を
守

り
救
う
地
蔵
の
姿
で
あ
る
と
同
時

に
、
我
が
子
の
姿
そ
の
も
の
で
も

あ
り
、
さ
ら
に
墓
と
し
て
も
見
做

さ
れ
る
存
在
で
あ
ろ
う
。
地
蔵
寺

境
内
に
は
、
現
在
、
全
国
か
ら
個

人
や
団
体
名
で
奉
納
さ
れ
た
石
地

蔵
が
一
万
四
千
体
余
あ
る
。〈
写

真
７
〉

さ
ら
に
、
水
子
地
蔵
尊
像
や
水

子
観
音
像
が
、
仏
像
生
産
地
高
岡

市
関
善
製
作
所
で
大
量
生
産
さ

れ
始
め
た
の
は
、
昭
和
四
七
年

（
一
九
七
二
）
以
後
の
こ
と
で
あ

写真７　奉納された石地蔵
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る
。
水
子
供
養
は
一
九
七
〇
年
代
半
ば
以
降
に
流
行
期
を
迎
え
る
が
、仏
像
生
産
は
、

水
子
供
養
流
行
よ
り
僅
か
に
先
行
し
て
い
る
。
水
子
供
養
専
用
の
参
拝
対
象
が
現
れ

た
こ
と
も
流
行
を
生
む
要
因
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
2
）水
子
供
養
流
行
と
そ
の
社
会

産
科
医
療
技
術
の
進
歩
と
胎
児
の
可
視
化

水
子
供
養
が
流
行
し
た
一
九
七
〇
年
代
半
ば
か
ら
一
九
八
〇
年
代
は
、
産
科
医
療

機
器
の
進
歩
が
著
し
い
時
代
で
あ
っ
た（
表
2
）。
一
九
六
〇
年（
昭
和
三
五
）に
は
、

分
娩
監
視
装
置
が
実
用
化
さ
れ
胎
児
の
心
音
や
心
拍
の
測
定
が
可
能
に
な
っ
た
。
そ

の
後
、
一
九
七
〇
年
代
末
ま
で
に
は
日
本
産
婦
人
科
学
会
登
録
機
関
で
の
装
置
設
置

率
は
八
八
・
五
％
（
日
産
婦
登
録
機
関
対
象
、
昭
和
四
〇
年
代
四
五
％
、
昭
和
五
〇

年
初
四
九
％
）
と
な
り
、
妊
産
婦
に
と
っ
て
は
胎
児
を
確
認
で
き
る
身
近
な
医
療
機

器
と
な
っ
た
。一
九
七
〇
年
代
半
ば
に
は
超
音
波
診
断
装
置
の
臨
床
活
用
が
始
ま
り
、

わ
ず
か
妊
娠
五
週
で
胎
児
の
確
認
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
の
後
は
、
国
産
の
超
音
波

診
断
装
置
開
発
に
よ
り
、
産
科
に
お
い
て
も
日
常
的
な
診
断
用
機
器
に
な
り
、
妊
婦

は
母
体
内
の
胎
児
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
八
〇
年
代
半
ば
に
は
、
超

音
波
ド
ッ
プ
ラ
ー
胎
動
計
に
よ
り
、
授
精
後
わ
ず
か
二
〇
日
程
の
胎
児
心
拍
が
確
認

可
能
と
な
る
。妊
娠
の
自
覚
以
前
に
胎
児
が
確
認
で
き
る
時
代
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

近
年
は
、
検
診
時
に
3 

D
画
像
や
リ
ア
ル
タ
イ
ム
3 

D
（
4  

D
）
の
利
用
も
一
般

化
し
て
い
る
。

一
方
、
避
妊
知
識
の
浸
透
も
著
し
く
、
一
九
七
五
年
（
昭
和
五
〇
）
の
毎
日
新
聞

に
よ
る
調
査
に
お
い
て
避
妊
実
行
率
が
八
二
％
と
な
り
、
避
妊
が
出
産
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
の
手
段
と
し
て
ほ
ぼ
浸
透
し
た
こ
と
を
示
す

）
58
（

。
望
む
時
期
に
欲
し
い
だ
け
の
子
ど

も
を
つ
く
る
こ
と
が
当
た
り
前
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
新
生
児
医
療
の
進
展
に
よ
り
新
生
児
死
亡
率
が
低
下
し
、
そ
れ
と
連
動

し
て
中
絶
可
能
時
期
も
変
化
し
て
い
っ
た
。
優
生
保
護
法
の
中
絶
可
能
時
期
は
、「
胎

児
が
母
体
外
に
お
い
て
そ
の
生
命
を
保
続
で
き
な
い
時
期
」、
つ
ま
り
、
早
産
で
生

ま
れ
た
子
ど
も
が
、
い
か
な
る
医
学
的
措
置
を
施
し
て
も
助
か
ら
な
い
と
さ
れ
る
時

期
以
前
に
の
み
中
絶
が
認
可
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
新
生
児
医
療
の
進
歩

に
よ
っ
て
早
期
に
生
ま
れ
て
も
助
か
る
事
例
が
増
加
す
る
と
、
中
絶
可
能
時
期
は
変

更
さ
れ
て
き
た
。

優
生
保
護
法
制
定
当
初
は
、上
記
の
よ
う
に
具
体
的
月
数
の
規
定
が
な
か
っ
た
が
、

一
九
五
三
年
（
昭
和
二
八
）
に
妊
娠
八
月
未
満
、
一
九
七
六
年
（
昭
和
五
一
）
に
妊

娠
第
七
月
未
満
（
一
九
七
九
年
に
妊
娠
第
二
三
週
以
前
と
表
現
の
改
正
）
と
な
り
、

一
九
九
一
年
（
平
成
三
年
）
以
降
は
妊
娠
第
二
二
週
未
満
と
規
定
さ
れ
た
。

中
絶
全
盛
期
に
つ
い
て
助
産
婦
た
ち
か
ら
話
を
聞
く
と
、
当
時
、
人
び
と
は
中
絶

に
胎
児
生
命
を
意
識
す
る
こ
と
、
中
絶
児
を
我
が
子
と
み
な
す
意
識
が
希
薄
で
あ
っ

た
こ
と
が
語
ら
れ
る

）
59
（

。
前
述
し
た
よ
う
に
、
中
絶
す
る
こ
と
を
「
と
っ
て
も
ら
う
」

「
と
っ
て
も
ら
っ
た
」
と
の
表
現
は
、
腫
瘍
な
ど
不
要
な
も
の
を
取
り
去
る
こ
と
と

同
様
の
感
覚
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
よ
う
な
感
覚
は
、
現
代
の
感

覚
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
胎
児
生
命
を
認
識
し
な
い
時
代
か
ら
確
実
に
認

識
す
る
時
代
へ
と
変
化
し
た
こ
と
を
示
す
。

そ
れ
ら
の
背
景
に
あ
っ
た
の
は
、
医
療
機
器
の
発
達
に
よ
っ
て
母
体
内
の
胎
児
が

可
視
化
さ
れ
た
こ
と
、
避
妊
の
浸
透
に
よ
っ
て
望
む
子
ど
も
が
誕
生
す
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
、
中
絶
時
期
の
短
縮
に
よ
り
胎
児
に
対
す
る
認
識
が
変
化
し
た
こ
と
な

ど
、
胎
児
に
対
す
る
視
点
の
芽
生
え
と
共
に
、
胎
児
に
生
命
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
が
供
養
へ
の
誘
因
と
も
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
生
殖
補
助
医
療
に
お
い
て
は
、
一
九
七
八
年
（
昭
和
五
三
）
に
英
国
で

初
の
体
外
受
精
児
が
誕
生
し
、
一
九
八
三
年
（
昭
和
五
八
）
に
は
、
日
本
初
の
体
外

受
精
児
が
誕
生
し
た
。
排
卵
誘
発
剤
、
人
工
授
精
、
体
外
受
精
に
よ
る
不
妊
治
療
も

ま
た
、
胎
児
生
命
へ
の
視
点
を
確
か
な
も
の
に
し
た
。
妊
娠
や
出
産
あ
る
い
は
不
妊

治
療
の
話
題
は
テ
レ
ビ
で
も
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
一
九
七
〇
年
代
の
日
本
テ
レ
ビ

の
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
「
金
原
二
郎
シ
ョ
ー
」
で
は
「
お
産
の
手
記
」、
五
分
間
番
組
の

「
赤
ち
ゃ
ん
レ
ポ
ー
ト
」
な
ど
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
放
映
さ
れ
て
い
る
。
不
妊
治
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年　代 産科医療関係 妊娠・出産をめぐる法律 その他
昭和 11 年（1936）胎児心音描写装置＝妊娠・分娩の

正常異常の判断、新生児期の心音
研究

23 年（1948） ・優生保護法制定、人工妊娠中絶認可　
・墓地埋葬等に関する法律制定＝ 4 箇月　
以上の死胎は埋葬しなければならない

24 年（1949） 優生保護法第 1 次改正：中絶の経済的理
由認可、受胎調節普及。

27 年（1952） ・優生保護法第 2 次改正：優生結婚相談
所が優生保護相談所となる　　　　　　
・受胎調節実地指導普及要綱提示（厚生
省公衆衛生局）

28 年（1953） 中絶可能時期は妊娠第 8 月未満と規定 第 1 回水子供養（東京芝増上寺）、～昭
和 35 年第 8 回まで開催〈日本母性保護
医協会〉

29 年（1954） 受胎調節調査開始（実施率 33.2%）〈厚生
省統計調査部〉

・第 2 回水子供養〈日母医〉　　　　
・日本家族計画協会設立

30 年（1955） 優生手術、中絶手術共に最高件数
30 年代　 分娩監視装置発明＝胎児心音・心

拍、陣痛の測定
第 3 ～ 6 回水子供養〈日母医〉

34 年（1959）トーイツ式婦人科用万能吸引器、
日本母性保護医協会が斡旋＝安
全、簡単に中絶可能

・第 7 回水子供養〈日母医〉　　　　　　　　　
・人工中絶未成児慰霊祭（盛岡市久昌
寺）〈盛岡市・岩手県助産婦会・婦人会連
合会〉

35 年（1960）分娩監視装置実用化 第 8 回水子供養（日本母性保護医協会）
41 年（1966）第 1 回ＭＥ委員会（日本産科婦人科

学会）＝医用電気機器の規定・安
全性

・新聞記事　昭 41/5/24　河北新報「産
婦人科の超音波利用」「産婦人科の超音
波診断の本格利用はじまる」（順天堂大
学等）
・丙午で出生数前年比 25% 減少　　　　　

47 年（1972）・臨床用胎児心電計規格作成・超音
波断層装置の安全性調査検討　　　　　　　
・胎児の性別鑑定可能となる（確率
85%）

優生保護法改正案国会提出：経済的理由
削除の法案廃案（S48 再提出も廃案）

50 年（1975）超音波断層法の臨床活用＝妊娠 5
週から確認が可能となる　　

毎日新聞による家族計画世論調査：避妊
実行率 82%、子ども 2 人が定着

51 年（1976） 中絶可能時期は妊娠第 7 月未満と規定 国内初の五つ子誕生（排卵誘発剤によ
る）

52 年（1977）臨床用胎児心電計規格・臨床用分
娩監視装置安全基準設置
国内初の超音波診断装置発売（持田
製薬）＝妊娠分娩の早期診断可能、
前置胎盤・切迫流産などの早期発
見

53 年（1978）分娩監視装置 88.5% 設置（日産婦登
録機関対象）

英国で体外受精児（試験管ベビー）誕生

54 年（1979） 妊娠可能時期は妊娠第 23 週以前と表現
を改正

55 年（1980）超音波診断装置小型化・廉価＝日
常診断用機器、静止断層装置・リア
ルタイム断層装置

57 年（1982）超音波断層装置とラマーズ法によ
る分娩

59 年（1984）超音波ドップラー胎動計＝胎動速
読可能受精後約 20 日で胎児心拍観
察可能となる。これ以前は妊婦の
自覚により超音波で確認。　

平成 3 年（1991） 中絶可能時期は妊娠第 22 週以前と規定
現　　　在　 超音波断層装置による3Ｄ画像、4Ｄ

画像（リアルタイム 3Ｄ）の利用
※　日本産科婦人科学会『日本産科婦人科学会雑誌』 1945 ～ 1984、日本母性保護医協会『二十周年記念』  1970、鈴木由利子「産児制限をめぐる制度

と社会－明治時代以降の歴史を中心に－」『東北学院大学東北文化研究所紀要』34 号、2002より鈴木作成。

表2　産科医療の変遷
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療
に
関
し
て
も
、
一
九
七
六
年
（
昭
和
五
一
）
に
排
卵
誘
発
剤
を
用
い
た
国
内
初
の

五
つ
子
誕
生
、
そ
の
後
続
い
た
多
胎
児
出
産
と
そ
の
子
育
て
の
様
子
、
そ
の
後
は
人

工
授
精
や
体
外
受
精
児
誕
生
な
ど
の
話
題
が
、
そ
の
都
度
テ
レ
ビ
で
取
り
上
げ
ら
れ

た
。一

九
八
〇
年
（
昭
和
五
五
）
に
は
、
出
生
体
重
五
一
七
ｇ
で
誕
生
し
た
子
ど
も
が

無
事
に
育
つ
様
子
な
ど
も
話
題
と
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
頃
、
一
九
八
三
年
（
昭
和

五
八
）
に
N
H
K
で
は
、「
生
命
誕
生
の
秘
密 

受
胎
の
神
秘 

性
の
尊
厳
に
は
じ
め

て
迫
る
」「
体
外
受
精
児
の
誕
生
」「
赤
ち
ゃ
ん
胎
内
か
ら
の
出
発
」
な
ど
の
特
集
番

組
が
放
映
さ
れ
、
人
び
と
は
お
茶
の
間
に
居
な
が
ら
に
し
て
胎
児
の
命
と
向
き
合
う

こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
一
九
七
〇
年
代
前
後
に
産
科
医
療
機
器
の
進
歩
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
母
体
内
の
胎
児
の
可
視
化
は
、
胎
児
を
我
が
子
・
唯
一
無
二
の
命
と
の
認
識

を
生
み
、一
九
八
〇
年
代
初
頭
に
は
、受
胎
や
受
精
卵
な
ど
そ
れ
ま
で
不
可
視
で
あ
っ

た
世
界
が
、
テ
レ
ビ
の
映
像
を
通
じ
て
不
特
定
多
数
の
人
び
と
に
届
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
胎
児
を
我
が
子
あ
る
い
は
個
の
命
と
み
な
す
感
覚
が
一
般
の

人
び
と
に
も
浸
透
し
た
時
代
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

水
子
供
養
を
生
ん
だ
社
会

水
子
供
養
は
、
短
期
間
に
急
速
に
全
国
的
な
広
が
り
を
み
せ
た
。
そ
こ
に
は
当
時

の
社
会
状
況
も
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
水
子
供
養
の
流

行
が
見
ら
れ
る
一
九
七
〇
年
（
昭
和
四
五
）
以
降
一
九
八
五
年
（
昭
和
六
〇
）
ま
で

を
対
象
と
し
、
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
の
番
組
表
か
ら
、
水
子
や
水
子

供
養
に
関
す
る
話
題
を
抜
粋
し
、
合
わ
せ
て
当
時
の
社
会
状
況
に
つ
い
て
記
す
（
表

3
）。戦

後
、
全
国
的
に
展
開
さ
れ
た
受
胎
調
節
・
家
族
計
画
は
、
一
夫
婦
に
子
ど
も
二

人
の
家
族
形
態
を
定
着
さ
せ
た
。
一
九
五
五
年
（
昭
和
三
〇
）
前
後
に
は
、
新
し
い

時
代
の
子
育
て
の
知
識
が
新
聞
や
テ
レ
ビ
で
紹
介
さ
れ
始
め
る
。
健
康
で
賢
い
子
に

育
て
る
こ
と
を
目
指
し
、
父
親
は
家
族
の
た
め
に
働
い
て
収
入
を
得
て
、
母
親
は
主

婦
と
し
て
家
庭
で
子
ど
も
の
養
育
に
力
を
注
ぐ
よ
う
に
な
る
。
一
九
七
一
年
（
昭
和

四
六
）
に
総
理
府
が
行
っ
た
「
子
ど
も
の
し
つ
け
に
関
す
る
調
査
」
で
は
、
躾
は
母

の
仕
事
で
あ
る
と
考
え
る
人
が
六
九
％
に
な
り
、
ま
た
、
母
が
子
ど
も
の
躾
に
自
信

を
も
っ
て
い
る
点
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
戦
後
の
母
た
ち
は
、
新
し
い
子
育
て
の
知

識
を
学
び
、
自
信
を
も
っ
て
子
育
て
を
始
め
た
の
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
（
昭
和

四
五
）
に
は
全
国
の
高
校
進
学
率
が
八
〇
％
と
な
り
、
高
学
歴
志
向
が
明
確
に
な
っ

た
。そ

の
一
方
で
、
一
九
七
〇
年
前
後
か
ら
子
ど
も
の
非
行
や
問
題
行
動
が
目
立
つ
よ

う
に
な
る
。
一
九
七
〇
年
代
初
め
に
は
多
く
の
大
学
で
学
生
運
動
が
激
化
し
、
同
時

に
暴
走
族
、
家
出
、
自
殺
、
家
庭
内
暴
力
、
校
内
暴
力
、
登
校
拒
否
、
小
中
学
生
の

い
じ
め
な
ど
少
年
少
女
を
め
ぐ
る
問
題
行
動
が
メ
デ
ィ
ア
を
賑
わ
し
た
。
ま
た
、
高

校
生
や
未
婚
者
の
妊
娠
・
中
絶
も
問
題
と
な
り
、
高
校
生
の
間
で
妊
娠
中
絶
の
資
金

を
得
る
た
め
の
カ
ン
パ
な
ど
も
流
行
す
る
。
渋
谷
駅
の
コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー
に
嬰
児
が

遺
棄
さ
れ
る
事
件
が
次
々
と
発
生
し
、「
コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー
ベ
ビ
ー
」
の
語
も
生
ま

れ
た
の
も
こ
の
時
代
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
九
八
〇
年
代
に
は
、
二
浪
中
の
予
備
校
生

が
両
親
を
金
属
バ
ッ
ト
で
撲
殺
す
る
事
件
が
起
き
世
間
に
衝
撃
が
走
る
。受
験
戦
争
、

受
験
地
獄
な
ど
の
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
学
業
成
績
の
優
秀
さ
や
高
学
歴
を

求
め
る
風
潮
の
一
方
に
お
い
て
、
そ
れ
に
適
応
で
き
な
い
子
ど
も
が
い
る
こ
と
を
象

徴
す
る
事
件
と
な
っ
た
。

こ
れ
ら
問
題
行
動
を
起
こ
す
子
ど
も
た
ち
は
、
豊
か
さ
の
中
で
親
た
ち
が
手
を
掛

け
て
育
て
た
子
ど
も
た
ち
で
あ
っ
た
。
親
の
期
待
に
応
え
問
題
な
く
育
つ
子
ど
も
が

い
る
一
方
、
非
行
や
問
題
行
動
に
走
る
子
ど
も
た
ち
が
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
一
九
七
〇
年
代
は
、
科
学
で
説
明
で
き
な
い
不
可
思
議
な
世
界
へ
の
関
心

が
高
ま
っ
た
時
代
で
も
あ
る
。
一
九
七
三
年
（
昭
和
四
八
）
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
の

年
に
、小
松
左
京
著『
日
本
列
島
沈
没
』が
出
版
さ
れ
、『
ノ
ス
ト
ラ
ダ
ム
ス
の
大
予
言
』

の
大
ヒ
ッ
ト
、
翌
年
は
、
超
能
力
者
ユ
リ･

ゲ
ラ
ー
が
来
日
し
超
能
力
ブ
ー
ム
に
沸
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年　代 TV ワイドショー番組表 世の中の動き / 産科医療機器の進歩
昭和 45 年
（1970）

妊娠中絶の悪影響（2.2）
優生保護法をめぐって（2.4）
帝王切開死亡事故（2.11）
試験管ベビーの全容初公開（記録フィルム）（3.11）　
試験管ベビーの反応（3.12）/ 試験管ベビー（3.20）
恐るべき人工妊娠中絶の実態（5.13）
棺の中の赤ちゃんは生きていた（6.4）
オギノ学説は避妊法ではない（9.7）

国産初の人工衛星打ち上げ成功（2.11）　　　　　　　　　　　　　　
NHK「母と子の性教育を考えるシリーズ放映」　　　　　　　　　　　　　　　
日本万国博覧会開幕（3.14 ～ 9.13）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
赤軍派日航ハイジャック（3.31）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全国の高校進学率 80%（5.4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
神奈川県立こども医療センター開設（横浜）全国初のこども総合
医療施設（5.26）　　　　　　
三島由紀夫割腹自殺（11.25）　　　　　
不幸の手紙流行同じ手紙を29人に書かないと不幸になる（11月）　　　
東京渋谷のコインロッカーで嬰児死体発見、コインロッカーに
嬰児遺棄事件この年 2 件発生、昭和 46 年 3 件、47 年 8 件、48 年
46 件と急増「コインロッカーベビー」といわれる。
マイカー 4 世帯に 1 台普及　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
光化学スモッグ被害

昭和 46 年
（1971）

三つ児の記録お産の手記（2.2）
勇気ある告白私も実は堕胎の経験がある（4.26）
避妊のすべて（6.8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
排卵誘発剤が九つ子を産んだお産の手記（「お産の手記」以降
開始）（7.9）
避妊の実態（9.7）
いま話題の経口避妊薬のすべて（9.21）
避妊法は間違っている（12.3）

沖縄返還協定調印式（6.17）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
総理府「子どものしつけ」に関する調査：しつけは母親の仕事
69%、母は躾けに自信を持っていること判明（5.4）　　　　　　　　　　　　　
千葉・埼玉・東京・神奈川で初の光化学スモッグ注意報発令
（6.29）　　　　　　　　　
イタイイタイ病訴訟被害者全面勝訴（6.30）　　　　　　　　　　　　　　　　　
全日空機と自衛隊機衝突事故（7.30）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新潟水俣病訴訟被害者勝訴（9.29）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
未婚の母問題化・加賀まりこが未婚の母宣言（12 月）

昭和 47 年
（1972）

人工授精のすべて（2.29）　　　　　　　　　　　　　　　　　
無痛分娩（5.18）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
私は赤ちゃん生みます業（8.16）　　　　　
不妊と中絶の全て（8.21）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
夫と合意で人工授精の子を産んだ（9.27）　　　　　　　　　　　　　　　　　
生理の異常と不妊症（10.9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「ウーマンリブこそ地球を救う産まない自由を、避妊と中絶こ
そ権利」（記事 11.1 付）

沖縄県発足（5.15）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
田中角栄（通産大臣） 『日本列島改造論』（6.11）　→第一次田中内
閣（7.7）
中ピ連結成（中絶禁止法に反対しピル解禁要求する女性解放連
合）（6.14）　
四日市ぜんそく訴訟 6 社共同不法行為認める判決（7.24）
森永乳業ヒ素ミルク中毒患者救済受諾（8.16）
ルバング島で小野田元日本兵救済開始（10.19）
日本列島改造で土地ブーム 
ピアスブーム、兵庫県衛生部ピアス穴あけ機販売禁止（9 月）
日本性教育協会設立『性教育研究』発行（4 月）                                                                                   
死産児に占める奇形率初めて 2% 超えて 2.02%、10 年前は 0.88% 
優生保護法改正案国会提出：経済的理由削除の法案廃案（S48
再提出も廃案）　　　　　　　　　
臨床用胎児心電計規格作成・超音波断層装置の安全性調査検討　　　　　 
胎児の性別鑑定可能となる（確率 85%）

昭和 48 年
（1973）

妊娠中絶は子殺しか ? ！ヤング対母親討論会（2.13）　　　　　　
驚異の中絶薬ＰＧとは ?（2.20）　　　　　　　　　　　　
お母さん ! 我が子に避妊を教えられますか？（3.6）　　　　　　
セックス論争 ! 中絶は是か非か（3.23）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
許せない！高校生に避妊なんて ! 母親対若者の討論会（4.3）　　
妊娠中絶！泣くのは女（4.13）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
避妊の失敗はもうこりごり（4.24）　
女性の解放は避妊薬の解禁か ?!（3.26）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
赤ちゃんあっせん！生命か法か（4.27）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
生み捨て時代に赤ちゃんあっせんは悪か？（4.27）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特集ニッポンの母親考（間引きから生み捨てまで）（5.4）　　　　　　　　　　　
若人はピルをどう考える（6.18）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
私達の生命を絶った母親たち恐るべき妊娠中絶（5.25）　　　　　　　　　　　　　
胎児死体と暮らしたクラブ歌手の告白（6.7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
闇に消えた赤ちゃんの叫び（8.16）

渋谷駅コインロッカーに嬰児遺体（2.5）　→以後各駅で続発　　　　　　　　　　
石巻菊田昇医師による赤ちゃん斡旋判明問題化（4 月）　　　　　　　　　　　　
東京湾の魚介類ＰＣＢ汚染（6.11）
学生運動内ゲバ激化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
石油ショック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
小松左京『日本列島沈没』　　
五島勉『ノストラダムスの大予言』出版

表3　ワイドショー番組表にみる水子・水子供養
参考：『朝日新聞縮刷版』1971 ～ 1985 朝日新聞社。神田文人・小林英夫編『決定版 20 世紀年表』2001、小学館。下川耿史『近代子
ども年表 1926-2002　昭和・平成編』2002、河出書房新社。講談社編『昭和二万日の全記録』14-18、1990、講談社。講談社総合編
集局『日録 20 世紀 1970-1985』1997 ～ 1998、講談社。日本産婦人科学会『日本産科婦人科学会雑誌』1945 ～ 1984より筆者作成
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年　代 TV ワイドショー番組表 世の中の動き / 産科医療機器の進歩
昭和 49 年
（1974）

この際ピルはホントに解禁すべきか !（6.25）　　　　　　　　　　
妊娠・中絶・転落 性の喜びにひそむ女の涙（7.19）　　　　　　　　
母体内でうぶ声が！（8.16）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本 '74 子供は二人まで（8.22）
3 回も中絶して誓った 20 歳の愛（9.4）
快楽・妊娠・自戒もう中絶は耐えられない（10.4）　　　　　　　　　　　　　　　　
避妊ピルは恐い !?（12.20）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

小野田元陸軍少尉ルバング島で救出帰国（3.12）　　　　　　　　　　　　　　　　
ユリ・ゲラー来日 TV 出演超能力ブーム起こる（3 月）
足尾鉱山鉱毒事件和解（5.10）　
念力でスプーン曲げる川崎市の 11 歳少年『少年サンデー』誌上
に登場（1 月）、ユリ・ゲラー（米）テレビ出演、超能力、オカル
トブーム（3 月）、
小中学生に催眠術遊び、こっくりさん流行（6 月）、
広島市私立高校文化祭に「心霊術コーナー」登場、実技披露で見
物人の多数女子高生が術にかかり3日間狂乱状態となる（8.23）、　
青梅駅、福生駅の入場券「福が生まれる」と縁起良いと爆発的人
気（1 月）、
五島勉『ノストラダムスの大予言』映画大ヒット　
東京でサリドマイド訴訟和解、サリドマイド児生まれて 15 年目
で解決（10.13）
国民総生産戦後初のマイナス成長、ゼロ成長社会の言葉が流行　
出生率 6 年ぶり減少　　
オカルトブーム　　

昭和 50 年
（1975）　

追いつめられた母親妊娠 9 カ月で中絶！（1.23）　　　　　　　　　
対決 ! 赤ちゃん斡旋の是非（3.4）/ 中絶是非 菊田昇（4.2）　　　　
中絶！この悲惨な現実（5.1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
妊娠中絶悲惨な実態（5.8）　
流産に耐えて大空真弓に赤ちゃん（6.16）　
女子高生妊娠中絶資金カンパの実態 !!（7.1）　
独占会見 ! 流産した加賀まり子（8.1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
菊田医師ハワイへ乳児斡旋 ! その時産みの母は…（8.27）

警察庁『非行少女白書』報告（3.6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
警察庁暴走族総合対策委員会発足取締強化（6.11）　　　　　　　　　　　　　　　
横溝正史ブーム『犬神家の一族』『八墓村』など 500 万部売れる
紅茶キノコブーム春～夏には終了（5 月）、　
登校拒否の高 1 少年祖母殺害箪笥に隠していたのが発覚（埼玉
県）（9.5）　
中核派核マル派抗争激化  
毎日新聞による家族計画世論調査：避妊実行率 82%、子ども 2
人が定着
超音波断層法の臨床活用＝妊娠 5週から確認が可能となる　

昭和 51 年
（1976）

芸者＋美ゲイ＋人工授精＝女らしさ復活宣言 !?（1.6）　　　　　
臨床医からの告発！ピルは母体をダメにする !?（2.2）　　　　　　
中絶！生と死のわかれめ（2.9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中絶 3 回愛し信じ棄てられた女の復讐！（2.11）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
排卵誘発剤で五つ子を生む法！（2.12）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
排卵誘発剤は福音か（2.12）　　　　　　　　　　　　　　　　　
女子中学生妊娠中絶資金カンパの実態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
子供うみます 300 万円 ! 私は腹貸し屋だった（6.11）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
妊娠子売りサギ（7.2）
中絶失敗 !! 外に子を求める夫と不妊妻の悲哀（7.28）　　　　　　　　　　　　　　
水子よ母を許して！中絶児の鎮魂（8.24）　　　　　　　　　　
高校三年中絶 2 回 !! そしてまた妊娠二カ月（8.26）　　　　

鹿児島市立病院で国内初の 5 つ子誕生、排卵誘発剤論議盛んに
なる（1.31）　　　　　　　　
ロッキード事件で田中角栄前総理逮捕（7.27）　
総人口の 8.1％が 65 歳以上、高齢化社会へ　　　　　　　　　　　　　　　
子どもの胃潰瘍急増                                                                                                
中絶可能時期は妊娠第 7月未満と規定

昭和 52 年
（1977）

緊急報告爆発する性の乱れ女子中学生妊娠続出 !!（1.6）　　　　
怪奇総集編入院中の私を襲う子どもの死霊（3.23）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
哀れ中絶胎児の霊が母を慕って水子地蔵（6.9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
棄てた男に復讐する女の怨霊か水子の祟り？（8.17）　　　　　　　　　　　　　　　　
宙に舞う水子の霊、たたりにおびえる女の叫び !（9.9）　　　　　　　　　　　　　　
結婚は嘘 !? 中絶 3 回愛する男を切った看護婦（10.13）

幼児の先天性代謝異常検査制度スタート（4 月）　　　　　　　　　　　　　　　　
厚生省「母乳キャンペーン」人工栄養よしとされ母乳 2% 以下と
なったため（5.5）
日航機赤軍派にハイジャックされる（9.28）　
カネミ油症事件被害者全面勝訴（10.5）　　　
流行語「たたりじゃ」　
カラオケ大流行　
平均寿命男 72.69 歳、女 77.95 歳で世界一　
中学生の自殺増加　 　
臨床用胎児心電計規格・臨床用分娩監視装置安全基準設置 
国内初の超音波診断装置発売（持田製薬）＝妊娠分娩の早期診断
可能、前置胎盤・切迫流産などの早期発見　　　　　　　　

昭和 53 年
（1978）

赤ちゃん斡旋の菊田医師（3.27）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
離婚妻の告白 ! 人工受（ママ）精を勧めた夫の豹変（4.26）
心ならずも闇に葬った我が子 ! 胎児の霊供養（6.8）　
ニセ中絶薬 '（7.28）　　
特集 ! 怪奇霊写真山本豊三の愛児の霊が…（8.3）　
死者続出の仏崎 ! 事故現場の地蔵に子供の霊（11.9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
賽の河原に哭く子供の霊（11.16）　
体験 !! 怪奇特集子供の怨霊に憑かれた私（11.23）　　　　　　　　
今年の怪奇総特集獣霊、水子霊、怪写真（12 .28）

総理府初の『婦人白書』（1 月）　
厳戒態勢の中、成田空港開港（5.20）　　　
英：世界初の体外受精児誕生、試験管ベビー第 1 号、女児 2,600g
ルイーズちゃん（7.25）　　　　　
日中平和友好条約調印（8.12）　　
ローマ教皇庁自然の摂理に反すると非難（7.26）　　　　　　　　　　　　　　　　
幼稚園通学する子ども数 249 万人でピーク　
竹の子族　
家庭内暴力　　　
米でエイズ患者発見                                                                                                
分娩監視装置 88.5% 設置（日産婦登録機関対象）
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年　代 TV ワイドショー番組表 世の中の動き / 産科医療機器の進歩
昭和 54 年
（1979）

棄てた男に復讐の怨霊か？水子のたたりか（3.22）　　
水子の霊が写真に…（3.22）　
赤ちゃんあっせん事件 ! 菊田医師の訴え（7.18）　　
津軽の霊場に祟りの石　幼子たちの霊が叫ぶ（7.18）　　
17 歳で中絶した私に亡母の霊が深夜の説経（8.2）
怪談 !!水子の祟りか我が子を襲う子供の霊（8.15）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
戦慄の水子霊 親子兄弟にもたたると言う恐怖（10.23）

初国公立大学共通一次試験実施（1.13）　
ウサギ小屋（EC 委の対日戦略基本文書に日本人を「ウサギ小屋
に住む働き気ちがい」とある事が判明（3.29）　
パーソナルコンピューターＰＣ8001発売パソコンブームのきっ
かけとなる（9 月）　
インベーダーゲーム流行　
夕暮れ族（若い女性と中年男性のカップル）　
天中殺　　　
口裂け女のうわさ全国の子どもに広まる                                                                                    
中絶可能時期は妊娠第 23 週以前と表現を改正

昭和 55 年
（1980）

不妊症、恐怖の初回妊娠中絶（1.17）　　　　　　　　　
性が怖い !2 年で中絶 4 回幼妻の成人式（1.23）　
水子霊の怪 ! 夜な夜なえい児のなき声が（2.7）　
ああ、2 万体の水子供養祭（12.12）　
絵馬に見た水子の霊（5.22）　
避妊全研究（5.29）　
私は１万ドルでおなかを貸した ! 代理母の告白（6.4）　
母を呼ぶ幼子の霊（6.11）　
話題沸騰 !! 代理妻の告白（6.11）　
16 で結婚 !! 子供 6 人産み捨て（9.16）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
恐怖 !!水子霊のさわり（9.19）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
なぜ ?水子地蔵が大繁盛 !（9.22）　
今こそやすらぎを求めて水子霊（9.30）　
激増中高生中絶 ! 水子寺に生態をみた（10.24）　
実在する死後の世界 !?（4.9）　
丹波哲郎が明かす ! これが死後の世界だ（5.14）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
丹波哲郎に聞く死者の世界（5.22）
丹波哲郎による死後の 6.25）　
富士見産院事件子宮摘出（各局）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ドキュメント「がんばれ !! 奇跡の赤ちゃん 517 グラムで生まれ
たあの春香ちゃんは今・・・」（フジ）（12.6）

新宗教イエスの方舟（7.3）　
所沢市富士見産婦人科病院不必要な臓器摘出手術（9.11）　　　
二浪中の予備校生両親を金属バットで撲殺（11.29）
校内暴力、家庭内暴力急増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ルービックキューブ流行                                                        
超音波診断装置小型化・廉価＝日常診断用機器、静止断層装置・
リアルタイム断層装置

昭和 56 年
（1981）

丹波哲郎が死後の世界を取材（1.19）　
衝撃中絶費欲しさに高校 3 年 KO 強盗（2.5）　
中 3 生に避妊教本（3.18）　　　　　　　　　
人間愛か人身売買か ? 代理出産ママ衝撃の来日 ! 不妊夫婦の救
世主か ?（3.31）　
子宝ママ 15 目出産 !（4.15）
中絶 8 回させ夫は女と蒸発 !! 心痛の妻流産（5.26）　
中絶してまで夫をガンから救った妻の愛 !!（5.27）
許さない !! 中絶 4 回私をすてた愛人（5.28）　　　　　　
えい児 5 人殺し（6.10）　
愛人の執念 !! 中絶させ棄てた女の怨霊が今（7.16）
中絶のたたり !?赤子の霊に怯える女高生の怪（7.23） 
子供の性教育あなたならどうする（8.20）　
異常告白私は子を殺したくなる（10.14）　　　　　　　　　

中国残留日本人孤児 47 人初の正式来日（26 人身元判明）（3.2）
厚生省、全国のベビーホテルの一斉点検、94％に欠陥（3 月）　
台湾で遼東航空旅客機墜落向田邦子ら日本人 18 人犠牲（8.22）　　　　　　　　　
ガンが死因の 1 位となる

昭和 57 年
（1982）

代理妻 !! 無理やり他人の子を産まされた私（1.20）　　　　　　　
怪奇血の池に秘められた幼子の叫び !!（1.14）　　　　　　　　　
身障夫妻に授精児（3.16）　　　　　　　　　　　　　　　　
恨み !? 映画の撮影現場にさ迷う水子の怪（3.18）　　　　
水子よ泣くな ! 女医の叫び（6.4）/ 妊娠中絶改正の是非（6.22）
怪奇 !?水子地蔵に赤ん坊の亡霊（6.25）
人形の復讐は水子霊の祟り（7.29）　　　　　　　　　　　
5 つ子誕生（10.5）
森進一が水子墓建立（10.5）　　　　　
水子供養の森進一（10.7）　　　　　　　　　　　　　　　　　
水子の怪異 !!（12.9）　
体外受精児誕生へ向け日本も体制着々基礎、臨床とも研究進
む「授精着床学会」も発足へ（朝日 11 .15 付）　　　　　　　　

東京永田町ホテルニュージャパンで火災死者 33 人（2.8）
日航機羽田空港着陸寸前に逆噴射墜落（心身症の機長による）
（2.9）
東北新幹線大宮ー盛岡間開業（6.23）  
超音波断層装置とラマーズ法による分娩
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年　代 TV ワイドショー番組表 世の中の動き / 産科医療機器の進歩
昭和 58 年
（1983）

広告『胎児は見ている』（T、バーニー著）（朝日 1.11 付）
怪異 !! 娘を襲った水子霊が母の秘密を暴露（1.20）　　　　　　　　　　　　　　　　　
広告『朝日ジャーナル』優生保護法「改正」に疑義あり「中絶の
自由」を求める悲しみ（朝日 2.17 付）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
水子霊の復讐 !? 姑の虐待に中絶した嫁の私（2.24）   
妊娠テスター（2.28）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
体外受精着床成功（3.15）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
試験管ベビー日本でもついに成功 10 月に産声子供がほしい夫
婦に朗報（3.17）　
中絶禁止 !? 女の生き方男の責任（3.18）
試験管ベビー日本第一号Ａ子さん（仙台 30 歳）の喜び！（3.22）　
水子地蔵は女の堕落（4.28）
赤ちゃんごめんなさい水子地蔵と涙の女たち（5.12）
新中絶薬が認可？（5.20）
広告『死後の世界の証明』『死ぬ瞬間の書』『守護霊団』丹波哲郎
（朝日 10 .11 付）
開放ギャル夏の決算無惨 !!水子霊が復しゅう !? 怪奇現象続々
（10.27）
ズバリ解答！何でも相談不幸続発前妻の祟り !?」加持でタタリ
を払え！水子地蔵はんらん（12.13）
広告『体外受精成功までのドキュメント』鈴木雅洲著（朝日
10 .8）

『婦人公論』「全国ルポ体外受精の福音をどう受けとめる」（朝
日 10 .8）

『ムー』死後の世界の神秘と謎 11 月号（朝日 10 .10 付）
NHK「生命誕生の秘密 受胎の神秘 性の尊厳にはじめて迫る」
（9.19）
NHK「体外受精児の誕生」（10.15）　　　　　　　　　　　
NHK 記録報道「赤ちゃん胎内からの出発」（12.2）　

戸塚ヨットスクール校長傷害致死容疑で逮捕、76 年来情緒障害
児のしごき（6.13）
大韓航空機サハリン沖で領空侵犯ソ連軍撃墜される（9.1）　
ロッキード事件田中角栄に懲役 4 年追徴金 5 億円の判決（10.12）　　　　　　　　
東北大で日本初の体外受精児誕生（10.14）　
自殺少年 657（男 452、女 205、19 歳 201 人、最年少 9 歳）原因は
26.9% が学校問題、次に親との不和などの家庭問題、家出少年 5
万 6513 人（内女子 54.1%）、　
全国暴走族グループ 561、3 万 7649 人、17 歳 20.8%、19 歳
19.0%、18.9%　
交通事故・溺死など子どもの不慮の事故死 4,818 人（0 歳 500、
1-4 歳 1079、5-9 歳 702、10-14 歳 405、15-19 歳 2.132　
パソコン、ワープロ急速に普及　　
TV ドラマ『おしん』最高視聴率 62.9％　　
TV ドラマ『積み木くずし』　　
女性雑誌創刊相次ぎ 250 誌で史上最高記録　　　　　　　　　　　

昭和 59 年
（1984）

水子霊のたたりと嫁を責める姑（2.23）　
悪霊のお告げで堕胎を迫る姑！（5.31）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
胎児売買（7.17）　
胎児の悲鳴が聞こえる !! 水子寺で泣く女たち（11.14）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
なぜはやる水子供養（12.5）

三浦和義ロス疑惑（1 月）
1 人暮らし老人 100 万人突破（1 月）
江崎グリコ社長誘拐事件（3.18）　
国籍法、戸籍法改正、父母両系主義採用（5.25）
グリコ事件犯人「かい人 21 面相」森永製菓脅迫青酸入り製品発
見（9.12）　
生活程度を中流と考える人が 90％に達する
働く主婦全体の半数超える 　
超音波ドップラー胎動計＝胎動速読可能受精後約 20 日で胎児
心拍観察可能となる。これ以前は妊婦の自覚により超音波で確認

昭和 60 年
（1985）

避妊手術を強要する鬼姑（1.17）
あなたの子産みます !! 代理母親業 700 万円 !!（2.5）
衝撃乱れた性 !! 中高生妊娠中絶の実態に迫る !!（7.4）
胎児売買の衝撃（7.8）
母親が不妊の娘の「代理母」になった出産！！「他人の腹を借
りるならいっそお母さんに…」（7.23）
妊娠中絶は何回まで大丈夫か？（7.23）
水子霊と祖先霊 ! 恐怖の霊体験（8.7）
許せぬ誤診 ! 勘違いで妊婦の胎盤摘出…中絶（10.11）　
論壇「体外受精に潜む危険な側面」（朝日 8.2 付）
七つ子妊娠・・・中絶、排卵誘発剤、無事育つか不安」（朝日
11.24 付）
「初の体外受精児が死亡　仙台 2 歳、かぜから肺炎女子 2 歳　
東北大で一昨年 10 月誕生」（朝日 11 .11 付）
広告『守護霊を持て』『続守護霊を持て』桐山靖雄　
守護霊で幸せをつかむ本』高島忠夫・寿美花代　　

『霊界からの手記』スウェンデンボルグ著
『大殺界・相性占術』『運命を読む六星占術入門、相性運入門』
『先祖のまつり方』細木数子 /『婦人公論』婦人公論大調査妻
たちはなぜ中絶したか読者 2520 人の回答と手紙が浮き彫りに
する婚前婚後の中絶と避妊の実態！

日本のエイズ患者第 1 号認定（厚生省エイズ調査検討委員会）
（3.22）、
昭和 58 年度高校中退者 11 万 1531 人（文部省発表）（4.2）　
警視庁「いじめ相談コーナー」開設（5 月）　
ファミコンソフト『スーパーマリオブラザーズ』発売 250 万本
のヒット（9 月）
日航ジャンボ機 747 群馬県御巣鷹山に墜落 520 人死亡 4 人生存
（8.12）　
小中学生にいじめが横行、社会問題化　
ファミコンブーム　エイズの恐怖世界に広まる
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い
た
。
一
九
七
〇
年
代
半
ば
に
は
、
横
溝
正
史
ブ
ー
ム
が
起
こ
り
、
祟
り
や
怨
霊
、

幽
霊
、
霊
魂
、
呪
い
な
ど
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
宇
宙
・
宇
宙
人
・
U
F
O
の
話
題

も
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
と
称
さ
れ
、
急
激
な
経
済
成
長

の
時
代
に
あ
っ
て
物
質
的
充
足
の
裏
に
あ
る
人
び
と
の
精
神
的
不
安
が
表
出
し
た
も

の
と
説
明
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
具
体
的
で
深
刻
な
被
害
と
し
て
、
高
度
経
済
成
長
期
の
急
速
な
工
業
化

は
、
工
場
か
ら
の
有
害
物
質
に
よ
る
健
康
被
害
、
交
通
網
の
発
達
に
よ
る
多
く
の
事

故
を
発
生
さ
せ
た
（
表
3
）。
一
九
七
〇
年
代
に
は
各
種
公
害
問
題
・
公
害
訴
訟
が

続
出
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
当
初
原
因
不
明
の
疾
病
と
さ
れ
た
。
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
や

魚
介
類
の
P
C
B
汚
染
な
ど
は
、
不
特
定
多
数
の
人
び
と
に
被
害
を
及
ぼ
し
日
常
を

脅
か
す
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
交
通
網
の
発
達
に
よ
る
、
急
速
な
自
動
車
社
会
へ

の
移
行
は
多
く
の
交
通
事
故
を
生
み
、
航
空
機
事
故
は
一
度
に
多
く
の
人
命
が
失
わ

れ
る
危
険
を
示
し
た
。
こ
れ
ら
は
、そ
れ
ま
で
日
本
社
会
が
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
、

誰
に
で
も
起
こ
り
得
る
危
険
・
不
幸
で
あ
り
、
日
常
の
不
安
と
も
な
り
得
る
も
の
で

あ
っ
た
。
水
子
供
養
が
流
行
の
背
景
に
は
こ
の
よ
う
な
社
会
の
状
況
が
み
ら
れ
た
。

ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
に
み
る
水
子
の
出
現

森
栗
茂
一
は
、
女
性
週
刊
誌
な
ど
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
中
絶
や
水
子
供
養
に

関
す
る
記
事
を
分
析
し
、
水
子
供
養
の
特
徴
を
読
み
解
い
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

一
九
七
三
年
（
昭
和
四
八
）『
女
性
セ
ブ
ン
』
五
月
一
六
日
号
に
、
中
絶
胎
児
の
処

理
を
担
う
業
者
と
寺
院
に
関
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
、
中
絶
胎
児
を
水
子
と
称
す
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
始
ま
り
、
一
九
七
六
年
（
昭
和
五
一
）『
週
刊
女
性
』
八
月

一
〇
日
号
に
は
、
水
子
供
養
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。
そ
れ
以
降
は
、
水
子
供
養
の

特
集
が
組
ま
れ
る
な
ど
一
九
八
〇
年
代
半
に
至
る
流
行
期
を
通
じ
て
そ
れ
ら
の
話
題

が
取
上
げ
ら
れ
て
行
く
。
森
栗
は
、
こ
れ
ら
週
刊
誌
の
情
報
が
過
去
の
中
絶
体
験
と

水
子
の
祟
り
の
密
接
な
因
果
関
係
や
水
子
供
養
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
周
知
さ
せ
る

役
割
を
果
た
し
た
と
論
じ
た

）
60
（

。
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
森
栗
の
先
行
研
究
を
踏
ま

え
、当
時
、最
大
の
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
テ
レ
ビ
か
ら
の
情
報
、特
に
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー

が
取
り
上
げ
た
話
題
を
も
と
に
し
て
水
子
・
水
子
供
養
の
出
現
時
期
を
改
め
て
考
察

し
た
。

一
九
七
〇
年
代
、
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
の
主
た
る
視
聴
者
は
主
と
し
て
専
業
主
婦
層
で

あ
り
、
彼
女
た
ち
は
、
中
絶
全
盛
の
時
代
に
中
絶
を
体
験
し
た
世
代
で
も
あ
る
。

一
九
五
三
年
（
昭
和
二
八
）
に
N
H
K
と
日
本
テ
レ
ビ
の
本
放
送
が
開
始
さ
れ
、

一
九
五
八
年
（
昭
和
三
三
）
頃
に
は
電
化
製
品
は
高
所
得
者
層
か
ら
中
所
得
者
層
に

も
普
及
し
、
市
場
の
拡
大
と
消
費
欲
は
高
度
経
済
成
長
の
原
動
力
と
も
な
っ
た

）
61
（

。
昭

和
四
〇
年
代
に
テ
レ
ビ
普
及
率
は
九
〇
％
を
超
え
、
新
聞
に
対
抗
す
る
巨
大
メ
デ
ィ

ア
と
な
っ
た

）
62
（

。
一
九
七
四
年
（
昭
和
四
九
）
に
行
わ
れ
た
「
世
の
中
の
動
き
を
知

る
た
め
に
利
用
す
る
メ
デ
ィ
ア
に
関
す
る
調
査
（
複
数
記
述
可
）」
で
は
、
テ
レ
ビ

八
七
％
、新
聞
八
二
％
、ラ
ジ
オ
三
三
％
と
テ
レ
ビ
が
高
い
率
を
示
し
た
。さ
ら
に「
最

も
利
用
す
る
メ
デ
ィ
ア
」
と
し
て
、
テ
レ
ビ
は
五
一
％
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
一
九
七
〇
年
代
半
ば
に
は
、
テ
レ
ビ
は
家
庭
と
社
会
を
繋
ぐ
信
頼
性
の
高
い
情
報

を
得
る
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

テ
レ
ビ
の
普
及
は
多
様
な
番
組
を
生
ん
だ
。
な
か
で
も
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
は
、

一
九
六
四
年
（
昭
和
三
九
）
に
「
木
島
則
夫
モ
ー
ニ
ン
グ
シ
ョ
ー
」
の
放
映
に
始
ま

り
、
一
九
六
五
（
昭
和
四
〇
年
）
の
「
ア
フ
タ
ヌ
ー
ン
シ
ョ
ー
」「
小
川
宏
シ
ョ
ー
」

と
続
く

）
63
（

。
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
放
映
の
背
景
に
は
、
主
婦
層
の
出
現
が
あ
り
彼
女
た
ち
が

主
た
る
視
聴
者
で
あ
っ
た
。

高
度
経
済
成
長
期
に
仕
事
を
求
め
都
市
部
に
人
口
が
集
中
し
、
夫
婦
と
そ
の
子
ど

も
で
構
成
さ
れ
る
核
家
族
が
生
ま
れ
、
夫
は
外
で
働
き
妻
は
家
で
家
事
育
児
を
担
う

生
活
様
式
が
定
着
し
た
時
期
、
主
婦
層
が
視
聴
し
や
す
い
時
間
帯
一
〇
時
か
ら
一
五

時
に
か
け
て
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
の
放
映
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
半

ば
過
ぎ
に
は
、
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
の
あ
る
平
日
昼
間
の
視
聴
者
は
「
家
庭
婦
人
、
無
職
、

自
営
者
、
農
林
漁
業
者
」
で
、
一
九
八
二
年
の
調
査
に
よ
る
と
「
家
庭
婦
人
」
が
概

ね
一
日
中
ど
の
時
刻
で
も
一
〇
％
以
上
の
人
が
テ
レ
ビ
を
視
聴
し
、
そ
れ
が
全
視
聴
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者
の
三
〜
四
割
を
占
め
た

）
64
（

。
同
年
の
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
の
視
聴
率
は
、
ア
フ
タ
ン
ー

ン
・
シ
ョ
ー
（
朝
日
）
は
三
％
（
女
性
に
限
る
と
四
％
）、「
3
時
に
あ
い
ま
し
ょ
う
」

（
T
B
S
）
二
％
、「
三
時
の
あ
な
た
」（
フ
ジ
）
二
％
で

）
65
（

、
合
わ
せ
て
八
％
に
上
る
。

こ
の
数
値
を
大
き
い
と
み
る
か
否
か
は
判
断
で
き
な
い
が
、
女
性
の
視
聴
傾
向
に
関

す
る
調
査
報
告
を
合
わ
せ
て
み
る
と
興
味
深
い
。
一
九
七
五
年（
昭
和
五
〇
）の「
日

本
人
と
テ
レ
ビ
文
化
」
調
査
で
は
、
女
性
の
特
徴
と
し
て
、
テ
レ
ビ
の
内
容
を
自
分

と
は
別
の
独
立
し
た
世
界
と
し
て
切
り
離
し
て
み
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
中
に
取

り
込
み
自
分
の
た
め
の
判
断
基
準
を
求
め
な
が
ら
み
る
傾
向
が
強
い
こ
と
、
実
用
的

な
知
識
や
生
き
方
の
参
考
と
な
る
こ
と
を
学
び
、
内
容
と
自
分
と
を
対
比
さ
せ
な
が

ら
視
聴
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た

）
66
（

、
す
な
わ
ち
、
テ
レ
ビ
で
取
り

上
げ
ら
れ
た
話
題
が
、
彼
女
た
ち
の
行
動
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
と
も
い
え
る
。

表
7
に
示
す
よ
う
に
、
一
九
七
〇
年
（
昭
和
四
五
）「
唄
子
啓
助
の
90
分
」
に
お

い
て
定
期
的
に
怪
談
話
が
取
上
げ
ら
れ
、
そ
の
後
「
小
川
宏
モ
ー
ニ
ン
グ
シ
ョ
ー
」

で
は
孤
独
死
や
死
後
の
世
界
・
家
相
診
断
・
霊
が
話
題
と
な
る
。「
三
時
の
あ
な
た
」

で
は
、
霊
感
体
験
や
霊
魂
・
恐
山
が
、「
ハ
イ
ヌ
ー
ン
シ
ョ
ー
」
で
は
霊
界
探
訪
が

話
題
に
な
る
。
一
九
七
二
年（
昭
和
四
七
）に
な
る
と
、各
局
で
幽
霊
・
霊
異
・
怨
霊
・

亡
霊
・
怪
異
・
無
縁
仏
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
継
続
的
な
テ
ー
マ
と
な

る
。一

九
七
三
年（
昭
和
四
八
）頃
に
は
日
本
テ
レ
ビ「
お
昼
の
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
」で「
あ

な
た
の
知
ら
な
い
世
界
」
が
シ
リ
ー
ズ
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
超
能

力
・
幽
霊
・
怪
獣
・
不
思
議
な
動
植
物
・
宇
宙
人
・
U
F
O
・
秘
境
・
雪
男
・
ミ
イ
ラ
・

占
い
・
予
言
・
呪
い
・
死
後
の
世
界
・
エ
ク
ソ
シ
ス
ト
な
ど
が
怪
異
、
怪
奇
と
題
し
て

体
験
談
を
含
め
て
放
送
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、「
水
子
」
の
語
が
初
め
て
ワ

イ
ド
シ
ョ
ー
の
番
組
表
に
現
れ
る
の
は
、
一
九
七
六
年
（
昭
和
五
一
）
八
月
二
四
日

で「
水
子
よ 

母
を
許
し
て
！
中
絶
児
の
鎮
魂
」と
の
見
出
し
で
あ
る
。
同
時
期
に
は
、

人
工
妊
娠
中
絶
の
是
非
・
避
妊
・
不
妊
・
若
者
の
性
の
モ
ラ
ル
・
子
ど
も
の
性
教
育
な

ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
当
時
、
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
の
日
常
的
な
テ
ー

マ
で
あ
っ
た
。「
中
絶
」
と
「
水
子
の
霊
魂
」
が
結
び
つ
き
や
す
い
状
況
で
あ
っ
た

こ
と
が
窺
え
る
。

こ
の
後
、
水
子
の
話
題
は
、
表
3
に
示
す
よ
う
に
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
に

は
三
例 

「
哀
れ
中
絶
胎
児
の
霊
が
母
を
慕
っ
て
水
子
地
蔵
」「
復
讐
す
る
女
の
怨
霊

か
水
子
の
祟
り
？
」
を
は
じ
め
「
水
子
の
祟
り
」「
水
子
の
霊
」
な
ど
、「
子
ど
も
の

死
霊
」「
愛
児
の
霊
」
と
共
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
九
七
八
年
（
昭
和
五
三
）

に
は
「
子
ど
も
の
霊
」
が
霊
的
現
象
と
共
に
扱
わ
れ
、怪
奇
特
集
の
一
例
と
し
て
「
水

子
霊
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
翌
年
に
は
「
水
子
の
た
た
り
」「
水
子
の
霊
」「
水
子

の
祟
り
」「
水
子
霊
」
の
四
例
で
、
そ
れ
ら
は
親
子
兄
弟
に
祟
り
を
及
ぼ
す
と
の
記

述
も
み
ら
れ
る
。
一
九
七
六
年
に
は
「
中
絶
児
」
を
「
水
子
」
と
し
て
鎮
魂
の
対
象

と
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
一
九
七
八
年
に
怪
奇
現
象
の
一
例
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
水
子
霊
は
、
わ

ず
か
一
年
の
間
に
、
親
兄
弟
に
祟
り
を
及
ぼ
す
霊
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

一
九
八
〇
年
（
昭
和
五
五
）
年
以
降
は
、「
水
子
霊
」
に
加
え
て
「
供
養
」
や
「
寺
」

と
の
関
係
が
話
題
と
な
り
、「
水
子
霊
（
三
例
）」「
水
子
供
養
祭
」「
水
子
の
霊
」「
水

子
地
蔵
」「
水
子
寺
」
と
し
て
七
例
み
ら
れ
、「
あ
あ
、
2
万
体
の
水
子
供
養
祭
」「
恐

怖
!!
水
子
霊
の
さ
わ
り
」「
な
ぜ
？
水
子
寺
が
大
繁
盛
」
と
、
水
子
と
寺
院
あ
る
い

は
地
蔵
を
結
び
つ
け
た
内
容
と
な
っ
た
。
翌
年
に
は
「
水
子
」
の
語
は
見
ら
れ
な
い

も
の
の
、「
中
絶
の
た
た
り
!?
赤
子
の
霊
に
怯
え
る
女
子
高
生
の
怪
」
と
、
中
絶
と

水
子
の
「
崇
り
」
を
結
び
つ
け
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。
一
九
八
二
年
（
昭
和
五
七
）

に
な
る
と
、「
水
子
の
怪
」「
水
子
」「
水
子
地
蔵
」「
水
子
霊
の
祟
り
」「
水
子
墓
」「
水

子
供
養
」「
水
子
の
怪
異
」
の
七
例
と
な
り
、
有
名
歌
手
が
水
子
墓
を
建
立
し
た
こ

と
も
二
度
話
題
に
な
っ
て
い
る
。
翌
年
は「
水
子
霊（
二
例
）」「
水
子
霊
の
復
讐
」「
水

子
地
蔵
（
二
例
）」
の
五
例
、
一
九
八
四
年
（
昭
和
五
九
）
は
「
水
子
霊
の
た
た
り
」

「
水
子
寺
」「
水
子
供
養
」と
三
例
に
な
り
、そ
の
後
、表
現
が
よ
り
具
体
的
に
な
り「
胎

児
の
悲
鳴
が
聞
こ
え
る
!!
水
子
寺
で
泣
く
女
た
ち
」「
な
ぜ
は
や
る
水
子
供
養
」
と
、
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水
子
供
養
の
場
所
と
流
行
の
現
状
を
取
り
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
よ
う
に
一
九
八
〇
年
以
降
、
水
子
霊
が
寺
や
供
養
と
具
体
的
に
結
び
つ
き
、

八
〇
年
代
半
ば
ま
で
に
は
、
中
絶
が
水
子
霊
を
生
み
中
絶
体
験
者
に
祟
り
や
復
讐
を

及
ぼ
す
と
説
明
し
、そ
の
供
養
の
場
が
寺
で
あ
る
と
の
枠
組
み
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
八
五
年
（
昭
和
六
〇
）
に
は
、「
水
子
霊
」
の
話
題
は
わ
ず
か
一
例
に
減
少

し
、
水
子
霊
と
先
祖
霊
に
つ
い
て
の
「
恐
怖
の
霊
体
験
」
が
テ
ー
マ
に
な
る
。
そ
し

て
、
一
九
八
六
年
（
昭
和
六
一
）
以
降
は
、
水
子
の
話
題
は
全
く
見
ら
れ
な
く
な
る
。

以
上
、
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
水
子
の
話
題
を
見
る
と
、
一
九
八
〇

（
昭
和
五
五
）
年
、
一
九
八
二
（
昭
和
五
七
）
が
七
例
と
最
多
で
一
九
八
五
年
（
昭

和
六
〇
）
に
は
一
例
と
な
り
、
そ
の
後
は
テ
レ
ビ
番
組
表
で
は
水
子
の
語
は
見
ら
れ

な
く
な
る
。
水
子
に
関
す
る
話
題
は
、
一
九
七
六
年
（
昭
和
五
一
）
か
ら
一
九
八
五

年
（
昭
和
六
〇
）
ま
で
の
約
一
〇
年
間
に
集
中
し
て
い
る
が
、こ
れ
は
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ

ク
以
降
バ
ブ
ル
期
が
始
ま
る
直
前
ま
で
の
間
の
経
済
が
停
滞
し
た
一
〇
年
間
、
経
済

ゼ
ロ
成
長
時
代
と
い
わ
れ
た
、
い
わ
ば
「
狭
間
」
と
も
い
う
べ
き
期
間
で
あ
っ
た
。

番
組
表
を
対
象
と
し
た
た
め
内
容
の
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
は
あ
る
が
、
オ
カ
ル

ト
・
超
能
力
・
心
霊
怨
霊
・
呪
い
な
ど
怪
奇
現
象
の
一
例
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
水
子

霊
は
、
中
絶
や
祟
り
と
結
び
つ
き
、
そ
こ
に
寺
や
地
蔵
な
ど
具
体
的
な
供
養
の
情
報

が
紹
介
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
人
び
と
を
よ
り
現
実
的
で
具
体
的
な
水
子
供
養
へ
と

向
か
わ
せ
る
き
っ
か
け
を
示
し
た
と
い
え
よ
う
。

中
絶
認
可
直
後
か
ら
急
増
し
た
中
絶
件
数
は
、
一
九
五
五
年
（
昭
和
三
〇
）
に
最

高
値
約
一
一
七
万
件
と
な
っ
た
。
闇
の
中
絶
を
含
む
と
二
〇
〇
万
件
と
も
い
わ
れ
た

年
で
あ
る
。
同
年
の
出
生
数
は
約
一
七
三
万
人
で
あ
り
、
い
か
に
中
絶
の
割
合
が
高

か
っ
た
か
は
明
ら
か
で
あ
る
。　

中
絶
全
盛
時
代
の
中
絶
体
験
者
は
、
戦
後
社
会
の
急
激
な
変
化
の
中
で
家
庭
を
築

い
た
世
代
で
あ
り
、
子
ど
も
の
数
の
抑
制
の
た
め
積
極
的
に
中
絶
を
選
び
取
っ
た
世

代
で
あ
る
。
そ
の
世
代
は
、一
九
七
〇
年
代
に
子
ど
も
が
思
春
期
や
青
年
期
を
迎
え
、

親
世
代
は
中
年
に
差
し
掛
か
る
年
齢
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
子
ど
も
の
問
題
や
家
・

家
族
に
多
様
な
負
の
問
題
を
抱
え
易
い
時
期
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
前
述
し
た
森
栗

を
始
め
と
す
る
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

高
澤
淳
夫
は
、
年
齢
階
級
別
の
中
絶
実
施
率
を
推
定
し
、
中
絶
経
験
者
は
、
昭
和

一
桁
世
代
特
に
そ
の
前
半
世
代
に
置
い
て
最
も
多
く
、
一
九
五
五
年
（
昭
和
三
〇
）

前
後
に
出
産
期
を
迎
え
て
お
り
、
出
産
抑
制
の
手
段
と
し
て
中
絶
を
多
用
し
た
世
代

で
あ
る
こ
と
。
こ
の
世
代
は
、
水
子
供
養
が
盛
ん
に
な
っ
た
昭
和
四
〇
年
代
後
半
ば

に
、
子
ど
も
の
世
話
か
ら
手
が
離
れ
中
年
期
に
入
っ
た
世
代
で
あ
る
と
分
析
し
て
い

る
）
67
（

。
す
な
わ
ち
、
こ
の
世
代
が
水
子
供
養
の
流
行
期
を
支
え
た
人
び
と
で
あ
る
。

中
絶
全
盛
の
時
代
に
中
絶
を
経
験
し
た
人
び
と
に
と
っ
て
、
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
で
紹

介
さ
れ
る
「
水
子
」
は
、
そ
の
世
代
の
共
通
し
た
体
験
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
ろ

う
し
、
そ
の
時
期
に
、
子
ど
も
の
問
題
を
始
め
と
す
る
家
庭
内
の
解
決
し
難
い
様
々

な
負
の
問
題
と
水
子
を
結
び
つ
け
た
話
題
が
示
さ
れ
、
そ
の
解
決
法
と
し
て
供
養
が

提
示
さ
れ
た
。
人
び
と
は
、
原
因
不
明
の
解
決
困
難
な
負
の
問
題
の
原
因
を
水
子
に

求
め
、
水
子
供
養
を
行
う
こ
と
で
解
消
、
解
決
し
よ
う
と
し
た
と
も
い
え
る
。
水
子

供
養
は
、
家
族
や
家
庭
に
内
包
す
る
負
の
問
題
を
解
消
す
る
手
段
と
し
て
選
び
取
ら

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

千
葉
・
大
津
は
、
中
絶
と
水
子
供
養
に
つ
い
て
、
子
育
て
と
の
関
係
で
次
の
よ
う

に
論
じ
て
い
る
。
個
別
の
家
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
社
会
の
両
者
が
関
わ
り
な
が
ら
子

ど
も
を
育
て
自
立
さ
せ
て
き
た
時
代
か
ら
変
化
し
、
現
代
社
会
は
子
育
て
が
両
親
と

子
ど
も
の
み
の
核
家
族
の
中
で
、
地
域
社
会
と
断
絶
さ
れ
た
か
た
ち
で
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
「
子
ど
も
の
生
命
の
管
理
権
が
個
々
の
家
庭
に
移
さ
れ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
一
方
で
は
、
子
ど
も
の
霊
魂
を
信
じ
弔
う
と
い
う
過
去
の

心
意
が
残
存
し
て
お
り
、
そ
れ
が
水
子
供
養
と
し
て
表
出
し
た

）
68
（

」
と
論
じ
た
。
つ
ま

り
、
核
家
族
と
い
う
ご
く
小
さ
な
個
の
基
準
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
子
ど
も
の
命
が
合

法
的
に
処
置
さ
れ
た
が
、
そ
の
一
方
で
は
、
前
代
か
ら
継
承
さ
れ
る
「
子
ど
も
の
霊

魂
」
に
対
す
る
観
念
が
存
在
し
、
そ
の
隙
間
を
埋
め
る
も
の
と
し
て
水
子
供
養
が
現

れ
た
と
し
た
と
論
じ
る
。
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昭
和
三
〇
年
代
、一
般
の
人
び
と
に
中
絶
へ
の
心
理
的
抵
抗
が
少
な
か
っ
た
事
実
、

中
絶
体
験
か
ら
供
養
開
始
ま
で
二
〇
年
近
い
年
月
を
経
て
い
る
事
を
考
え
る
時
、
一

概
に
「
子
ど
も
の
霊
魂
」
対
す
る
観
念
が
継
承
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
む
し

ろ
母
体
内
の
胎
児
が
可
視
化
さ
れ
、
確
か
な
命
の
存
在
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
で
供
養
す
る
心
情
が
生
れ
た
と
い
え
よ
う
。

（
3
）慈
明
寺
に
お
け
る
水
子
供
養
と
水
子
の
戒
名
―
宮
城
県
の
事
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
大
崎
市
の
慈
明
寺
は
三
七
〇
余
年
の
歴
史
を
重
ね
る
古
刹
で
、
現
在
は
檀

家
約
千
軒
を
数
え
る
地
域
に
密
着
し
た
寺
で
あ
る
。
こ
の
寺
で
水
子
地
蔵
尊
開
眼
法

要
と
第
一
回
水
子
供
養
祭
が
行
わ
れ
た
の
は
一
九
八
一
年
（
昭
和
五
六
）
七
月
二
四

日
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
全
国
的
な
水
子
供
養
の
流
行
期
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
水
子
供

養
は
、
昭
和
四
〇
年
代
半
ば
に
第
九
第
住
職
（
一
九
一
一
〜
一
九
七
五
）
が
中
絶

胎
児
の
供
養
を
発
願
し
、
第
一
〇
代
住
職
が
人
び
と
の
賛
同
を
得
て
実
現
し
た
住
職

二
代
に
わ
た
る
悲
願
の
水
子
地
蔵
尊
建
立
で
あ
っ
た
。
建
立
は
、
当
時
の
町
内
外

か
ら
宗
教
・
宗
派
を
超
え
趣
旨
に
賛
同
し
た
人
び
と
一
、〇
〇
〇
名
余
り
か
ら
総
額

六
六
〇
万
円
余
の
浄
財
を
得
て
実
現
し
た
が
、
地
蔵
建
立
に
賛
同
し
た
発
起
人
た
ち

は
前
年
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
活
動
し
た
。〈
写
真
8
〉

当
時
の
檀
家
約
八
〇
〇
戸
を
中
心
に
、
檀
家
に
限
ら
ず
個
人
・
団
体
・
病
院
な
ど

て
、
発
起
人
た
ち
は
、
か
つ
て
の
中
絶
が
人
び
と
に
と
っ
て
い
か
に
大
き
な
精
神
的

負
担
に
な
っ
て
い
た
か
を
痛
感
し
た
と
い
う
。
現
在
、
発
起
人
の
大
半
は
既
に
亡
く

な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
当
時
を
知
る
人
た
ち
は
「
檀
家
の
人
た
ち
を
始
め
と
し
て
皆

お
し
げ
も
な
く
寄
付
し
て
く
れ
た
」「
発
起
人
会
会
長
を
始
め
発
起
人
た
ち
が
一
丸

と
な
っ
て
寄
付
集
め
に
奔
走
し
た
」「
あ
ん
な
に
一
生
懸
命
に
な
っ
た
こ
と
は
な
か
っ

た
」「
非
常
に
情
熱
的
な
活
動
だ
っ
た
」
と
口
を
揃
え
る
。
こ
う
し
て
一
年
足
ら
ず

の
間
に
賛
同
者
は
一
、一
二
〇
名
・
三
団
体
を
数
え
、
六
、六
五
一
、〇
〇
〇
円
も
の

協
賛
金
が
集
ま
っ
た
。
こ
の
記
録
は
『
禅
月
山
水
子
地
蔵
尊
建
立
協
力
者
名
簿
』
と

し
て
大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
名
簿
を
分
析
し
た
結
果
、
寄
付
者
数
、
寄
付
者
の
地
域
別
人
数
は
表
4
、5

と
グ
ラ
フ
1
、2
の
よ
う
に
な
っ
た
。
表
2
の
寄
付
者
の
男
女
別
数
を
み
る
と
、
そ

の
八
〇
％
が
男
性
名
で
あ
る
。
こ
れ
は
男
性
個
人
の
寄
付
と
い
う
よ
り
、
家
あ
る
い

写真8　慈明寺　水子地蔵尊

に
出
向
き
寄
付
を

募
っ
た
。
当
時
は
、

地
蔵
尊
建
立
に
異
議

を
唱
え
る
人
は
ほ
と

ん
ど
お
ら
ず
、
呼
び

か
け
に
応
じ
て
宗

教
・
宗
派
を
越
え
た

浄
財
が
集
ま
っ
た
。

こ
の
活
動
を
通
じ

               表 4　水子地蔵尊建立寄付者数
『禅月山上水子地蔵尊建立協賛者芳名簿』より鈴木由利子作成

グラフ1　水子地蔵尊建立男女・団体別寄付者

男 女 団体
協賛者数 915 205 3
合計 1120 3
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は
夫
婦
と
し
て
の
寄
付
を
示
し
て
い
る
。
地
域
別
の
人
数
で
は
、
圧
倒
的

に
町
内
が
多
く
一
、〇
七
〇
人
に
及
ぶ
。
昭
和
五
五
、六
年
当
時
の
町
の
人

口
が
約
一
四
、〇
〇
〇
人
、
約
三
、五
〇
〇
世
帯
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
三
・

三
戸
に
一
戸
の
割
合
で
寄
付
し
た
こ
と
に
な
り
、
町
内
の
住
民
を
巻
き
込

む
大
き
な
う
ね
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
水
子
供
養
は
、
住
職
が
発
願
し
て
か
ら
建
立
ま
で
一
〇
余
年
の
年

月
を
経
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
住
職
が
、
中
絶
認
可
後
の
早
い
時

期
か
ら
地
域
住
民
の
中
絶
の
多
さ
を
目
の
当
た
り
に
し
、
中
絶
に
よ
っ
て

絶
た
れ
る
胎
児
生
命
に
気
づ
き
、
供
養
の
必
要
性
を
感
じ
供
養
を
模
索
し

続
け
た
が
、
当
初
、
住
民
た
ち
は
供
養
の
必
要
性
を
全
く
感
じ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
八
〇
年
に
な
っ
た
頃
、
多
数
の
賛
同
者
を
得

て
一
年
足
ら
ず
の
間
に
供
養
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
水
子
供
養
成

立
ま
で
の
経
緯
を
追
う
と
、
住
職
と
一
般
の
人
び
と
の
間
に
、
胎
児
生
命

を
認
識
し
供
養
の
必
要
性
を
意
識
す
る
時
期
に
差
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら

か
に
な
る
。
宗
教
者
と
し
て
中
絶
が
命
を
絶
つ
こ
と
で
あ
り
、
供
養
が
必

要
で
あ
る
と
気
づ
い
た
時
期
は
、
住
民
が
そ
の
必
要
性
を
感
じ
る
は
る
か

以
前
で
あ
っ
た
。
一
九
八
〇
年
前
後
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
胎
児
の
可
視

化
、
出
産
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
浸
透
、
社
会
問
題
の
噴
出
な
ど
の
時
期
を
背

景
と
し
て
水
子
供
養
が
流
行
し
た
時
期
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
動
向
の

中
で
、
慈
明
寺
の
水
子
供
養
は
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ

地域 人数 団体 地域 人数
鹿島台町（志田郡） 1070 0 鹿島台町内 1070
松山町　（志田郡） 1 0 志田郡内 1
南郷町　（遠田郡） 27 3 宮城県内 45
小牛田町（遠田郡） 1 0 宮城県外 4
松島町　（宮城郡） 3 0
仙台市 12 0
古川市 2 0
宮城県外 4 0
合計 1120 3

表5　水子地蔵尊建立寄付者地域別人数
『禅月山上水子地蔵尊建立協賛者芳名簿』より鈴木由利子作成

グラフ2　水子地蔵尊建立寄付者地域別人数

の
事
例
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
胎
児
に
命
を
認
識
し
な
け
れ
ば
決
し
て
供
養
に

は
結
び
つ
か
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
中
絶
全
盛
時
代
の
中
絶
は
、
地
域

社
会
の
共
通
体
験
で
あ
っ
た
こ
と
、
家
・
家
族
・
夫
婦
と
し
て
の
関
わ
り
が
強
い
こ

と
を
示
す
。

寺
に
は
、
一
六
六
二
年
（
寛
文
五
）
以
降
現
在
ま
で
三
五
〇
年
余
に
わ
た
る
過
去

帳
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
今
回
、
ご
住
職
の
全
面
的
な
ご
協
力
の
下
、
子
ど
も
の
戒

名
の
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
を
「
表
6　

慈
明
寺
過
去
帳
に

み
る
子
ど
も
の
戒
名
」
に
ま
と
め
た
。

慈
明
寺
の
過
去
帳
に
、
初
め
て
子
ど
も
の
戒
名
「
童
子
」
が
登
場
す
る
の
は
元
禄

年
間
で
あ
る
。
一
六
九
六
年
（
元
禄
九
）、
一
七
〇
〇
年
（
元
禄
一
三
年
）
の
各
一

例
で
、
そ
の
後
は
一
七
〇
八
年
（
宝
永
五
）
に
童
子
・
童
女
の
二
例
あ
り
、
こ
の
年

に
初
め
て
女
子
の
戒
名
が
登
場
す
る
。
以
降
、
近
世
期
を
通
じ
て
童
子
・
童
女
の
記

載
が
み
ら
れ
る
。
近
世
中
期
に
子
ど
も
の
供
養
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
が
、
記

載
例
は
少
な
く
、
記
載
さ
れ
な
い
多
く
の
子
ど
も
が
い
た
こ
と
も
推
測
で
き
る
。
明
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年代 水子 孩子（児）・嬰児（女）
童子
・

童女
元禄  9 年（1696） － － 1

元禄 13 年（1700） － － 1

宝永  5 年（1708） － － 2

正徳  2 年（1712） － － 1

享保  2 年（1717） － － 1

享保  3 年（1718） － － 2

享保  4 年（1719） － － 1

        7 年（1720） － － 1

　　  8 年（1723） － － 2

　　  9 年（1724） － － 1

　　11 年（1726） － － 1

　　 15年（1730） － － 1

　　 17年（1732） － － 1

　 　19年（1733） － － 3

元文 元年（1736） － － 4

　　  5 年（1740） － － 2

寛保 元年（1744） － － 1

延享  4 年（1747） － － 1

寛延 元年（1749） － － 12

        3 年（1750） － － 1

宝暦  2 年（1752） － － 1

　　  4 年（1754） － － 1

　　  5 年（1755） － － 2

　　  6 年（1756） － － 2

　　  7 年（1757） － － 1

　　  9 年（1759） － － 2

　　 10年（1760） － － 2

　　 11年（1761） － － 7

明和  5 年（1768） － － 1

　　  6 年（1769） － － 4

　　  7 年（1770） － － 4

　　  8 年（1771） － － 1

安永 ３年（1774） － － 1

4 年（1775） － － 1

5 年（1776） － － 2

6 年（1777） － － 6

天明 元年（1781） － － 1

年（1782） － － 2

3 年（1783） － － 1

4 年（1784） － － 4

表6　慈明寺過去帳にみる子どもの戒名の年代別推移
慈明寺過去帳：寛永 19 年（1642）～平成 10 年（1998）

『慈明寺の歴史』平成 28 年、慈明寺住職浅野恵一編著より作成

年代 水子 孩子（児）・嬰児（女）
童子
・

童女
5 年（1785） － － 1

6 年（1786） － － 1

7 年（1787） － － 1

寛政 7 年（1795） － － 3

8 年（1796） － － 1

9 年（1797） － － 2

10 年（1798） － － 1

享和元年（1801） － － 1

2 年（1802） － － 1

3 年（1803） － － 3

文化元年（1804） － － 1

　　3 年（1806） － － 1

　　4 年（1807） － － 8

　11 年（1814） － － 1

文政元年（1818） － － 2

　　2 年（1819） － － 8

　　5 年（1822） － － 1

　　8 年（1825） － － 1

　　9 年（1826） － － 1

　10 年（1827） － － 2

天保元年（1830） － － 11

　　3 年（1832） － － 1

　　6 年（1835） － － 1

　　7 年（1836） － － 2

　　8 年（1837） － － 5

　　9 年（1837） － － 5

弘化元年（1844） － － 2

　　4 年（1847） － － 4

嘉永 2 年（1849） － － 2
　　　3 年間

（1850） － － 1

安政 2 年（1855） － － 1

　　4 年（1857） － － 2

万延元年（1860） － － 1

文久 2 年（1862） － － 34

　　3 年（1863） － － 3

元治元年（1864） － － 5
慶応 2 年間

（1866） － － 4

　　3 年（1867） － － 8
元禄～慶応
合計 0 0 218



189

［水子供養にみる胎児観の変遷］……鈴木由利子

年代 水子 孩子（児）・嬰児（女）
童子
・

童女
明治元年（1868） － － 7

　　2 年（1869） － － 1

　　3 年（1870） － － 3

　　4 年（1871） － － 4

　　5 年（1872） － － 3

　　7 年（1874） － － 3

　　8 年（1875） － － 2

　　9 年（1876） － － 4

　　10 年（1877） － 孩女 1 2

　　11 年（1878） － 孩女 1 3

　　13 年（1880） － 孩女 2 4

　　14 年（1881） － 孩女 1 2

　　15 年（1882） － 孩女 5 5

　　16 年（1883） － 孩女 2 3

　　17 年（1884） － 孩女 4 4

　　18 年（1885） － 孩女 1 3

　　19 年（1886） － 孩女 2 4

　　20 年（1887） － 孩女 1 4

　　21 年（1889） － － 5

　　22 年（1889） － 孩女 1 8

　　23 年（1890） － 孩女 1 7

　　24 年（1891） － 孩女 4 6

　　25 年（1892） － 孩女 6 2

　　26 年（1893） － 孩女 1 11

　　27 年（1894） － 孩女 2 2

　　28 年（1895） － 孩女 1 8

　　29 年（1896） － 孩子 1 7

　　30 年（1897） － 孩女 1 7

　　31 年（1898） － － 7

　　32 年（1899） － 嬰女 1 13

　　33 年（1900） － － 5

　　34 年（1901） － － 13

　　35 年（1902） － － 8

　　36 年（1903） － 孩子 1 2

　　37 年（1904） － － 5

　　38 年（1905） － － 3

　　39 年（1906） － 孩子 1 11

　　40 年（1907） － － 13

　　41 年（1908） － － 5

　　42 年（1909）　　 － － 6

　　43 年（1910） － － 11

　　44 年（1911） － － 7

明治年間　合計 0 43 233

年代 水子 孩子（児）・嬰児（女）
童子
・

童女
大正元年（1912） － 嬰女 2・孩子 2 11

　　2 年（1913） － － 8

　　3 年（1914） － 孩子１・孩女１ 11

　　4 年（1915） － － 12

　　5 年（1916） － 孩女 2 29

　　6 年（1917） － 孩子 1 15

　　7 年（1918） － 孩女 2 27

　　8 年（1919） － － 20

　　9 年（1920） － 孩児１・孩女２ 34

　　10 年（1921） － 孩児１・孩女１・嬰児１ 22

　　11 年（1922） － － 46

　　12 年（1923） － 孩子 1 19

　　13 年（1924） － － 26

　　14 年（1925） － － 25
　15 年・昭和元
年（1926） － 孩子 2 21

大正年間　合計 0 16 326

昭和 2 年（1927） － 孩女 1 29

　　3 年（1928） － － 20

　　4 年（1929） － － 21

　　5 年（1930） － － 23

　　6 年（1931） － － 19

　　7 年（1932） － 孩女 1 29

　　8 年（1933） － 嬰女 1 35

　　9 年（1934） － 孩女 1 19

　　10 年（1935） － － 29

　　11 年（1936） － 嬰女 1 22

　　12 年（1937） － － 22

　　13 年（1938） － 孩子・孩女 3 6

　　14 年（1939）　 － 孩児・孩女・嬰児 6 13

　　15 年（1940）
水子1（「昭和42年
7月22日記入」の
但書有り）

孩子・孩女・孩児・嬰女 7 9

　　16 年（1941） － 孩児・孩女・嬰児・嬰女 9 13

　　17 年（1942） － 孩子・孩児・孩女・嬰児 13 10

　　18 年（1943） － 孩子・孩児・孩女 21 13

　　19 年（1944） － 孩子・孩女 11 13

　　20 年（1945） － 孩子・孩女・孩児・嬰女 18 15

　　21 年（1946） － 孩子・孩女・嬰女 28 42

　　22 年（1947） － 孩子 20 23

　　23 年（1948） － 孩子・孩女・嬰女 19 14

　　24 年（1949） 1 孩子・孩児・孩女 20 6

　　25 年（1950） － 孩子・孩児・嬰子 13 2

　　26 年（1951） － 孩子・孩児・孩女 12 6
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年代 水子 孩子（児）・嬰児（女）
童子
・

童女
　　27 年（1952） － 孩子・孩児９ 1

　　28 年（1953） － 孩子・孩女 9 5

　　29 年（1954） － 孩子・孩女 3 5

　　30 年（1955） － 孩子・孩女・嬰女 10 7

　　31 年（1956） － 孩子・孩女 4 4

　　32 年（1957） 1 孩子・孩女 7 8

　　33 年（1958） 1 孩子・孩女 3 1

　　34 年（1959） － 孩子・孩女 7 1

　　35 年（1960） 1 孩子・孩女 4 1

　　36 年（1961） － 孩女 1 －

　　37 年（1962） － － 1

　　38 年（1963） － 孩女１ －
昭和元～ 39 年　
合計 5 272 487

　　40 年（1965） 7

　　42 年（1967） 3

　　43 年（1968） 5

　　44 年（1969） 3

　　45 年（1970） 1

　　46 年（1971） 2

　　47 年（1972） 4

　　49 年（1973）　 4

　　50 年（1974） 3

　　51 年（1975） 5

　　52 年（1976） 1

　　53 年（1977） 2

　　54 年（1978） 3

　　55 年（1980） 2

　　56 年（1981） 4

　　57 年（1982） 2

　　58 年（1983） 2

　　59 年（1984） 2

　　60 年（1985） 1

　　61 年（1986） 2
64 年・平成元年

（1989） 1

昭和 42 ～ 64 年　
合計 40

年代 水子 孩子（児）・嬰児（女）
童子
・

童女
平成 2 年（1990） 1

　　4 年（1992） 1

　　5 年（1993） 6

　　6 年（1994） 1

　　7 年（1995） 2

　　10 年（1998） 1

　　12 年（2000） 1

　　18 年（2006） 2

　　23 年（2011） 2
平成元～ 10 年　
合計 17

＊慈明寺住職浅野恵一氏による数値資料を基に、戒名別に数値を
加えて作成。昭和 40 年以降は、水子・孩子・嬰児の別は不明。
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治
期
に
な
る
と
、
童
子
・
童
女
に
加
え
て
孩
子
・
孩
女
・
嬰
児
・
嬰
女
が
登
場
す
る
。

「
孩
」
は
「
乳
飲
み
子
」
を
表
す
戒
名
で
あ
り
、
よ
り
幼
い
子
ど
も
の
供
養
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
子
ど
も
期
を
細
分
化
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
成
長
過
程
に
合

わ
せ
た
戒
名
が
授
与
さ
れ
始
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

童
子
・
童
女
の
戒
名
は
、
明
治
・
大
正
期
を
通
じ
て
み
ら
れ
数
も
増
加
し
て
お
り
、

特
に
、大
正
期
以
降
は
子
ど
も
の
供
養
が
定
着
し
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
数
に
な
っ
た
。

そ
の
一
方
、
大
正
期
の
嬰
児
・
嬰
女
・
孩
子
・
孩
女
の
数
は
、
明
治
期
と
さ
ほ
ど
変

化
は
な
く
、
乳
幼
児
の
供
養
に
対
す
る
意
識
が
明
治
期
と
あ
ま
り
違
わ
な
い
こ
と
を

推
測
さ
せ
る
。
昭
和
期
は
、
孩
児
・
孩
子
・
孩
女
・
嬰
児
・
嬰
女
・
童
子
・
童
女
の
数

も
増
え
、
水
子
の
戒
名
が
出
現
す
る
。
ま
た
、
死
産
率
、
周
産
期
・
乳
児
・
新
生
児

死
亡
率
が
低
下
す
る
一
九
六
〇
年
代
以
降
は
、
子
ど
も
の
戒
名
の
記
載
も
減
少
傾
向

を
示
す
よ
う
に
な
る
。
過
去
帳
の
記
載
か
ら
見
て
も
、
子
ど
も
期
の
死
は
身
近
な
も

の
で
は
な
く
な
り
、
子
ど
も
は
概
ね
無
事
に
育
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

過
去
帳
に
、
初
め
て
「
水
子
」
の
戒
名
が
記
載
さ
れ
た
の
は
、
一
九
四
〇
年
（
昭

和
一
五
）
年
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
昭
和
42
年
7
月
22
日
記
入
」
と
の
但
し
書
き

が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
二
七
年
前
に
亡
く
な
っ
た
子
ど
も
に
戒
名
を
授
与

し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
供
養
さ
れ
な
か
っ
た
子

ど
も
を
供
養
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
何
ら
か
の
理
由
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。ま
た
、

一
九
五
七
年
（
昭
和
三
二
）
の
「（
俗
名
）
水
子
1
歳
」
と
の
記
載
は
、
誕
生
し
た

子
ど
も
が
一
年
経
た
ず
し
て
亡
く
な
っ
た
例
で
、
こ
の
よ
う
な
「
水
子
」
の
前
に
俗

名
と
思
わ
れ
る
名
前
が
付
い
て
い
る
他
二
例
は
、
誕
生
し
養
育
さ
れ
た
子
ど
も
の
死

で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
一
九
六
〇
年
（
昭
和
三
五
）
に
、
初
め
て
「
水
子
」
と
の
み

記
さ
れ
て
い
る
例
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
法
名
を
付
せ
ず　

水
子
」
と
の
但
し
書
き

が
あ
る
。
命
名
以
前
に
亡
く
な
っ
た
子
ど
も
あ
る
い
は
流
産
・
死
産
の
子
ど
も
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
名
前
の
付
与
さ
れ
な
い
子
ど
も
に
対
す
る
戒
名
と
し
て
は
初

出
で
、
供
養
の
対
象
が
名
づ
け
前
の
子
ど
も
に
も
拡
大
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
例
と
し

て
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
水
子
供
養
と
し
て
の
供
養
か
も
し
れ
な
い
。

「
水
子
」
の
戒
名
が
見
ら
れ
る
時
期
は
、
前
述
し
た
第
九
世
住
職
が
、
中
絶
胎
児

の
供
養
を
模
索
し
て
い
た
時
期
と
も
重
な
る
。
慈
明
寺
の
長
い
歴
史
の
中
で
、
そ
れ

ま
で
使
用
例
の
な
か
っ
た
「
水
子
」
の
戒
名
を
授
与
し
た
こ
と
は
、
従
来
顧
み
ら
れ

る
こ
と
の
な
か
っ
た
幼
い
魂
を
供
養
の
対
象
と
考
え
た
住
職
の
意
思
を
示
す
も
の
と

も
考
え
ら
れ
る
。

現
一
一
世
住
職
に
よ
る
と
、一
九
七
五
年
（
昭
和
五
〇
）
年
前
後
か
ら
「
幻
」「
夢
」

「
露
」
な
ど
は
か
な
さ
を
意
味
す
る
字
を
付
け
た
「
水
子
」
の
戒
名
が
増
え
る
こ
と
、

生
ま
れ
て
息
が
あ
り
一
人
の
人
間
の
場
合
は
、
嬰
児
、
嬰
女
を
付
け
る
と
の
こ
と
で
、

は
か
な
さ
を
意
味
す
る
戒
名
が
授
与
さ
れ
た
「
水
子
」
は
、
一
九
七
〇
年
代
半
ば
以

降
流
行
期
を
む
か
え
た
水
子
供
養
の
影
響
を
窺
わ
せ
る
。

ま
た
、
昭
和
四
〇
年
代
に
は
、
自
家
の
墓
に
水
子
地
蔵
を
設
置
す
る
家
が
わ
ず
か

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
昭
和
五
〇
年
代
以
降
は
、 

墓
地
改
葬
に
伴
っ
て
各
家
が

自
家
の
墓
石
と
共
に
水
子
地
蔵
を
建
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
近
年
は
、
死

産
で
あ
っ
て
も
妊
娠
中
に
性
別
が
分
か
り
、
す
で
に
名
前
を
付
け
て
い
る
こ
と
が
多

い
。
そ
の
た
め
死
産
で
あ
っ
て
も
、名
前
に
ち
な
む
字
に
「
水
子
」
を
付
す
と
い
う
。

さ
ら
に
、
近
年
の
水
子
供
養
の
状
況
に
つ
い
て
伺
う
と
、
個
人
的
に
寺
を
訪
れ
て

依
頼
す
る
例
も
あ
る
が
、
オ
ガ
ミ
ヤ
サ
ン
に
拝
ん
で
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
中
絶
し
た

子
ど
も
の
供
養
を
す
る
よ
う
に
と
言
わ
れ
て
訪
れ
る
例
も
み
ら
れ
る
が
、
一
年
に
一

度
が
二
度
で
あ
る
と
い
う
。

以
上
、
過
去
帳
か
ら
子
ど
も
の
戒
名
の
変
遷
を
た
ど
る
と
、
子
ど
も
の
命
に
対
す

る
認
識
の
在
り
方
が
明
ら
か
に
な
る
。
子
ど
も
へ
の
戒
名
の
授
与
は
、
近
世
中
期
に

少
年
少
女
に
対
し
て
始
ま
り
、
明
治
期
以
降
は
そ
れ
に
加
え
て
乳
幼
児
に
も
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
子
ど
も
へ
の
供
養
が
定
着
し
て
行
く
。
さ
ら
に
、
水
子
供
養
が
全

国
的
展
開
を
み
せ
る
時
期
に
は
、
供
養
の
範
囲
が
胎
児
へ
と
拡
大
し
た
。
慈
明
寺
の

戒
名
の
変
遷
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
子
ど
も
の
戒
名
授
与
は
、
子
ど
も
の
命
に

対
す
る
視
点
が
芽
生
え
、
供
養
す
べ
き
霊
魂
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て

行
わ
れ
、
時
代
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
少
年
少
女
か
ら
幼
児
、
乳
児
へ
、
そ
し
て
胎
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児
へ
と
拡
大
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

（
4
）水
子
地
蔵
尊
像
の
鋳
造

水
子
供
養
に
と
っ
て
、
専
用
の
供
養
の
場
が
あ
る
こ
と
、
参
拝
対
象
が
あ
る
こ
と

は
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
仏
像
鋳
造
を
行
う
高
岡
市
の
関
善
製
作
所
で
の
聞
き

取
り
調
査
に
基
づ
き
報
告
す
る
。

現
在
も
大
型
仏
像
の
製
作
を
行
う
関
善
製
作
所
関
氏
に
よ
る
と
、
今
日
、
水
子
地

蔵
像
と
称
さ
れ
る
様
式
の
仏
像
鋳
造
の
依
頼
が
来
た
の
は
、
一
九
七
二
年
（
昭
和

四
七
）
で
あ
っ
た
と
い
う
。
地
蔵
の
写
真
を
持
参
し
て
同
じ
姿
の
像
を
造
っ
て
欲
し

い
と
の
注
文
で
、
写
真
を
参
考
に
新
し
い
原
型
を
作
成
し
鋳
造
し
た
。
そ
れ
は
、
地

蔵
の
足
元
に
幼
子
が
五
人
寄
り
添
い
、
地
蔵
が
宝
珠
を
持
つ
左
手
に
幼
子
を
一
人

抱
い
た
像
で
あ
っ
た
。
通
常
、
注
文
を
受
け
て
鋳
造
す
る
場
合
に
は
、
著
作
権
の
問

題
が
あ
る
た
め
、
原
型
で
の
鋳
造
の
場
合
は
、
一
体
の
み
鋳
造
し
原
型
は
保
存
し
な

い
。
こ
の
時
も
一
体
の
み
鋳
造
し
て
納
め
た
。
今
回
の
調
査
で
、
こ
の
時
の
写
真
の

地
蔵
が
、
徳
島
県
四
国
八
十
八
カ
所
第
二
番
札
所
極
楽
寺
境
内
に
一
九
七
四
年
（
昭

和
四
九
）の
秋
彼
岸
に
建
立
さ
れ
た
水
子
地
蔵
尊
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

依
頼
さ
れ
一
体
鋳
造
し
た
直
後
、
仏
像
販
売
業
者
か
ら
同
様
式
の
像
を
鋳
造
し
て
み

な
い
か
と
の
依
頼
が
あ
り
、
記
憶
を
も
と
に
幼
子
を
伴
う
同
じ
よ
う
な
地
蔵
像
の
原

型
を
新
た
に
作
っ
て
鋳
造
し
た
。
こ
の
地
蔵
像
が
販
売
さ
れ
て
以
降
、
こ
の
様
式
の

地
蔵
像
の
注
文
が
急
増
し
「
火
が
つ
い
た
よ
う
に
売
れ
た
」
と
い
う
。
一
九
七
二
年

（
昭
和
四
七
）
以
降
一
九
八
〇
年
（
昭
和
五
五
）
ま
で
、
一
ヵ
月
に
平
均
四
、五
体
、

多
い
月
に
は
八
体
も
の
注
文
が
来
た
。
し
か
し
、
一
九
八
一
年
（
昭
和
五
六
）
に
な

る
と
注
文
が
ぱ
た
り
と
途
絶
え
た
。
こ
の
よ
う
な
仏
像
量
産
の
時
期
は
、
水
子
供
養

流
行
期
と
も
重
な
る
が
、
製
作
・
販
売
が
盛
ん
な
時
期
は
、
水
子
供
養
流
行
に
わ
ず

か
に
先
行
し
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。

高
橋
三
郎
は
、
高
岡
市
の
製
作
所
二
軒
か
ら
、
子
安
地
蔵
・
水
子
地
蔵
の
生
産
の

ピ
ー
ク
が
一
九
八
五
年
（
昭
和
六
〇
）
か
ら
一
九
八
八
年
（
昭
和
六
三
）
で
あ
っ
た

と
の
情
報
を
得
て
い
る

）
69
（

。
つ
ま
り
水
子
地
蔵
の
生
産
は
、
短
期
間
に
集
中
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

以
上
、
水
子
地
蔵
像
の
鋳
造
状
況
か
ら
は
、
短
期
間
の
う
ち
に
水
子
地
蔵
像
が
鋳

造
さ
れ
供
養
の
場
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
、
そ
れ
ら
水
子
地
蔵
像
の
設
置
に

よ
っ
て
供
養
が
さ
ら
に
促
さ
れ
た
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
。

関
氏
に
よ
る
と
、
水
子
地
蔵
像
や
水
子
観
音
像
は
、
一
九
九
二
、三
年
（
平
成
四
、

五
）
頃
ま
で
、
わ
ず
か
な
が
ら
も
注
文
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
注
文
が
来
な

く
な
っ
た
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
水
子
地
蔵
像
は
子
ど
も
の
供
養
に
特
化
さ
れ
る

仏
像
で
あ
る
た
め
、多
様
な
祈
願
に
対
応
さ
せ
に
く
い
た
め
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

仏
像
鋳
造
の
際
に
は
、
建
立
す
る
寺
院
が
檀
家
の
人
び
と
を
伴
っ
て
訪
れ
、
金
属

を
型
に
流
し
込
む
間
、
皆
で
読
経
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
通
常
は
業
者
か
ら
注
文

を
受
け
て
見
積
を
出
し
、
お
互
い
に
条
件
が
合
え
ば
製
作
す
る
。
鋳
造
し
た
像
は
、

販
売
専
門
業
者
を
通
じ
て
仏
具
店
な
ど
に
卸
さ
れ
る
た
め
、
鋳
造
所
で
は
仏
像
が
ど

こ
に
建
立
さ
れ
た
か
わ
か
ら
な
い
場
合
が
多
い
。
さ
ら
に
、
仏
像
は
信
仰
対
象
で
あ

る
た
め
、
仏
像
本
体
に
製
作
所
や
製
作
年
月
日
を
記
す
こ
と
は
し
な
い
。
関
氏
は
、

そ
れ
が
製
作
者
の
礼
儀
で
あ
る
と
す
る
。
も
し
、
記
す
と
す
れ
ば
台
座
あ
る
い
は
別

に
碑
を
建
て
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
ら
が
な
い
こ
と
も
多
い
。
確
か
に
、
地
蔵
自

体
に
建
立
年
月
日
が
記
さ
れ
て
な
い
こ
と
は
多
く
、
そ
の
た
め
寺
に
尋
ね
て
も
明
確

な
建
立
年
代
を
即
答
し
て
も
ら
え
な
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

今
回
、
調
査
で
訪
れ
た
寺
院
の
水
子
地
蔵
の
写
真
の
い
く
つ
か
を
関
氏
に
確
認
し

て
頂
き
、
清
源
寺
、
正
受
院
、
極
楽
寺
が
関
善
製
作
所
の
鋳
造
で
あ
る
こ
と
、
京
都

府
東
寺
塔
頭
の
水
子
地
蔵
は
台
座
に
「
関
善
作
」
と
あ
り
関
善
製
作
所
の
作
で
あ
る

こ
と
が
確
認
で
き
た
。
鎌
倉
市
長
谷
寺
と
宮
城
県
慈
明
寺
の
像
は
、
高
岡
市
で
鋳
造

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
か
つ
て
高
岡
に
一
〇
軒
ほ
ど
あ
っ

た
大
型
仏
像
の
鋳
造
所
は
、
現
在
五
軒
に
な
っ
た
。
そ
れ
ら
仏
像
の
種
類
や
数
量
に

関
す
る
統
計
資
料
な
ど
は
な
い
が
、
そ
れ
は
各
鋳
造
所
が
独
立
し
て
生
産
し
て
い
る

た
め
だ
と
い
い
、
水
子
地
蔵
像
や
水
子
観
音
像
の
総
数
や
製
作
時
期
を
数
値
化
す
る
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こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
現
在
、
生
産
の
ピ
ー
ク
は
過
ぎ
た
と
は
い
え
、
高
岡
銅
器

の
仏
像
注
文
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
、
今
も
水
子
地
蔵
像
、
水
子
観
音
像
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。

水
子
地
蔵
像
の
生
産
と
流
通
か
ら
、
水
子
供
養
の
広
が
り
や
そ
の
年
代
を
確
認
す

る
こ
と
を
試
み
た
が
、生
産
流
通
形
態
か
ら
追
う
こ
と
が
難
し
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。

し
か
し
、
生
産
時
期
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
、
生
産
地
が
京
都
、
山
形
、
埼
玉
の
ほ

か
数
カ
所
に
限
ら
れ
る
こ
と
、
生
産
地
に
よ
り
様
式
が
異
な
る
た
め
、
そ
れ
ら
を
丹

念
に
追
う
こ
と
で
供
養
の
広
が
り
を
仏
像
か
ら
明
ら
か
に
で
き
る
可
能
性
は
あ
る
と

考
え
る
。

❺
水
子
供
養
の
現
在

（
1
）仏
教
寺
院
に
お
け
る
水
子
供
養
―
文
部
科
学
省
大
臣
所
轄
包
括
宗
教
法
人

一
覧
掲
載
寺
院　

現
在
、
水
子
供
養
が
ど
の
程
度
浸
透
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
実
地
調
査
を
行
っ

た
。『
宗
教
年
鑑 

平
成
23
年
版
』
の
「
平
成
23
年
度
版
文
部
科
学
大
臣
所
轄
包
括
宗

教
法
人
名
簿
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
仏
教
系
寺
院
の
本
山
、
総
本
山
八
四
カ
寺
を
対

象
に
、
直
接
訪
れ
て
水
子
地
蔵
や
水
子
観
音
の
施
設
の
有
無
、
水
子
供
養
の
掲
示
な

ど
の
有
無
を
調
べ
た
。
そ
の
結
果
は
表
8「
仏
教
系
寺
院
宗
派
別
水
子
供
養
の
現
在
」

で
あ
る
。
大
本
山
や
総
本
山
で
の
水
子
供
養
の
有
無
は
、
末
寺
に
も
影
響
を
与
え
て

い
る
と
考
え
ら
れ
、
水
子
供
養
の
現
状
把
握
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
。
水
子
供
養

の
場
合
、
供
養
を
目
的
と
し
て
訪
れ
る
こ
と
は
多
い
が
、
訪
れ
た
寺
院
で
水
子
地
蔵

や
供
養
の
掲
示
を
目
に
し
て
行
う
例
も
多
い
。
今
回
の
調
査
で
は
、
あ
く
ま
で
も
参

詣
者
の
視
点
に
立
ち
、
境
内
で
供
養
の
有
無
を
確
認
す
る
こ
と
を
第
一
と
し
た
。
な

お
、
聞
き
取
り
調
査
が
可
能
な
場
合
は
合
わ
せ
て
行
っ
た
。
従
っ
て
、
表
8
の
水
子

供
養
の
「
有
」「
無
」
は
、
水
子
地
蔵
な
ど
明
確
な
参
拝
対
象
や
水
子
供
養
の
掲
示

が
あ
る
寺
院
で
あ
り
、
実
際
は
供
養
を
行
っ
て
い
て
も
明
示
さ
れ
な
い
寺
院
に
つ
い

て
は
「
無
」
と
し
た
。「
無
」
で
あ
っ

て
も
実
際
に
尋
ね
る
と
、
水
子
供
養
を

し
て
い
る
と
い
う
寺
院
は
多
い
が
、
こ

の
点
に
つ
い
て
は
今
後
改
め
て
報
告
し

た
い
。

対
象
と
し
た
仏
教
系
寺
院
八
四
カ
寺

の
う
ち
、
水
子
供
養
が
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
な
寺
院
は
三
九
カ
寺
、

明
示
さ
れ
て
い
な
い
寺
院
が
四
二
カ
寺

で
、
寺
が
開
放
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
の

理
由
で
不
明
が
三
カ
寺
で
あ
る
。
水

子
供
養
の
明
記
、
水
子
地
蔵
像
な
ど
水

子
供
養
の
対
象
が
設
置
さ
れ
て
い
る
寺

院
よ
り
も
な
い
寺
院
が
多
か
っ
た
（
表

8
）。水

子
供
養
を
明
示
し
て
い
る
の
は
、

天
台
系
一
〇
カ
寺
の
う
ち
八
カ
寺
、
真

言
系
二
三
カ
寺
の
う
ち
一
六
カ
寺
、
浄

土
系
一
四
カ
寺
の
う
ち
二
カ
寺
、
禅
系

一
九
カ
寺
の
う
ち
八
カ
寺
、
日
蓮
系

一
二
カ
寺
の
う
ち
二
カ
寺
、
奈
良
仏
教

系
六
カ
寺
の
う
ち
三
カ
寺
で
あ
っ
た
。

天
台
系
、
真
言
系
の
寺
院
で
は
半
数
以

上
、
禅
系
で
は
約
半
数
で
あ
る
。
浄
土

真
宗
を
含
む
浄
土
系
、
日
蓮
系
、
奈
良

仏
教
系
で
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
寺
が

多
い
。
し
か
し
、
水
子
供
養
の
明
示
の

寺院数 有 無 不明 供養方法概要
天台系 10 8 2 0 水子供養明記、経木塔婆奉納、水子地蔵尊、定期的供養実施
真言系 23 16 7 0 流れ灌頂、水子地蔵、水子観音、供養明記、地蔵等奉納
浄土系 14 2 11 1 個人建立の地蔵像、個人で地蔵像奉納
禅系 19 8 9 2 水子地蔵、水子納骨施設、水子供養専用施設、定期的供養
日蓮系 12 2 10 0 水子供養の明記はない場合も供養申込みにより祈祷あり
奈良仏教系 6 3 3 0 水子地蔵、水子観音、水子供養明記
合計 84 39 42 3

表8 　宗派別水子供養有無
「平成 23 年度版文部科学大臣所轄包括宗教法人名簿」より
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な
い
寺
院
に
お
い
て
も
、
依
頼
さ
れ
れ
ば
供
養
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

日
蓮
宗
系
の
寺
院
で
は
、
水
子
供
養
の
掲
示
や
専
用
の
地
蔵
像
や
観
音
像
が
設
置
さ

れ
て
い
な
く
と
も
尋
ね
る
と
行
っ
て
い
る
と
い
う
例
が
多
い
。
浄
土
真
宗
寺
院
も
、

水
子
供
養
の
明
記
や
水
子
地
蔵
像
な
ど
は
全
く
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、『
真
宗
と

水
子
供
養
』
に
よ
る
と
、
水
子
供
養
の
是
非
を
め
ぐ
る
論
議
が
み
ら
れ
た
時
代
が
あ

り
、
結
局
の
と
こ
ろ
統
一
見
解
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
実
際
に
は
、
地
域
の
寺
院

に
お
い
て
は
、
門
徒
の
依
頼
に
よ
っ
て
行
う
場
合
も
あ
り
、
水
子
供
養
は
一
概
に
否

定
し
難
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

）
70
（

。
表
7
の
「
そ
の
他
の
寺
院
」
は
、

宗
教
法
人
名
簿
に
記
載
は
な
い
が
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
に
調
査
し
た
寺
院
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
浄
土
宗
や
日
蓮
宗
に
お
い
て
も
水
子
供
養
を
明
示
し
て
い
る
例
が
み
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
み
る
と
水
子
供
養
は
各
宗
派
に
と
っ
て
無
視
で
き
な
い

も
の
と
な
っ
て
い
る
。

以
下
、
水
子
供
養
が
行
わ
れ
て
い
る
寺
院
の
現
状
に
つ
い
て
記
す
。

水
子
供
養
を
明
示
し
て
い
る
寺
院
で
は
、
寺
務
所
に
掲
げ
ら
れ
た
供
養
一
覧
や
本

堂
な
ど
の
寺
院
施
設
の
目
に
つ
き
や
す
い
場
所
に
掲
示
が
あ
っ
た
り
、
水
子
地
蔵
尊

像
や
水
子
観
音
像
が
設
置
さ
れ
て
い
た
り
と
、
参
詣
者
が
あ
え
て
供
養
の
有
無
を
尋

ね
な
く
と
も
す
ぐ
に
そ
れ
と
わ
か
る
よ
う
配
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
水
子
地
蔵
尊

や
水
子
観
音
像
は
、
幼
子
を
腕
に
抱
き
足
元
に
数
人
の
幼
子
が
す
が
る
様
式
で
、
そ

の
多
く
が
赤
い
涎
掛
け
や
頭
巾
を
付
け
、
風
車
・
お
も
ち
ゃ
・
ぬ
い
ぐ
る
み
・
お
菓

子
や
ジ
ュ
ー
ス
な
ど
が
奉
納
さ
れ
、
一
目
で
子
ど
も
の
供
養
と
認
識
で
き
る
例
が
多

い
。
そ
れ
ら
の
奉
納
物
は
色
鮮
や
か
で
、
遠
く
か
ら
で
も
参
詣
者
の
目
を
引
く
。
さ

ら
に
、水
子
地
蔵
・
水
子
観
音
の
設
置
場
所
は
、境
内
の
片
隅
、山
門
近
く
、参
道
脇
、

本
堂
横
な
ど
で
中
心
的
な
場
所
で
は
な
い
も
の
の
、
参
詣
者
の
通
り
道
や
必
ず
目
を

留
め
る
場
所
で
、
こ
と
さ
ら
目
立
ち
は
し
な
い
が
存
在
が
す
ぐ
に
目
に
留
ま
る
場
所

で
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
も
あ
る
。

地
蔵
像
や
観
音
像
の
素
材
は
、
唐
金
製
と
石
製
と
の
二
種
類
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ

ら
に
建
立
年
代
が
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
前
述
し
た
仏
像
鋳
造
所
で

は
、
信
仰
の
対
象
と
な
る
仏
像
に
建
立
年
代
や
奉
納
者
な
ど
を
記
す
こ
と
は
あ
え
て

し
な
い
と
の
こ
と
で
、
そ
の
た
め
か
寺
院
側
で
も
明
確
な
建
立
年
代
を
即
答
で
き
る

こ
と
は
少
な
い
。台
座
な
ど
に
年
代
が
記
さ
れ
て
い
る
例
は
い
く
つ
か
み
ら
れ
た
が
、

い
ず
れ
も
一
九
七
〇
年
代
半
ば
過
ぎ
か
ら
一
九
八
〇
年
代
初
頭
で
あ
っ
た
。し
か
し
、

一
九
九
七
年
（
平
成
九
）、
二
〇
〇
八
年
（
平
成
二
〇
）
な
ど
、
平
成
期
に
な
っ
て

か
ら
の
建
立
も
み
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
建
立
は
個
人
・
団
体
に
よ
る
も
の
、
寺
院
に

よ
る
も
の
、
従
来
あ
っ
た
地
蔵
・
観
音
が
水
子
供
養
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
と
、
概

ね
三
パ
タ
ー
ン
が
み
ら
れ
た
。
建
立
者
の
個
人
名
や
団
体
名
が
明
記
さ
れ
て
い
る
と

建
立
年
月
日
が
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
多
く
、
石
製
の
像
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
例

と
し
て
、
長
谷
寺
、
総
持
寺
、
園
城
寺
、
四
天
王
寺
、
高
野
山
金
剛
峰
寺
、
智
積
院
、

根
来
寺
、
清
浄
光
寺
、
七
宝
滝
寺
、
大
念
仏
寺
、
一
畑
寺
、
善
通
寺
、
興
福
寺
、
福

祥
寺
、
大
徳
寺
塔
頭
黄
梅
院
・
総
見
院
な
ど
に
み
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
個
人
や
団
体

の
建
立
に
よ
る
水
子
地
蔵
像
や
水
子
観
音
像
は
、
建
立
後
は
不
特
定
多
数
の
参
詣
者

が
水
子
供
養
を
行
う
場
と
な
っ
て
お
り
、
同
時
に
寺
院
が
主
催
す
る
水
子
供
養
の
場

と
も
な
っ
て
い
る
。〈
写
真
9
、
写
真
10
、
写
真
11
〉

寺
院
が
設
置
し
た
水
子
地
蔵
・
水
子
観
音
の
例
と
し
て
は
、
長
谷
寺
、
園
城
寺
、

福
祥
寺
、
七
宝
滝
寺
、
妙
心
寺
退
蔵
院
、
身
延
山
久
遠
寺
本
行
坊
で
あ
る
。
こ
れ
ら

は
、
境
内
一
角
に
専
用
の
場
所
を
設
け
案
内
版
な
ど
を
設
置
し
水
子
供
養
を
明
記
し

て
お
り
、
唐
金
製
の
像
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
建
立
の
背
景
に
は
、
檀
家
な
ど
関
係
者

の
寄
付
が
あ
っ
た
こ
と
も
推
測
で
き
る
。〈
写
真
12
、
写
真
13
、
写
真
14
〉

従
来
か
ら
あ
っ
た
地
蔵
な
ど
が
水
子
地
蔵
と
な
っ
て
い
る
例
と
し
て
は
、
四
天
王

寺
、
根
来
寺
、
国
分
寺
（
大
阪
）、
本
興
寺
の
水
向
地
蔵
、
興
福
寺
、
粉
河
寺
な
ど

が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
寺
院
で
は
、
古
い
地
蔵
と
と
も
に
新
し
い
水
子
地
蔵
が
建
立

さ
れ
て
い
る
例
も
み
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
地
蔵
は
子
ど
も
を
伴
う
典
型
的
な
水
子
供

養
の
様
式
で
は
な
い
が
、
小
さ
な
地
蔵
の
奉
納
や
風
車
・
お
も
ち
ゃ
・
お
菓
子
な
ど

が
奉
納
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
水
子
供
養
の
場
で
あ
る
こ
と
が
参
詣
者
に
明
確

に
伝
わ
る
。〈
写
真
15
、
写
真
16
、
写
真
17
〉
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写真９　四天王寺

写真11　七宝滝寺

写真10　根来寺

写真12　長谷寺

写真13　妙心寺退蔵院

写真14　身延山本行坊
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さ
ら
に
、水
子
地
蔵
像
が
設
置
さ
れ
て
い
る
境
内
に
は
、

同
時
期
に
建
立
さ
れ
た
複
数
の
多
様
な
供
養
碑
が
み
ら
れ

る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
水
子
地
蔵
像
や
水
子
観
音
像
に

限
ら
ず
、
供
養
碑
の
建
立
が
盛
ん
な
時
代
で
あ
っ
た
こ
と

が
窺
え
る
。

水
子
供
養
専
用
の
お
堂
な
ど
の
施
設
が
設
置
さ
れ
た
寺

院
も
あ
る
。
曹
洞
宗
総
持
寺
の
梅
寿
庵
は
、
水
子
供
養
専

門
の
施
設
で
あ
る
。
個
人
の
供
養
を
随
時
受
け
付
け
る
専

用
の
窓
口
が
あ
り
、
そ
の
都
度
、
お
堂
内
で
複
数
の
僧
侶

に
よ
る
読
経
が
行
わ
れ
る
。
毎
月
二
四
日
の
地
蔵
の
日
に

は
、
僧
侶
た
ち
に
よ
る
供
養
が
必
ず
行
わ
れ
参
加
者
も
多

い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
庵
内
に
は
本
尊
と
し
て
水
子
地

蔵
尊
像
が
祀
ら
れ
、
傍
ら
の
棚
に
は
位
牌
や
母
体
内
の
胎

児
を
写
し
た
超
音
波
写
真
、
嬰
児
の
写
真
、
小
さ
な
遺
骨

な
ど
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。
遺
骨
は
、
定
期
的
に
庵
の
傍

ら
に
あ
る
納
骨
塔
に
納
め
ら
れ
る
。
供
養
に
来
た
人
に
は

読
経
後
に
僧
侶
が
法
話
な
ど
も
行
っ
て
い
る
。

和
歌
山
県
岩
出
市
の
真
義
真
言
宗
根
来
寺
境
内
に
は
、

石
地
蔵
が
祀
ら
れ
た
水
子
堂
が
あ
る
。
屋
根
が
か
か
る
だ

け
の
開
放
的
な
お
堂
は
無
人
で
、
傍
ら
に
は
木
製
の
小
さ

な
塔
婆
と
料
金
箱
が
置
か
れ
、
自
身
で
書
き
地
蔵
に
奉
納

し
代
金
を
料
金
箱
に
入
れ
る
。
水
子
堂
近
く
に
は
古
い
墓

石
や
石
地
蔵
が
ま
と
め
ら
れ
た
区
画
が
あ
り
、
無
縁
仏
供

養
の
場
で
あ
る
。
人
知
れ
ず
供
養
に
訪
れ
る
こ
と
を
想
定

し
た
場
所
と
な
っ
て
い
る
。
静
岡
県
浜
松
市
の
臨
済
宗
方

広
寺
は
、
本
堂
近
く
に
観
音
堂
が
あ
り
水
子
供
養
が
行
わ

れ
る
。
水
子
に
関
す
る
説
明
板
が
あ
り
、「
早
く
に
こ
の

写真16　興福寺

写真15　国分寺写真17　粉河寺

写真18　方広寺観音堂
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世
に
出
る
こ
と
の
無
か
っ
た
子
ど
も
に
は
お
慈
悲
の
心
を
も
っ
て
供
養
し
て
差
し
上

げ
ま
し
ょ
う
」
と
あ
る
。
観
音
堂
は
無
人
で
、
本
尊
の
観
音
の
手
前
に
は
三
〇
㎝
程

の
金
属
製
金
色
の
水
子
地
蔵
尊
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
も
塔
婆
を
自
分
で
書
い
て

奉
納
し
、
代
金
を
納
め
る
形
式
で
あ
る
。〈
写
真
18
〉
こ
れ
ら
は
、
人
を
介
す
る
こ

と
な
く
供
養
で
き
る
場
所
が
設
定
さ
れ
て
い
る
例
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
供
養
の

在
り
方
は
水
子
供
養
の
特
徴
の
一
つ
で
も
あ
る
。
人
知
れ
ず
供
養
を
済
ま
せ
た
い
と

考
え
る
人
が
多
い
た
め
で
あ
ろ
う
し
、
寺
院
に
と
っ
て
も
、
こ
の
世
に
誕
生
す
る
以

前
の
胎
児
に
対
す
る
供
養
法
が
定
ま
っ
て
い
な
い
た
め
で
も
あ
ろ
う
。
仏
教
が
こ
れ

ま
で
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
中
絶
胎
児
あ
る
い
は
胎
児
の
霊
魂
の
供
養
を
、
ど
の
よ

う
に
位
置
付
け
ど
の
よ
う
に
供
養
す
る
か
の
明
確
な
基
準
は
な
い
よ
う
で
、
こ
の
よ

う
な
供
養
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

京
都
市
清
水
寺
の
水
子
供
養
は
、
個
人
で
奉
納
し
た
地
蔵
が
寺
院
の
水
子
供
養
の

場
と
し
て
機
能
し
て
い
る
例
で
あ
る
。
不
特
定
多
数
の
参
詣
者
に
よ
る
水
子
供
養
が

盛
ん
で
、個
人
に
よ
っ
て
奉
納
さ
れ
た
水
子
観
音
が
、現
在
の
水
子
供
養
の
場
と
な
っ

て
い
る
。
供
養
希
望
者
は
、
寺
務
所
で
住
所
・
氏
名
を
書
き
供
養
料
を
納
め
て
経
木

塔
婆
を
書
い
て
も
ら
う
。
そ
れ
を
自
分
で
地
蔵
の
周
囲
に
巡
ら
さ
れ
た
棚
に
納
め
、

僧
侶
に
よ
る
読
経
な
ど
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。〈
写
真
19
〉

次
に
、
水
子
供
養
の
特
徴
的
な
供
養
の
在
り
方
を
報
告
す
る
。
大
本
山
・
総
本
山

は
、
宗
派
に
属
す
る
人
び
と
が
訪
れ
供
養
す
る
場
で
も
あ
る
が
、
宗
教
宗
派
を
問
わ

ず
不
特
定
多
数
の
人
び
と
が
観
光
や
参
詣
に
訪
れ
る
場
所
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、

た
ま
た
ま
訪
れ
た
寺
院
で
、
水
子
供
養
の
場
を
眼
に
し
て
供
養
す
る
例
は
少
な
く
な

い
。
こ
の
場
合
、
参
詣
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
一
目
で
そ
れ
と
分
か
る
水
子
地
蔵
像

や
水
子
観
音
像
は
、
水
子
供
養
を
行
う
際
の
重
要
な
要
素
と
な
る
。
寺
院
側
で
も
、

参
詣
者
が
水
子
供
養
を
申
し
込
ん
だ
場
合
、
宗
教
宗
派
を
問
う
こ
と
は
な
い
。
宗
教

宗
派
の
違
い
を
超
え
て
執
行
さ
れ
る
の
が
水
子
供
養
で
あ
り
、
前
述
の
清
源
寺
や
慈

明
寺
の
例
と
も
共
通
で
あ
る
。

ま
た
、
春
秋
の
彼
岸
、
お
盆
に
、
水
子
供
養
の
た
め
に
祈
祷
を
行
う
こ
と
が
掲
示

さ
れ
て
い
る
寺
院
も
あ

る
。
そ
れ
ら
に
は
、
先
祖

供
養
や
無
縁
仏
供
養
と
な

ら
ん
で
水
子
供
養
が
明
記

さ
れ
、
水
子
が
先
祖
や
無

縁
仏
と
区
別
さ
れ
た
存
在

で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の

で
あ
る
。
藤
井
正
雄
は
、

死
産
児
や
誕
生
直
後
の
嬰

児
が
死
亡
し
た
際
、
戒

名
・
法
号
を
付
け
ず
無
縁

仏
と
す
る
、
あ
る
い
は
無

縁
仏
に
も
数
え
な
い
慣
習

が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し

た
）
71
（

。
従
来
、
先
祖
霊
や
無

縁
仏
に
も
入
ら
な
か
っ
た
胎
児
の
霊
は
、
胎
児
生
命
を
確
実
に
認
識
す
る
よ
う
に

な
っ
た
現
在
、
人
び
と
に
と
っ
て
供
養
す
べ
き
霊
魂
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
一
方
に
お
い
て
、
仏
教
に
お
け
る
胎
児
の
霊
魂
の
扱
い
は
、
明
確
で
あ

る
と
は
言
い
難
い
。
一
応
、
先
祖
供
養
と
は
区
別
は
さ
れ
て
い
る
が
、
先
祖
供
養
の

一
部
と
し
た
り
、
先
祖
供
養
と
区
別
し
て
無
縁
仏
供
養
と
同
様
に
す
る
例
な
ど
、
水

子
の
位
置
づ
け
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

水
子
供
養
の
具
体
例
を
み
る
と
（
表
7
）、
寺
務
所
に
掲
示
さ
れ
て
い
る
祈
祷
一

覧
に
「
水
子
供
養
」
と
あ
る
場
合
は
、
申
し
込
み
用
紙
に
記
入
し
祈
祷
料
を
納
め
る

だ
け
で
供
養
が
済
む
。
延
暦
寺
、
園
城
寺
、
四
天
王
寺
、
一
畑
薬
師
、
総
持
寺
、
身

延
山
（
本
行
坊
）、
興
福
寺
（
南
円
堂
）
な
ど
は
そ
の
例
で
あ
る
。
読
経
後
に
専
用

の
場
所
に
塔
婆
を
納
め
る
寺
院
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
寺
院
は
、
水
子
供
養
に
積
極
的

に
関
わ
っ
て
い
る
。〈
写
真
20
〉　

水
子
供
養
の
た
め
の
地
蔵
尊
像
・
観
音
像
が
設
置 写真19　清水寺水子観音
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さ
れ
て
い
る
寺
院
で
は
、
個
々
の
供
養
に
応
じ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
境
内
の
寺
務

所
や
売
店
で
、｢

水
子
供
養
」
と
記
さ
れ
た
専
用
の
ロ
ウ
ソ
ク
や
線
香
・
小
さ
な
地

蔵
な
ど
の
奉
納
物
が
販
売
さ
れ
、
通
り
が
か
り
の
参
詣
者
が
求
め
各
自
で
奉
納
し
て

い
る
。〈
写
真
21
〉ま
た
、参
詣
者
が
お
菓
子
や
ジ
ュ
ー
ス
、ぬ
い
ぐ
る
み
や
お
も
ち
ゃ

な
ど
を
自
由
に
奉
納
で
き
る
寺
院
が
多
い
こ
と
も
特
徴
で
、
飲
食
物
の
奉
納
が
制
限

さ
れ
る
こ
と
の
多
い
昨
今
で
あ
る
が
、
参
詣
者
の
子
ど
も
へ
の
想
い
を
汲
み
取
っ
た

上
で
の
例
外
的
な
対
応
で
あ
る
。
ま
た
、
興
福
寺
の
水
子
地
蔵
形
式
の
「
延
命
地
蔵

尊
」
は
、
水
を
掛
け
て
供
養
す
る
。
通
り
か
か
り
の
人
が
水
を
掛
け
て
手
を
合
わ
せ

る
光
景
は
、
水
施
餓
鬼
や
流
れ
灌
頂
を
思
わ
せ
る
。　

最
後
に
、
水
子
供
養
に
携
わ
る
僧
侶
た
ち
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
話
が
聞
か
れ
た
。

最
近
の
傾
向
と
し
て
、
掌
に
の
る
程
の
小
さ
な
遺
骨
や
胎
児
が
写
っ
た
超
音
波
写

真
な
ど
を
納
め
て
供
養
す
る
夫
婦
や
カ
ッ
プ
ル
が
み
ら
れ
る
。供
養
を
担
う
僧
侶
は
、

そ
れ
ら
が
単
な
る
中
絶
や
死
産
で
は
な
い
と
感
じ
る
と
し
た
上
で
「
産
科
が
な
に
か

お
か
し
い
」「
産
科
医
は
何
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
」
と
医
療
へ
の
疑
問
を

語
る
。
僧
侶
た
ち
は
、
供
養
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
理
由
を
あ
え
て
尋
ね
る
こ
と
は

な
い
が
、出
産
の
場
で
以
前
と
は
違
う
何
か
が
起
き
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
と
い
う
。

日
本
産
婦
人
科
学
会
の
調
査
で
は
、
胎
児
の
異
常
を
理
由
と
す
る
中
絶
が
一
〇
年

前
に
比
べ
る
と
倍
増
し
六
〇
〇
〇
件
に
及
ぶ
と
し
て
、
選
択
的
中
絶
の
可
能
性
を
指

摘
し
て
い
る 

（
朝
日
新
聞
二
〇
一
一
年
四
月
五
日
付
）。
出
生
前
診
断
に
よ
っ
て
胎

児
異
常
が
判
明
す
る
と
、八
、九
割
が
中
絶
を
選
択
す
る
と
の
事
実
も
明
ら
か
に
な
っ

た
。　

　
僧
侶
の
一
人
は
、
一
旦
、
授
か
っ
た
命
は
、
中
絶
す
る
こ
と
で
消
滅
し
全
て
解
決

し
た
か
の
よ
う
に
思
う
が
、
命
の
痕
跡
は
灰
や
遺
骨
と
し
て
必
ず
こ
の
世
に
残
る
と

説
く
。
命
を
送
る
最
後
の
場
面
に
関
わ
る
僧
侶
た
ち
に
は
、
妊
娠
・
出
産
を
め
ぐ
る

今
の
問
題
が
見
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。　

　

写真 20　一畑薬師水子地蔵写真 21　水子供養ロウソク
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子

番号 宗派名 寺院名 住所 水子供養の有無

天台系

1 天台宗 総本山延暦寺 滋賀県大津市
有：横川中堂で水子供養あり。祈祷用紙に記入し申し込む。先祖供養等と同様の申し込み。根本中
堂には明記されていない。子育て観音あり。子どもを抱いた木造で京都念仏寺本尊と同形のものを
1150 周年祈念に納めたとの説明文。延暦寺墓地には水子供養の区画有り。

2 天台寺門宗 総本山園城寺 滋賀県大津市 有：昭和 57 年建立水子地蔵尊（石造）、足元におねがい地蔵の奉納、毎年 5 月 3 日に観音堂で水子
総供養、参道に個人奉納の石地蔵像数基（供養）

3 天台眞盛宗 総本山西教寺 滋賀県大津市 有：入り口案内板に、放生池側に水子地蔵とあるが、現在その場にはない。寺務所で尋ねるが不明。
境内山門外隅に唐金製の地蔵尊あり足元に子どもが合掌して立つ形、水子地蔵の様式

4 本山修験宗 総本山聖護院 京都府京都市 無

5 修験道 総本山五流尊滝院 岡山県倉敷市 有：本堂境内外別地に水子供養案内板設置、個人による石製の水子地蔵奉納多数有り

6 天台圓浄宗 総本山蘆山寺 京都府京都市 無

7 和宗 総本山四天王寺 大阪府大阪市
有：六時堂で毎日水子供養受付明記、供養後、経木塔婆を亀井堂で流す。地蔵堂で毎月 24 日 10 時
30 分から供養、8 月 24 日供養、地蔵堂に個人奉納のための区画あり小地蔵多数あり。「水子」「子授」

「産立」の三地蔵あり、建立年代不明水子供養流行以後のものと思われる。「水子」の立て札には「あ
またある闇から闇に渡し行く水子の霊を守り行かなん」との記述。

8 西山宗 本山三鈷寺 京都府京都市 無

9 粉河観音宗 総本山粉河寺 和歌山県紀の川市 有：水子供養受付明記、本堂で祈願後、経木塔婆を水向地蔵堂に納める

10 金峯山修験本宗総本山 金峯寺 奈良県吉野町 有：宝泉坊に水子地蔵あり、毎年 8 月 22 日水子供養会開催

真言系

1 高野山真言宗 総本山金剛峰寺 和歌山県伊都郡
有：奥の院に渡る橋上流方向に流れ灌頂あり、水死者と水子の供養。塔婆の前にたれている縄はヘ
ソノ緒と説明している。HP には、水子供養は読経供養と灯明供養あり、先祖供養と同様。「～家水
子之霊」などで行う。郵送によるものも受付。参道に水子地蔵尊、水子観音像の奉納あり。塔頭に
水子地蔵像建立あり。

2 真言宗醍醐派 総本山醍醐寺 京都府京都市 無

3
真言宗東寺派 真言宗総本山教王護国寺内

京都府京都市
有：祈祷所、塔頭で水子供養をしている、地蔵立像（明治期に複数の人により奉納）涎掛け 2,3 枚奉
納あり、水子供養か子育て祈願かは不明。塔頭に唐金の水子地蔵尊あり台座に「関善作」とある（高
岡市の関善製作所鋳造）。東寺真言宗 総本山教王護国寺

4 真言宗泉湧寺派 総本山泉湧寺（せんにゅう
じ） 京都府京都市 有：塔頭に、個人奉納の水子地蔵（石製）有り。

5 真言宗山階派 大本山勧修寺 京都府京都市 無

6 真言宗御室派 総本山仁和寺 京都府京都市 有：墓地に。昭和 51 年「水子地蔵尊供養の会」建立水子地蔵尊あり、半跏の唐金水子地蔵、左手で
幼子を抱き足元にも幼子一人。周囲に個人による石地蔵の奉納多数有り。

7 真言宗大覚寺派 大本山大覚寺 京都府京都市 無

8 真言宗善通寺派 総本山善通寺 香川県善通寺市

有：御影堂境内売店裏の池前に唐金製水子地蔵尊あり。子ども一人を抱き足元には 6 人の子ども。
建立年代は明記されていない。奉納者名 146 名が台座の銅版に刻まれている。台座後ろには扉納骨
スペースか？売店前には「水子供養」と記された「祈願ロウソク」（100 円）無人販売、紙製の蓮華

（一枚 200 円で売店で購入）に祈願など書いて御影池に浮かべる。どれも個人で自由に祈願。本堂境
内周辺に羅漢・供養塔奉納あり、そこに「水子之霊菩提」と明記した供養塔（観音が刻まれている）
あり、平成 2 年、18 年など平成年代。

9 真言宗智積院 総本山智積院 京都府京都市 有：個人奉納の水子地蔵あり、受付入り口からちらりと見える位置

10 真言宗豊山派 総本山長谷寺 奈良県桜井市 有：水子供養行うこと明記。水子地蔵像、水子観音像複数あり。水子地蔵に昭和 54 年建立とあり。
小地蔵の奉納あり。

表7　仏教系寺院大本山・総本山にみる水子供養の現状：2012年～2013年の調査
（調査対象寺院は『宗教年鑑 平成 23 年版』文化庁　平成 24 年 4 月の「文部科学大臣所轄包括宗教法人一覧」より）　
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3
月 番号 宗派名 寺院名 住所 水子供養の有無

真言系

11 真言宗豊山派 大本山護国寺 東京都文京区 無

12 新義真言宗 総本山根来寺 和歌山県岩出市 有：境内水子堂に個人奉納の水子地蔵あり、昭和 54 年建立の根来真心地蔵あり。寺での供養もあ
るが、個人で自由に供養できるよう無人の受付場所設置（地蔵、塔婆と料金箱あり）

13 真言宗須磨寺派 大本山福祥寺（須磨寺） 兵庫県神戸市 有：本堂に千体地蔵として水子地蔵あり、塔頭にも水子地蔵多い

14 真言宗犬鳴派 大本山七宝滝寺　　　　　　　　　　　大阪府泉佐野市 有：銅製水子地蔵尊（京都鋳造）あり、水子地蔵参道に多数、地蔵奉納もあり、8 月 19 日は萬燈会、
地蔵盆水子供養

15 真言宗国分寺派 大本山国分寺 大阪府大阪市 有：水児地蔵（石造）。古い地蔵を集めて祀った際に建立。10 年程前とのこと。

16 真言宗花山院派 大本山菩提寺 兵庫県三田市 無

17 真言宗五智教団 大本山鳳来寺 愛知県新城市 有：本堂に「水子供養」の貼り紙あり

18 真言宗九州教団 南岳山東長寺 福岡県福岡市
有：境内山門脇に「水児地蔵」あり。石製、寺務所、大仏参詣参道に「大施餓鬼法要　8 月 16 日午
後 2 時　お盆、先祖供養、三界萬霊、初盆、水子供養、その他」の貼り紙あり。大仏下に地獄極楽
図巡り回廊あり、賽河原に地蔵と子どもの絵あり

19 明算真言宗 大本山圓蔵院 和歌山県和歌山市 無

20 真言密宗 大本山金剛不滅寺 富山県中新川郡 有：水子地蔵尊（銅製）、水子供養明記水子供養用の塔婆あり自分で書いて奉納、慈母観音子有り（銅製）

21 真言三宝宗 大本山清荒神清澄寺 兵庫県宝塚市 有：水子供養掲示および供養申込用紙あり

22 真言宗毘廬舎那宗 大本山千手寺 大阪府東大阪市 有：「千手寺水子　早世児供養地蔵」（昭和54年 7月24日開眼供養）あり。前の香炉に「水子地蔵尊香炉」
（昭和 54 年 8 月 24 日　施主：14 名内女性名 1 名）とあり

23 観音宗 総本山大聖観音寺 大阪府大阪市 無

浄土系

1 西山浄土宗 総本山光明寺 京都府長岡京市 不明：個人奉納の童地蔵一対（平成 5 年）あるが水子供養かは不明

2 浄土真宗本願寺派 本山本願寺（西本願寺） 京都府京都市 無

3 真宗大谷派 真宗本廟（東本願寺） 京都府京都市 無

4 真宗高田派 本山専修寺 三重県津市 無

5 真宗興正寺派 本山興正寺 京都府京都市 無

6 真宗仏光寺派 本山仏光寺 京都府京都市 無

7 真宗三門徒派 本山専照寺 福井県福井市 無

8 真宗出雲寺派 本山毫摂寺 福井県越前市 無

9 真宗山元派 本山證誠寺 福井県鯖江市 無

10 真宗誠照寺派 本山誠照寺 福井県鯖江市 無

11 真宗浄興寺派 本山浄興寺 新潟県上越市 無

12 時宗 総本山清浄光寺 神奈川県藤沢市 有：水子地蔵尊（昭和 56 年 11 月 18 日、歯科医院個人名）あり、小地蔵奉納あり、寺務所で小地蔵
販売

13 融通念仏宗 総本山大念佛寺 大阪府大阪市
有：納骨堂地下に「千体水子地蔵」、個別に水子地蔵尊奉納あり平成 7 年に納骨堂を建てたが、それ
以後祀るようになった。30cm 足らずの水子地蔵尊を中央上に祀り、両脇及下棚に個人で 15cm 程の
同様の水子地蔵尊を祀る。各地蔵には手書きの名札があるものもあり、3 月 3 日、5 月 5 日には多くの
供物が上がる。水子供養の目的で来ないと目に触れない場所。

14 真宗木辺派 本山錦織寺 滋賀県野洲市 無
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禅系

1 臨済宗妙心寺派 大本山妙心寺 京都府京都市 有：塔頭退蔵院に唐金の水子地蔵、年代不明、経木塔婆奉納有「～先祖代々之霊」とあり「～家水子」
ではない。子どもの靴、おもちゃなど奉納あり

2 臨済宗建長寺派 大本山建長寺 神奈川県鎌倉市 無

3 臨済宗円覚寺派 大本山円覚寺 神奈川県鎌倉市 無

4 臨済宗南禅寺派 大本山南禅寺 京都府京都市 無

5 臨済宗方広寺派 大本山方広寺 静岡県浜松市

有：観音堂本尊前に 30cm 足らずの金の水子地蔵尊像（子ども 1 人抱き足元に 3 人）、水子供養塔婆
を自分で書いて奉納（500 円）、「ご先祖さまには感謝の供養を亡き子には慈悲の供養を　早くにこの
世に出ることの無かった子どもにはお慈悲の心を持って供養して差し上げましょう」の掲示、無人。
参道に石の羅漢像が並び個人で奉納可能。地蔵のように赤い涎掛けの奉納あり。境内池のほとりに
慈母観音（子どもを 1 人抱き足元に 2 人）

6 臨済宗永源寺派 大本山永源寺 滋賀県東近江市 有：寺務所に先祖供養、永代供養と共に。「水子供養」を明記

7 臨済宗佛通寺派 大本山佛通寺 広島県三原市 無：参道に唐金の観音像あり、ジュースなど供物あるが子供の供養かは不明、他に地蔵堂あり

8 臨済宗東福寺派 大本山東福寺 京都府京都市 有：塔頭霊源院で供養ありとのことだが、寺院を公開していない

9 臨済宗相国寺派 大本山相国寺 京都府京都市 無

10 臨済宗建仁寺派 大本山建仁寺 京都府京都市 無

11 臨済宗天龍寺派 大本山天龍寺 京都府京都市 有：塔頭永明院に「夢地蔵」（1990 年建立石造）の名称で供養、水子地蔵の奉納あり

12 臨済宗向嶽寺派 大本山向嶽寺 山梨県甲府市 無

13 臨済宗大徳寺派 大本山大徳寺 京都府京都市 有：塔頭黄梅院に水子地蔵（石造）あり、総見院に水子地蔵（石造、子 1 人抱き足元 2 人）あり

14 臨済宗國泰寺派 大本山國泰寺 富山県高岡市 無

15 臨済宗興聖寺派 大本山興聖寺 京都府京都市 不明：寺院を開放していない

16 一畑薬師教団 総本山一畑寺 島根県出雲市

有：参道入口に唐金製と石製の水子地蔵尊あり。唐金製は「水子地蔵菩薩」とあり 1 人抱き 1 人足
元（奉納一畑薬師小倉分霊所信者一同、平成 20 年 11 月 8 日とある）石製は子ども 1 人抱き足元に 2 人。
集団での奉納、石製は個人建立（献納者　大阪　内田長誉とあり）。8 月 8 日は薬師の日で本堂で勤行、
観音堂で盆供養。水子供養、先祖供養、その他供養同時に読み上げ。参道の旗に水子供養のための
ものもあり。水子供養のロウソク奉納、

17 曹洞宗 大本山永平寺 福井県永平寺町 不明：地蔵堂におもちゃの奉納数個あるが古い、地蔵院があるが開放していない。

18 曹洞宗 大本山総持寺 神奈川県横浜市
有：梅寿庵は水子供養の場、敷地内に石（個人奉納）と銅製の水子地蔵像あり。銅製は水子地蔵とあり。
左手で子を抱く姿。希望者には供養あり。毎月 24 日供養。水子地蔵は納骨可能。庵内に位牌、超音
波写真、赤ん坊の写真、遺骨納められている。遺骨は 1 ヵ月一回納骨堂に納める。

19 黄檗宗 大本山萬福寺 京都府宇治市 無

日蓮系

1 日蓮宗 祖山（総本山）身延山久遠
寺 山梨県南巨摩郡 有：宿坊本行坊に「身延山内唯一の水子観音様、水子供養・お塔婆供養いたします」との看板、名称「白

衣観音」（石造、平成 9 年建立、第 46 世日法代建立）
2 日蓮宗 大本山池上本門寺 東京都大田区 無：地蔵などはないが依頼により水子供養する

3 顕本法華宗 総本山妙満寺 京都府京都市 無：塔頭にも無し

4 法華宗（本門流） 大本山光長寺 静岡県沼津市 無：塔頭の西之坊に子育鬼子母神祀られているとのことだが、本堂閉扉

5 法華宗（本門流） 大本山鷲山寺 千葉県茂原市 無
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日蓮系

6 法華宗（本門流） 大本山本能寺 京都府京都市 無

7 法華宗（本門流） 大本山本興寺 兵庫県尼崎市 有：子を抱いた石造の地蔵あり「水向地蔵」大正 6 年建立、今は水子供養となっているようで、地
蔵の奉納あり

8 法華宗（陣門流） 総本山本成寺 新潟県三条市 無：塔頭にも無し
本成寺別院本妙寺 東京都豊島区 無：水子地蔵はないが、墓石に明治 21 年「～水子」俗名はタマとあり戒名

9 法華宗（真門流） 総本山本隆寺 京都府京都市 無：塔頭にも無し

10 本門法華宗 大本山妙蓮寺 京都府京都市 無：塔頭にも無し

11 日蓮本宗 本山要法寺 京都府京都市 無

12 本門佛立宗 本山宥清寺 京都府京都市 無

奈良仏教系

1 律宗 総本山唐招提寺 奈良県奈良市 無

2 真言律宗 総本山西大寺 奈良県奈良市 有：「子育延命地蔵尊」昭和 50 年建立、各地から孩子、先祖代々の彫りあり、水子供養として機能
している

3 法相宗 大本山薬師寺 奈良県奈良市 無：地蔵院はあるが参詣者は入れない

4 法相宗 大本山興福寺 奈良県奈良市 有：南円堂には塔頭興善院の一言観音にて「水子」の祈祷ありの看板、猿沢池よりの階段途中横に
水子地蔵あり、昭和 51 年個人の奉納、水をかけて祈願する

5 聖徳宗 総本山法隆寺 奈良県生駒郡 無：地蔵堂はあるが壊れているようで公開されていない、地蔵堂があることを受付の人もよく知ら
ない様子

6 華厳宗 大本山東大寺 奈良県奈良市 有：地蔵台座に「昭和 49 年建立　東大寺地蔵講一同」「水子地蔵」とあり

その他：文部科学大臣所轄包括宗教法人以外

単立 1 北法相宗 大本山清水寺 京都府京都市
有：「水子観音」「水子かんのん」と石碑に表記、奉納は夫婦名昭和 57 年 10 月奉納、現在はそこに
塔婆が奉納されている。随求堂にて供養の受付、ノートに記入し塔婆書いてもらい水子観音に奉納
する。塔婆には「～家水子之霊」「～家～家水子」「○○（名のみ）之霊」と記されている

単立 2 回向院 東京都墨田区 有：「水子塚」寛政 5 年建立あり。水子供養一般化して以降、水子供養開始、現在定期的に水子会（水
子供養）あり、個人で石製の水子地蔵奉納あり

天台系

3 羽黒修験本宗 本山荒沢寺 山形県鶴岡市 有：水子供養、地蔵像奉納あり

4 聖観音宗 総本山浅草寺 東京都台東区 有：個人建立か

5 和宗 四天王寺支院眞光院 大阪府大阪市

有：昭和 31 年建立六万体地蔵尊の名で水子供養、毎月 24 日午後 2 時～４時。立て札に「水子地蔵
尊御奉安のお知らせ　地蔵菩薩尊像の聖域を拡大しました。不幸にも水子になられた霊位の成仏を
祈念する石地蔵さまを奉安致します。水子霊の戒名をも御授与いたして尊像に刻します。一金 5 万
円です。限定されたものです。早めに御申し込み下さい」とあり、小地蔵奉納あり、背には「～家
水子霊」「～氏名●子水子霊」「●（戒名）嬰児」「～家水子諸霊」「蓮水子」「夫婦名水子之霊」と記す。

真言系

6 真言宗中山派 大本山中山寺 兵庫県宝塚市 有：入り口塔頭 2 ヶ寺で水子供養、水子供養料（回向料）1 霊 3000 円、納骨料金 1 霊 50,000 円、赤い旗、
大きな看板掲示。

7 真言宗御室派 大本山天野山金剛寺 大阪府河内長野市 有：塔頭の感無量院内に水子地蔵尊、子ども抱いて足元に 2,3 人、昭和 55 年建立、発起人名あり石
地蔵の奉納あり、公道バス亭よりチラリと見える位置にあり。但し、無住らしく境内は荒れている

8 真言宗善通寺派 本山隋心院 京都府京都市 無：塔頭にもなし
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浄土系

9 浄土宗 総本山知恩院 京都府京都市 有：地蔵などはないが、水子供養をしている、申込用紙「～家水子供養」「○○之水子供養」と記入
する

10 浄土宗 大本山増上寺 東京都港区 有：「千躰子育地蔵尊」通称水子地蔵、個人の奉納、水子供養も随時行う

11 浄土宗 大本山光明寺 神奈川県鎌倉市
有：塔頭千手院に昭和 35 年の子恵地蔵尊は個人奉納、「附施餓鬼一会為○○家水子之霊」「附施餓鬼
一会為水子供養也」の塔婆。塔頭蓮乗院には「諸願成就　水子供養　福徳地蔵尊」と記された地蔵
あり

12 浄土宗 大本山善光寺大本願 長野県永野市 有：大本願に昭和 57 年建立の水子地蔵あり、毎月 23 日法要あり、常時供養している。大勧進に水
子観音あり。どちらも供え物多く盛況。

13 浄土宗 大本山金戒光明寺 京都府京都市 有：水子地蔵、経木塔婆奉納

14 浄土宗 大本山知恩寺 京都府京都市 無

15 浄土宗 大本山清浄華院 京都府京都市 無

16 浄土宗 本山蓮華寺 滋賀県米原市 無：（身代わり地蔵、忠太郎地蔵）

17 浄土宗西山深草派 総本山誓願寺 京都府京都市 無

18 浄土宗西山禅林寺派 総本山禅林寺 京都府京都市 無：（やすらぎ観音：病気、子授け、供養のお参りあり）

19 浄土宗 正受院 東京都北区 有：昭和 29 年に胎児のための納骨堂建立、昭和 43 年建立の「地蔵大菩薩　供養塔」、水子地蔵尊像（高
岡市関善製作所昭和 50 年以降鋳造）、通称：赤ちゃん寺

20 浄土宗 一心寺 京都府京都市 有：水子地蔵、坐像で子を抱く姿、個人で花などの奉納あり

21 浄土宗 長谷寺 神奈川県鎌倉市
有：地蔵堂に水子供養「千体地蔵尊」奉納：「千体地蔵尊とは水子や先亡諸霊供養のために奉納され
ます。ご希望の方は観音堂へお申し込み下さい。3 月 9 月の 18 日に彼岸会が奉修されます」「水子供
養」記された奉納ロウソク、地蔵堂にお菓子縫いぐるみ多数奉納。「水子塚」の碑横に個人奉納の地
蔵像昭和 57 年。弁財天に「水子供養」の納め札あり。

日蓮系

22 日蓮宗 大本山誕生寺 千葉県鴨川市
有：供養はしている、位牌堂の命日記した帳面に「水子行年二ヶ月　横浜・・・女性名」とあり、
命日に当っている所を開いてあり、「スイシ」と言うとのこと。生れた後ならば名がつくので、妊娠
二ヶ月の供養。話を聞いた僧侶は「水子（ミズコ）さんの供養」と言っている。水子供養は、肉体
はこの世にないが魂は存在するので供養は必要とのこと。

23 日蓮宗 大本山清澄寺 千葉県鴨川市 不明：地蔵はあるが、一個おもちゃが供えてあるのみ

24 日蓮宗 大本山法華経寺 千葉県市川市 有：宇賀神堂に「塔婆供養、追善供養、水子供養」とあり、妙天寺に水子地蔵あり

25 日蓮宗 大本山北山本門寺 静岡県富士宮市 無

26 日蓮宗 大本山妙顕寺 京都府京都市 無：塔頭にも無し

27 日蓮宗 大本山圀寺 京都府京都市 無

禅宗 28 曹洞宗 宗教法人地蔵院 愛知県大府市 有：境内周囲に「南無水子地蔵菩薩」の赤旗あり。日を決めての供養も有り

禅宗 29 臨済宗南禅寺派 常光寺 大阪府八尾市
有：水子地蔵お堂あり、水子地蔵の奉納あり、水子供養 5,000 円、地蔵は石造、もとは別の場所にあ
り移された。水子供養として行うようになったのは昭和 50 年代以降のこと、年に何回か供養以来あ
り、明日もあるとのこと。流産もあるが中絶での供養が多い、女性名での供養多いが、男性一人で
来ることもある。

神社

神道 1 常宮神社 福井県敦賀市 有：水子供養あり、地域で要請あり独自で開始、現神主の代以降に白い提灯奉納
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は
、
人
工
妊
娠
中
絶
の
是
非
が
常
に
論
議

の
対
象
と
な
っ
て
来
た
が
、
近
年
は
、
胎
児
診
断
に
よ
っ
て
異
常
と
な
っ
た
胎
児
に

対
す
る
中
絶
の
問
題
も
あ
り
、
胎
児
は
無
視
で
き
な
い
存
在
と
な
っ
た
と
記
し
て
い

る
。そ

の
よ
う
な
現
状
を
踏
ま
え
て
、
水
子
は
祟
り
と
強
く
結
び
つ
い
て
水
子
供
養
の

根
本
を
成
し
て
い
る
が
、水
子
霊
の
怨
念
を
鎮
め
る
た
め
の
水
子
地
蔵
建
立
な
ど
は
、

人
び
と
の
精
神
的
負
担
解
消
に
は
な
る
が
根
本
的
解
決
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

供
養
の
心
と
懺
悔
す
る
心
を
失
っ
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
も
供
養
が
必
要
で
あ

る
。
仏
教
に
は
霊
障
の
考
え
方
は
な
く
、
水
子
と
祟
り
は
関
係
な
い
と
い
う
立
場
を

貫
く
べ
き
だ
が
、
祈
祷
に
よ
っ
て
人
び
と
が
「
安
心
」
に
導
か
れ
る
な
ら
ば
そ
れ
も

ま
た
僧
侶
の
役
割
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
反
面
、
水
子
と
な
る
宿
命
の
命
で
あ
っ
た

と
の
合
理
的
な
解
釈
も
可
能
で
、
人
び
と
の
状
況
に
合
わ
せ
る
こ
と
を
重
視
し
て
い

る
。
あ
く
ま
で
も
、
供
養
を
必
要
と
す
る
人
の
心
情
を
考
慮
し
た
上
で
の
供
養
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
水
子
供
養
は
水
子
の
祟
り
を
解
消
す
る
た
め
で
な
く
、
祖
先
供
養
と
同

様
に
親
が
子
に
行
う
べ
き
供
養
で
あ
り
「
い
の
ち
」
の
尊
さ
を
考
え
る
仏
教
の
原
点

に
基
づ
く
も
の
と
位
置
づ
け
る

）
74
（

。
し
か
し
、
先
祖
供
養
と
本
質
的
な
違
い
が
あ
り
、

そ
れ
は
遺
骨
や
生
き
た
証
や
遺
物
が
な
い
こ
と
、
名
前
が
な
い
た
め
戒
名
を
授
与
す

る
こ
と
に
賛
否
が
あ
る
こ
と
、「
今
生
の
い
の
ち
」
を
授
か
ら
な
か
っ
た
存
在
で
あ

る
こ
と
、
親
の
身
勝
手
で
殺
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
通
常
の
供
養
と
の
違

い
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
状
況
を
踏
ま
え
て
、
胎
児
に
対
す
る
供
養
の
意
義
や
必
要
を

示
す
こ
と
は
大
切
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
供
養
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
胎
児
の
供
養
を
ど
の
よ

う
に
位
置
づ
け
る
か
の
指
針
を
示
し
て
い
る
。

そ
こ
で
は
寺
院
収
入
に
関
す
る
資
料
も
示
さ
れ
、
寺
院
の
全
収
入
に
お
い
て
、
水

子
供
養
を
含
む
祈
祷
・
祈
願
収
入
の
平
均
は
約
一
〇
％
、
葬
儀
収
入
は
三
五
・
五
％
、

年
回
法
要
収
入
は
三
六
・
六
％
で

）
75
（

、
祈
祷
・
祈
願
は
、
安
産
、
合
格
、
身
体
堅
固
、

交
通
安
全
、
厄
年
、
七
五
三
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
こ
こ
に
水
子
供
養
も
含
ま
れ
る
。

慈
明
寺
（
宮
城
県
）
や
清
源
寺
（
東
京
都
）
の
資
料
で
は
、
水
子
地
蔵
建
立
や
水
子

供
養
祭
の
収
支
や
個
別
に
依
頼
さ
れ
る
水
子
供
養
の
件
数
は
、
寺
の
財
政
を
支
え
る

ほ
ど
多
く
は
な
い
。
水
子
供
養
専
門
寺
院
地
蔵
寺
の
よ
う
に
水
子
供
養
が
主
た
る
収

入
源
の
寺
院
も
あ
る
が
、
寺
院
全
体
と
し
て
は
少
数
派
で
あ
ろ
う
。

む
す
び
に
か
え
て

水
子
供
養
の
内
容
に
関
す
る
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
数
多
く
様
々
な
視
点
で
行
わ
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
水
子
供
養
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
成
立
し
、
人
び
と
に
受
容
さ
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れ
浸
透
し
て
行
っ
た
の
か
、
供
養
成
立
の
背
景
に
は
何
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に

関
し
て
は
、
十
分
に
検
討
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
。

本
稿
で
は
、
中
絶
胎
児
の
供
養
が
水
子
供
養
と
し
て
開
始
さ
れ
た
以
前
の
供
養
に

注
目
し
た
。
そ
れ
は
医
療
関
係
者
・
胞
衣
業
者
・
宗
教
者
な
ど
中
絶
手
術
や
遺
胎
の

処
置
に
関
わ
る
人
び
と
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
た
供
養
で
、
中
絶
の
現
場
に
あ
っ
て
、

胎
児
に
人
の
命
を
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
立
場
の
人
び
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
中
絶
胎
児
の
供
養
は
、
中
絶
体
験
者
以
外
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
後
、
中
絶
認
可
の
条
件
の
厳
格
化
を
目
指
す
「
い
の
ち
を
大
切
に
す

る
運
動
」
を
背
景
と
し
て
、「
子
育
て
い
の
ち
の
地
蔵
尊
」
が
建
立
さ
れ
、
中
絶
胎

児
の
供
養
の
場
と
し
て
一
般
の
人
び
と
を
対
象
と
し
て
定
期
的
供
養
が
営
ま
れ
る
よ

う
に
な
る
。
こ
の
供
養
の
在
り
方
に
は
水
子
供
養
の
萌
芽
が
認
め
ら
れ
る
が
、
広
が

り
を
見
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

一
九
七
一
年
に
創
建
さ
れ
た
水
子
専
門
寺
院
地
蔵
寺
は
、
中
絶
胎
児
を
「
水
子
」、

そ
の
供
養
を
「
水
子
供
養
」
と
呼
び
、
そ
の
象
徴
と
し
て
幼
子
を
伴
う
様
式
の
地
蔵

像
「
水
子
地
蔵
尊
」
を
設
置
し
た
。
そ
し
て
、
供
養
さ
れ
な
い
水
子
の
霊
は
家
の

不
幸
の
原
因
で
あ
る
と
明
確
な
論
理
を
提
示
し
、
水
子
の
個
別
供
養
を
行
い
、
個
人

に
よ
る
石
地
蔵
の
奉
納
を
推
奨
し
た
。
こ
の
よ
う
に
水
子
供
養
の
必
要
性
を
明
示
し

た
こ
と
、
個
別
の
供
養
を
行
っ
た
こ
と
、
供
養
の
場
を
提
供
し
た
こ
と
に
よ
り
、
胎

児
を
我
が
子
・
個
別
の
命
と
認
識
し
始
め
た
人
び
と
の
認
識
と
合
致
し
た
。
水
子
と

不
幸
の
関
係
性
を
明
確
に
説
明
し
た
こ
と
が
供
養
の
動
機
と
も
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

一
九
七
〇
年
代
以
降
に
水
子
供
養
を
支
え
た
の
は
、
中
絶
急
増
期
に
中
絶
体
験
を

持
っ
た
人
び
と
で
あ
り
、
中
絶
は
そ
の
世
代
に
と
っ
て
共
通
体
験
で
も
あ
っ
た
。
人

び
と
は
、
身
近
な
不
幸
の
原
因
を
水
子
に
求
め
、
供
養
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
負
の
問

題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
水
子
供
養
出
現
の
背
景
に
は
、
医
療
の
進
歩
、
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
、
社
会

問
題
な
ど
の
影
響
が
み
ら
れ
る
。
胎
児
や
受
精
卵
の
可
視
化
に
よ
り
、
そ
れ
ら
は
確

か
な
命
、
個
別
の
命
、
我
が
子
と
し
て
認
識
さ
れ
始
め
た
。
ま
た
、
物
質
的
豊
か
さ

を
追
求
し
た
社
会
の
歪
は
、
家
や
家
族
の
負
の
問
題
と
な
っ
て
表
出
し
た
。
そ
の
よ

う
な
状
況
の
な
か
で
、
テ
レ
ビ
の
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
に
お
い
て
は
、
霊
魂
、
幽
霊
な
ど

科
学
で
証
明
で
き
な
い
不
可
思
議
な
世
界
が
頻
繁
に
取
り
上
げ
ら
れ
、「
水
子
」
も

そ
の
一
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
中
絶
・
水
子
・
祟
り
の
関

係
性
が
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
形
作
ら
れ
て
行
っ
た
。
そ
れ
は
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
以

降
バ
ブ
ル
期
が
始
ま
る
直
前
の
お
よ
そ
一
〇
数
年
間
の
経
済
停
滞
期
の
こ
と
で
あ
っ

た
。さ

ら
に
、
水
子
供
養
の
開
始
期
に
関
し
て
は
、
個
別
の
事
例
で
あ
る
が
過
去
帳
の

分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
俗
名
が
な
い
「
水
子
」
の
戒
名

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
胎
児
の
供
養
が
始
ま
っ
た
こ
と
が
窺
え
た
。
こ
れ
は
、

全
国
的
な
水
子
供
養
流
行
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ

の
前
提
と
な
る
胎
児
生
命
へ
の
認
識
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
示
す
。

ま
た
、
水
子
供
養
の
現
状
に
つ
い
て
、
仏
教
系
寺
院
大
本
山
・
総
本
山
に
お
け
る

水
子
供
養
実
態
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
水
子
地
蔵
な
ど
の
設
置
や
水
子
供
養

の
掲
示
が
み
ら
れ
る
寺
院
は
、
す
で
に
半
数
に
及
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
供

養
を
明
示
し
な
い
寺
院
に
お
い
て
も
供
養
の
依
頼
に
応
じ
る
寺
院
は
多
く
、
そ
の
よ

う
な
意
味
で
も
水
子
供
養
は
ほ
ぼ
定
着
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
そ
れ
を
示
す
よ
う

に
二
〇
〇
八
年
（
平
成
二
〇
）
に
は
、
水
子
供
養
の
指
針
書
が
刊
行
さ
れ
、
そ
れ
ま

で
仏
教
が
正
式
な
供
養
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
中
絶
胎
児
や
胎
児
に
対
す
る
認
識
や

供
養
の
在
り
方
の
必
要
性
と
方
向
性
を
示
し
た
。

近
年
、
水
子
供
養
の
場
に
お
い
て
、
生
殖
補
助
医
療
や
出
生
前
診
断
の
影
響
も
見

え
隠
れ
す
る
。
望
ま
な
い
妊
娠
に
よ
る
中
絶
の
他
、
不
妊
治
療
の
中
で
誕
生
ま
で
至

ら
な
い
命
、
胎
児
異
常
に
よ
る
選
択
的
中
絶
な
ど
、「
生
ま
れ
な
い
子
ど
も
」
を
め

ぐ
る
複
雑
な
問
題
が
存
在
す
る
。そ
れ
ら
の
子
ど
も
は
、こ
の
世
界
に
誕
生
し
な
か
っ

た
と
は
い
え
母
体
内
で
生
き
た
命
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
も
確
か
な
命
を
認
識
す
る
時

代
で
あ
る
。
水
子
供
養
は
、
今
後
も
そ
の
よ
う
な
子
ど
も
た
ち
の
霊
魂
供
養
と
し
て

一
定
の
役
割
を
担
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
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最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
稿
を
ま
と
め
る
に
当
た
り
清
源
寺
、
慈
明
寺
の
ご
住

職
と
ご
家
族
、
関
善
製
作
所
、
生
長
の
家
、
紅
卍
会
、
さ
ら
に
助
産
婦
の
皆
さ
ま
始

め
多
く
の
方
々
の
ご
協
力
を
頂
き
ま
し
た
こ
と
を
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
清
源
寺
資
料
調
査
の
一
部
、
仏
教
系
寺
院
大
本
山
・
総
本
山
調
査
は
、
科

学
研
究
費
「
近
現
代
日
本
に
お
け
る
出
産
・
育
児
文
化
の
民
俗
学
・
人
類
学
的
研
究

お
よ
び
望
ま
し
い
将
来
像
の
提
言
」
基
盤
研
究
（
B
）（
研
究
代
表
者
・
天
理
大
学

安
井
眞
奈
美
）、
国
立
歴
史
民
俗
学
物
館
共
同
研
究
「
民
俗
儀
礼
の
変
容
に
関
す
る

資
料
論
的
研
究
」（
研
究
代
表
者
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
山
田
慎
也
）の
研
究
成
果
と
、

そ
の
後
の
補
足
調
査
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、清
源
寺
に
関
し
て
は
、「
清
源
寺『
子
育
て
い
の
ち
の
地
蔵
尊
』と
水
子
供
養
」

『
東
北
学
院
大
学
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
』
四
四
（
二
〇
一
二
年
）、
慈
明
寺
に
関
し

て
は
、「
水
子
供
養
の
成
立
過
程
―
宮
城
県
鹿
島
台
町
慈
明
寺
の
事
例
―
」『
東
北
民

俗
』
三
七
、
東
北
民
俗
の
会
（
二
〇
〇
三
年
）、「
水
子
供
養
の
成
立
―
宮
城
県
志
田

郡
鹿
島
台
町
の
事
例
―
」『
東
北
民
俗
』
三
九
、
東
北
民
俗
の
会
（
二
〇
〇
五
年
）、

増
上
寺
に
関
し
て
は
、「
人
工
妊
娠
中
絶
と
水
子
供
養
―
産
科
医
療
技
術
の
進
歩
と

い
う
視
点
か
ら
―
」『
東
北
民
俗
』
四
一
、
東
北
民
俗
の
会
（
二
〇
〇
七
年
）、
一
九

〜
二
七
頁
「
水
子
供
養
に
み
る
生
命
観
の
変
遷
」『
女
性
と
経
験
』
三
四
、
女
性
民

俗
学
研
究
会
（
二
〇
〇
九
年
）
で
発
表
し
、
そ
の
後
の
調
査
を
加
え
て
ま
と
め
た
も

の
で
あ
る
。

（
1
）
武
田
道
生
一
九
九
八「
水
子
供
養
」『
日
本
民
俗
宗
教
辞
典
』佐
々
木
宏
幹
他
編
、東
京
堂
出
版
、

五
三
五
〜
五
三
六
頁
。
森
栗
茂
一
二
〇
〇
〇
「
水
子
供
養
」『
日
本
民
俗
大
事
典
』
吉
川
弘
文

館
、六
〇
五
頁
。
森
栗
茂
一
「
水
子
供
養
の
発
生
と
現
状
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』

五
七
、
平
成
六
年
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
、
第
一
法
規
、
一
二
〇
〜
一
二
四
頁
。　

（
2
）
文
化
庁
二
〇
一
二
「
文
部
科
学
大
臣
所
轄
包
括
宗
教
法
人
一
覧
」『
宗
教
年
鑑
平
成
23
年
版
』　

（
3
）
鳥
井
由
紀
子
一
九
九
四
「『
水
子
供
養
』
研
究
の
動
向
（
一
九
七
七-

一
九
九
四
）
と
『
水

註

子
供
養
』
関
連
文
献
目
録
―
第
１
群
：
研
究
論
文
・
評
論
・
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
等
」『
東
京
大
学

宗
教
学
年
報
』
一
二
、
東
京
大
学
宗
教
学
研
究
室
、
一
二
七
〜
一
四
一
頁
。

（
4
）
高
橋
三
郎
編
一
九
九
九
『
水
子
供
養 

現
代
社
会
の
不
安
と
癒
し
』
行
路
社
、
六
〜
七
頁
。　

（
5
）
新
田
光
子
一
九
九
一
「『
水
子
供
養
』
に
関
す
る
統
計
調
査
資
料
」『
社
会
学
部
紀
要
』
二
、

龍
谷
大
学
社
会
学
部
紀
要
編
集
委
員
会
編
、
龍
谷
大
学
社
会
学
部
学
会
、
四
六
頁
。　

　
　

（
6
）
高
橋
三
郎
編
一
九
九
九
『
水
子
供
養 

現
代
社
会
の
不
安
と
癒
し
』
一
〜
一
一
頁
。　

（
7
）
新
田
光
子
一
九
九
三
「『
水
子
供
養
』
と
宗
教
教
団
」『
社
会
学
部
紀
要
』
四
、
龍
谷
大
学
社

会
学
部
紀
要
編
集
委
員
会
編
、
龍
谷
大
学
社
会
学
部
学
会
、
九
七
〜
一
〇
七
頁
。

（
8
）
星
野
智
子
一
九
九
九
「
危
機
管
理
装
置
と
し
て
の
水
子
供
養
」『
神
々
宿
り
し
都
市
―
世
俗

都
市
の
宗
教
社
会
学
』
宗
教
社
会
学
の
会
、
創
元
社
、
六
〇
〜
八
三
頁
。
二
〇
〇
七
「
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
の
実
践
―
水
子
供
養
調
査
を
通
し
て
」『
宗
教
を
理
解
す
る
こ
と
』
宗
教
社
会
学

の
会
、
創
元
社
、
二
九
〜
四
九
頁
。　

（
9
）
小
野
泰
博
一
九
八
八
「
仏
教
と
水
子
供
養
」『
仏
教
民
俗
学
体
系
4　

祖
先
祭
祀
と
葬
墓
』

藤
井
正
雄
編
、
名
著
出
版
、
三
九
一
〜
四
〇
九
頁
。　

（
10
）
橋
本
徹
馬
一
九
八
〇
『
水
子
地
蔵
寺
霊
験
集
』
紫
雲
荘
、
一
九
六
三
『
難
病
全
快
の
話
』
紫

雲
荘
。　

（
11
）
溝
口
明
代
一
九
九
四
「『
男
性
』
思
想
と
社
会
の
形
成
―
仕
組
ま
れ
た
「
水
子
信
仰
」
の
ル
ー

ツ
と
展
開
（
上
）」『
女
性
学
』
二
、
日
本
女
性
学
会
学
会
誌
編
集
委
員
会
、
新
水
社
、
一
四
六

〜
一
六
六
頁
。　

（
12
）
森
栗
茂
一
一
九
九
四
「
水
子
供
養
の
発
生
と
現
状
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』

五
七
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
第
一
法
規
、
一
二
〇
〜
一
二
四
頁
。　

（
13
）
R.

J .

ツ
ヴ
ィ
・
ヴ
ィ
ル
ブ
ロ
ウ
ス
キ
ー
一
九
九
三
「
水
子
供
養
―
日
本
の
も
っ
と
も
重
要

な
「
新
宗
教
」
に
関
す
る
覚
書
」『
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
七
二
、國
學
院
大
學
、

四
七
〜
一
〇
七
頁
。

（
14
）
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
R
・
ラ
フ
ル
ー
ア
二
〇
〇
六
『
水
子〈
中
絶
〉
を
め
ぐ
る
日
本
文
化
の
底
流
』

青
木
書
店
。

（
15
）
鈴
木
由
利
子
二
〇
〇
二
「
間
引
き
と
生
命
」『
日
本
民
俗
学
』
二
三
二
、
日
本
民
俗
学
会
、

九
〜
一
二
頁
。　

（
16
）
千
葉
徳
爾
・
大
津
忠
男
一
九
八
三
『
間
引
き
と
水
子
―
子
育
て
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』（
社
）

農
山
漁
村
文
化
協
会
、
二
四
六
〜
二
四
七
頁
。　

（
17
）
安
藤
紫
香
一
九
九
四
『
奥
会
津
の
民
俗
』
歴
史
春
秋
社
、
二
〇
一
〜
二
二
六
頁
。

（
18
）
鈴
木
由
利
子
二
〇
〇
〇
「
選
択
さ
れ
る
命
『
育
て
よ
う
と
す
る
子
ど
も
』
と
『
育
て
る
意
思

の
な
い
子
ど
も
』」『
日
本
民
俗
学
』
日
本
民
俗
学
会
、
六
一
〜
六
二
頁
。　

（
19
）
千
葉
・
大
津
一
九
八
三
『
間
引
き
と
水
子
―
子
育
て
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』（
社
）
農
山
漁
村

文
化
協
会
、
二
三
七
頁
。　

（
20
）
千
葉
・
大
津
一
九
八
三
『
間
引
き
と
水
子
―
子
育
て
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』（
社
）
農
山
漁
村
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文
化
協
会
、
二
三
七
頁
。

（
21
）
柳
田
国
男
一
九
七
一
「
故
郷
七
十
年
」（
昭
和
三
三
年
）『
定
本
柳
田
國
男
集
』
別
巻
三
、
筑

摩
書
房
、
二
〇
〜
二
一
頁
。　

（
22
）
細
野
茂
春
二
〇
一
四
「
臍
帯
結
紮
時
期
―
早
期
結
紮
か
ら
遅
延
結
紮
へ
―
」『
周
産
期
医
学
』

周
産
期
医
学
編
集
委
員
会
、
東
京
医
学
社
、
四
一
九
〜
四
二
二
頁
。

（
23
）
鈴
木
由
利
子
二
〇
〇
〇
「
選
択
さ
れ
る
命
『
育
て
よ
う
と
す
る
子
ど
も
』
と
『
育
て
る
意
思

の
な
い
子
ど
も
』」『
日
本
民
俗
学
』
二
二
四
、
日
本
民
俗
学
会
、
三
七
〜
三
八
頁
。

（
24
）
鈴
木
由
利
子
二
〇
〇
二
「
間
引
き
と
生
命
」『
日
本
民
俗
学
』
二
三
二
、
日
本
民
俗
学
会
、

九
〜
一
二
頁
。

（
25
）
鈴
木
由
利
子
二
〇
〇
〇
「
選
択
さ
れ
る
命
『
育
て
よ
う
と
す
る
子
ど
も
』
と
『
育
て
る
意
思

の
な
い
子
ど
も
』」『
日
本
民
俗
学
』
二
二
四
、
日
本
民
俗
学
会
、
三
七
〜
三
八
頁
。
二
〇
〇
二

「
間
引
き
と
生
命
」『
日
本
民
俗
学
』
二
三
二
、
日
本
民
俗
学
会
、
九
〜
一
二
頁
。

（
26
）
松
平
定
信
一
九
八
二
（
一
七
九
三
）「
宇
下
人
言
」『
日
本
人
の
自
伝
別
巻
Ⅰ
』
平
凡
社
、

三
〇
四
頁
。　

（
27
）
大
森
志
郎
一
九
五
八「
間
引
き
・
縁
女
・
水
子
塚
―
松
平
定
信
の
人
口
政
策
と
そ
の
由
来
」『
東

京
女
子
大
学
論
集
』
三-

二
、
東
京
女
子
大
学
学
会
編
、
四
五
〜
六
九
頁
。

（
28
）
鈴
木
由
利
子
二
〇
一
二
「
清
源
寺
『
子
育
て
い
の
ち
の
地
蔵
尊
』
と
水
子
供
養
」『
東
北
学

院
大
学
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
』
四
四
、
東
北
学
院
大
学
東
北
文
化
研
究
所
、
五
五
〜
五
六
頁
。

（
29
）
古
屋
芳
雄
一
九
五
二
「
計
画
モ
デ
ル
村
の
研
究
」『
日
本
人
口
学
会
紀
要
』
日
本
人
口
学
会
、

一
〜
一
一
頁
。

（
30
）
竹
中
和
代
一
九
六
一
「
死
産
児
処
理
業
者
と
し
て
の
私
」『
婦
人
公
論
』
婦
人
公
論
社

二
六
六
〜
二
六
七
頁
。

（
31
）
荻
野
美
穂
二
〇
〇
八
『
家
族
計
画
へ
の
道
』
岩
波
書
店
、
二
八
六
頁
。

（
32
）
尾
島
信
夫
他
一
九
五
〇
「
人
工
妊
娠
中
絶
方
法
に
関
す
る
研
究
報
告
要
旨
」『
日
本
産
科
婦

人
科
学
会
誌
』
二
〜
四
、一
六
二
〜
一
六
九
頁
。

（
33
）
母
性
保
護
医
協
会
一
九
七
〇
『
二
十
周
年
記
念
誌
』
南
山
堂
。　

（
34
）
荻
野
美
穂 

二
〇
〇
八
『
家
族
計
画
へ
の
道
』
岩
波
書
店
、
二
八
六
〜
二
八
七
頁
。

（
35
）
森
栗
茂
一
一
九
九
四
「
水
子
供
養
の
発
生
と
現
状
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』

五
七
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
第
一
法
規
、
一
〇
六
頁
。

（
36
）
荻
野
美
穂
二
〇
〇
七
『
家
族
計
画
へ
の
道
』
岩
波
書
店
、
二
八
七
頁
。

（
37
）
齋
藤
美
枝
二
〇
一
一
『
曹
洞
宗
大
本
山
総
持
寺
鶴
見
御
移
転
一
〇
〇
年
記
念
鶴
見
総
持
寺
物

語
』、
鶴
見
区
文
化
協
会
、
一
一
五
〜
一
一
八
頁
、
二
七
六
頁
。

（
38
）
金
谷
ハ
ル
ノ
一
九
五
九
「
岩
手
支
部
だ
よ
り
」『
助
産
婦
』
一
三
、
横
山
フ
ク
編
、
五
九
頁
。

（
39
）
鈴
木
由
利
子
二
〇
一
二
「
清
源
寺
『
子
育
て
い
の
ち
の
地
蔵
尊
』
と
水
子
供
養
」『
東
北
学

院
大
学
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
』
四
四
、東
北
学
院
大
学
東
北
文
化
研
究
所
、五
五
〜
五
六
頁
。　

（
40
）
清
水
邦
彦
一
九
九
四
「
昭
和
四
五
年
以
前
か
ら
の
水
子
供
養
」『
西
郊
民
俗
』
一
四
八
、
西

郊
民
俗
談
話
会
、
二
一
〜
二
五
頁
。

（
41
）
大
橋
俊
雄
一
九
七
八
『
清
源
寺
の
あ
ゆ
み
』
二
二
〜
二
五
頁
。

（
42
）
荻
野
美
穂
二
〇
〇
七
『
家
族
計
画
へ
の
道
』
岩
波
書
店
、
二
六
三
〜
二
六
五
頁
。

（
43
）
荻
野
美
穂
二
〇
〇
七
『
家
族
計
画
へ
の
道
』
岩
波
書
店
、
二
六
三
〜
二
六
五
頁
。

（
44
）
篠
崎
信
男
一
九
五
一
「
東
北
三
県
に
お
け
る
産
児
調
節
実
地
調
査
の
未
提
出
理
由
及
び
調
査

に
対
す
る
意
見
の
実
状
に
つ
い
て
」「
避
妊
の
実
行
不
実
行
者
別
に
み
た
死
流
産
率
に
関
す
る

一
資
料
」『
人
口
問
題
研
究
所
研
究
資
料
第
75
号
』、
一
九
五
六
「
家
族
計
画
一
〇
年
の
実
態
推

移
と
そ
の
分
析
」『
人
口
問
題
研
究
所
年
報
』
厚
生
省
人
口
問
題
研
究
所
な
ど
。

（
45
）
社
団
法
人
日
本
紅
卍
会
一
九
七
九
『
道
院
日
本
紅
卍
会
の
歴
史
』
東
京
総
院
慈
宣
闡
委
員
会

編
。

（
46
）
荻
野
美
穂
二
〇
〇
七
『
家
族
計
画
へ
の
道
』
岩
波
書
店
、
二
六
四
頁
。

（
47
）
社
団
法
人
日
本
紅
卍
会
一
九
七
九
『
道
院
日
本
紅
卍
会
の
歴
史
』
東
京
総
院
慈
宣
闡
委
員
会

編
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
二
年
（
大
正
一
一
）
に
中
国
で
創
立
し
た
団
体
で
、
扶
（
フ
ー
チ
ー
）

と
い
う
神
託
法
に
よ
り
神
霊
の
降
臨
と
訓
示
を
受
け
世
の
災
い
を
救
済
し
、
災
害
時
な
ど
に
は

慈
善
事
業
等
も
行
う
。
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
の
関
東
大
震
災
時
に
は
、
日
本
に
対
し
て

義
捐
金
や
救
済
米
の
支
援
を
申
し
出
て
、
そ
の
受
け
皿
と
な
っ
た
の
が
大
本
教
で
あ
っ
た
。
こ

の
縁
に
よ
り
日
本
紅
卍
会
が
発
足
、
大
本
教
と
親
交
を
深
め
る
も
、
後
に
大
本
教
と
は
袂
を
分

か
つ
。
現
在
は
、
特
例
社
団
法
人
日
本
紅
卍
会
と
し
て
、
在
日
中
国
人
な
ど
に
対
す
る
日
本
語

な
ど
の
教
育
支
援
活
動
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。

（
48
）
「
生
長
の
家
」
と
中
絶
廃
止
運
動
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
土
屋
敦
二
〇
〇
五
「
胎

児
を
可
視
化
す
る
少
子
化
社
会
―
『
生
長
の
家
』
に
よ
る
胎
児
の
生
命
尊
重
運
動
（
プ
ロ=

ラ
イ
フ
運
動
）
の
軌
跡
（
一
九
六
〇
年
代
〜
一
九
七
〇
年
代
）」『
死
生
学
研
究
』
六
、
八
八
〜

一
一
〇
頁
。

（
49
）
橋
本
徹
馬
、
谷
口
雅
春
は
本
文
中
に
あ
り
、
蓮
沼
門
三
（
明
治
一
五
年
生
〜
昭
和
五
五
年
没
、

青
少
年
育
成
の
社
会
教
育
活
動
を
行
う
現
公
益
財
団
法
人
修
養
団
の
創
始
者
、
安
岡
正
篤
（
明

治
三
一
年
生
〜
昭
和
五
八
年
没
） 

陽
明
学
者
、
右
翼
活
動
家
、
政
財
界
と
の
つ
な
が
り
が
深
い
、

紅
卍
会
代
表
者
も
務
め
た
。
大
嶋
豊
（
明
治
三
三
年
生
〜
昭
和
五
三
年
没
） 

第
二
一
代
東
洋
大

学
総
長
、
世
界
紅
卍
会
会
長
経
験
者
。
他
に
家
族
計
画
協
会
の
古
屋
芳
雄
、
ま
た
加
藤
シ
ズ
エ

は
戦
前
か
ら
の
産
児
制
限
運
動
推
進
者
、
産
児
制
限
に
賛
成
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
が
こ
の
運

動
で
は
中
絶
反
対
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

（
50
）
紫
雲
荘
一
九
六
〇
『
紫
雲
』
二
月
号
、
九
月
号
、
紫
雲
荘
。

（
51
）
橋
本
徹
馬
一
九
九
六
『
自
叙
伝
』
紫
雲
荘
、
四
六
六
〜
四
七
一
頁
。

（
52
）
橋
本
徹
馬
二
〇
〇
一
『
紫
雲
山
地
蔵
寺
開
創
三
十
年
誌
』
紫
雲
荘
、
写
真
。

（
53
）
橋
本
徹
馬
一
九
七
八
『
水
子
地
蔵
時
霊
験
集
』
一
頁
、
一
九
七
〜
二
〇
〇
頁
。

（
54
）
橋
本
徹
馬
一
九
九
六
『
自
叙
伝
』　

紫
雲
荘
、
四
七
〇
頁
。

（
55
）
橋
本
徹
馬
一
九
七
八
『
水
子
地
蔵
霊
験
集
』
紫
雲
荘
、
二
〜
三
頁
。
二
〇
〇
一
『
紫
雲
山
地
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（
宮
城
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A Study of the Changes in the View of Fetal Life Seen in 
Memorial Services for Aborted Babies

SUZUKI Yuriko

This paper examines how the memorial services for babies died as a result of abortion was 

established and accepted as well as what it is like now. At the post-Second World War period, the number 

of abortions rapidly increased, and memorial services for aborted babies were performed intermittently 

by medical workers involved in abortions. Subsequently, supporters for the Pro Life Campaign (an anti-

abortion movement in the 1960s) contributed to the creation of a Statue of Kosodate Inochi no Jizōson (the 

Guardian Deity of Child-rearing and Life) in 1965 and started to hold memorial services for the general 

public. The services were held not only for aborted babies but also for children died from accidents. In 

1971, Shiun-ji Temple was established as a special temple for memorial services for aborted babies. As 

soon as the temple started to hold memorial services for aborted babies (called as Mizuko Kuyō), the 

services prevailed. It is considered because the advancement of obstetrics technologies made it possible 

to recognize the fetal life and because people tried to resolve the domestic problems arising through 

drastic social changes during the rapid economic growth period by attributing them to aborted babies. 

The majority of the head temples of Buddhist sects expressly offer memorial services for aborted babies. 

Many temples without places for memorial services for aborted babies also hold such services when 

requested. Thus, memorial services for aborted babies seem to generally prevail today.

Key words: Aborted baby, memorial services for aborted babies, guardian deity for the spirits of aborted 

babies, fetal life, abortion, obstetrics


